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化学製品に関する事故･苦情の相談、問い合わせ、照会など 

※ 一方当事者の代理人として交渉にあたることは行っておりません。 

※ 特定の製品の成分組成、安全性、使用方法等に関するご質問については、当センターではお答えし

かねますので、各メーカー等にお問い合わせ願います。 

※ 当センターでは特定の製品、企業等の紹介(推薦)は行っておりません。 

※ 当センターは臭いに関する専門的知見は持ち合わせておりません。 

「臭い」と「ニオイ」の区別については、不快または好ましくない場合を「臭い」とし、柔軟剤・ 

芳香剤・化粧品・香水等のように意図的に付加した場合を「ニオイ」と表記することにしています。 

「ニオイ」としたのは、意図的に付加した場合でも、不快と感じる方がいるため、中立的なイメー 

ジとして表現しました。ただし、不快臭を付加した場合（ガス臭等）は「臭い」とすることにして 

います。 

※ 当センターでは分析等は行っておりません。 

独立行政法人 製品評価技術基盤機構のホームページに、｢原因究明機関ネットワーク｣に登録され

ている検査機関の一覧(https://www.nite.go.jp/jiko/network/)が掲載されていますので、ご利用くださ

い。ただし、検査費用は依頼者本人の負担となります。 

※ 特定の企業・製品等に関するコンサルタント業務は行っておりません。 

ᾍ  

どなたでも利用できます。 

消費者、消費者団体、消費生活センター、行政、製造会社、商社、物流会社、販売店･小売店、 

協会･組合、個人営業者、農業･漁業従事者、マスコミ、教員、学生など 

ᾍ ᴜ 

化学製品（食品は除きます。また、医薬品、化粧品、建材は別に該当のＰＬセンターがあります。） 

・ 日常生活用品 

洗剤･洗浄剤、シャンプー、柔軟剤、漂白剤、カビ取り剤、殺虫剤、防虫剤、 

芳香剤･消臭剤、 接着剤、塗料、自動車ワックス、エアゾール製品、 

食品添加物、農薬、肥料、プラスチック製品など 

・ 企業間で取引される中間原料､汎用化学品 

化学薬品、基礎化学品、試薬、産業用プラスチック製品、産業用ゴム製品など 

 

無料 

֞̂  

電話、ＦＡＸ、手紙など（インターネットでの相談は受付けていません。） 

相談受付時間は午前 9:30～午後 4:00(土日祝日を除く)です。 

〒104-0033 東京都中央区新川１－４－１住友不動産六甲ビル７Ｆ 

電話：03-3297-2602  ＦＡＸ：03-3297-2604  消費者専用フリーダイヤル：0120-886-931 

ḸЏ  

相談内容と対応結果は、当事者が特定できないよう十分に配慮した上で、月次報告『アクティビティノ

ート』(ホームページ)や年次報告書(冊子)等で公開させていただきます。 
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「一次プラスチックポリマーの生産削減について」 
 

日本プラスチック工業連盟 

専務理事 加藤 英仁 

 
プラスチックにはたくさんの長所がある一方、もちろん短所もあり、万能ではありません。長所とし

ては、多様性・軽量性・耐久性・絶縁性・加工性・経済性・再利用性に優れており、現代の私たちの生

活には欠かすことのできない存在でもあります。そして、カーボンニュートラル社会実現のためには、

なくてはならない素材です。日本プラスチック工業連盟（以下ではプラ工連と略す）では、消費者の皆

様に「プラスチックを正しく理解していただき、賢く使っていただく」ために、各種広報活動を展開し

ています。化学製品 PL 相談センターの活動は、消費者の皆様が正しい情報や知識を得ることや、製品

を使用する前にラベルや説明書をよく読み、正しく使用していただくための活動であり、プラ工連も本

活動に積極的に参加し、情報発信しています。そこで、今回は、４月末にカナダ・オタワで開催された、

法的拘束力のある国際的なプラスチック条約を議論する第4回政府間交渉委員会（INC4）で議論された、

一次プラスチックポリマーすなわち化石原料から新たに作りだされるプラスチックの生産削減について、

情報発信させていただきます。 

図 1 に、日本の一次プラスチックポリマーの生産量・輸出入量・消費量（生産量―輸出量＋輸入量）

の、1950年から2023年までの年間の量の推移を示しています。生産量の過去最高値は1997年の15,225

千トンで、2009 年のリーマンショック、2020 年のコロナの影響による大幅低下などの変動があったも

のの、大方右肩下がりで推移し、2023年は1997年以降最低の8,874千トンまで低下しています。1997

年は容器包装リサイクル法が本格施行されて年で、それ以降、３R 活動を中心に社会全体で削減に取り

組み、また、プラスチックを使用した最終財の生産拠点が海外に移転した影響等もあり、2023年の一次

プラスチックポリマーの生産量は、1997年の58％（削減率42％）まで削減し、あまり知られていませ

んがしっかりリデュースは進んでいます。ちなみに、進んでいると思われているヨーロッパは、Plastics 

Europe のデータによると、1997 年の一次プラスチックポリマーの生産量は 44 百万トン、過去最高は
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2017年の73百万トン、2020年では55百万トンで、過去最高の2017年の75％（削減率25％）でした。

1997年比125％（増加率25％）と、日本ほど削減は進んでいません。 

プラ工連では、エネルギーはすべて再生可能エネルギーを使う前提の基本的考え方に従って、一次プ

ラスチックポリマーの生産をゼロする究極の目標を掲げた、2050年にカーボンニュートラル社会を実現

する絵を描いています（図２）。 

資源循環の優先順位は、①材料リサイクル②モノマー経由ケミカルリサイクル③化学原料経由ケミカ

ルリサイクルの順ですが、資源循環量を増やすことで一次プラスチックポリマーの生産量を削減できま

す。また、各リサイクル方法でも 100％のリサイクルは出来ないので、残りをすべてエネルギー回収に

よって処理すると、その際二酸化炭素が発生します。二酸化炭素発生量を抑えるためには、リサイクル

収率を極限まで上げる必要があり、そのためには、廃プラスチックの単品回収の推進と、製品をリサイ

クルできるように設計する環境配慮設計の推進が必須になります。そして、カーボンニュートラルを達

成するためには、二酸化炭素を吸収済みのバイオマスプラスチック等を資源循環系に導入し、二酸化炭

素の発生をキャンセルする必要があります。このように、資源循環の推進と、バイオマスプラスチック

の導入で、一次プラスチックポリマーの生産をゼロにして、カーボンニュートラルを実現することがで

きます。絵は簡単に描けますが、これを実現するにはさまざまな課題があり、最大の課題は、多額のコ

ストがかかることです。究極の目標である資源循環の推進・カーボンニュートラルの達成をするために

は、消費者の皆様に、「環境を守るためには、コストがかかることを理解いただき、高価な環境対応製品

を積極的に購入いただく」必要があります。 

 プラ工連は、一次プラスチックポリマーの生産をゼロにする究極の目標を達成するべく各種活動に

取り組んでまいりますが、消費者の皆様の、ご理解と絶大なご協力が必要です。共に、究極の目標達成

に向けて邁進しましょう。 
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◇ 活動の概要 

◇ 化学製品ＰＬ相談センター 

1994年7月1日に日本で製造物責任(ＰＬ)法が制定され、その審議の過程で「裁判によらない迅速

公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」とする国会の

付帯決議が採択されました。それにともなう具体的な取組みにおいて、製品分野ごとの専門的な知見

を活用した紛争処理体制の整備が必要とされたことから、ＰＬ事故だけでなく、広く消費者からの化

学製品に関する相談に応じる機関として、1995 年6月に(社)日本化学工業協会(2011 年 4月1日より

一般社団法人日本化学工業協会に移行)内の独立組織として当センターが設立され、化学製品に関する

相談対応や情報提供、関係団体との交流などの活動を行っています。 

◇ 相談対応 

2023年度に当センターが受け付けた相談の総件数は221件で、2022年度の相談総件数234件の約

94.4%で減少となる件数になりました。全体の90％を占める消費者側からの相談(消費生活センター経

由の相談を含む)のうち、65％が一般的な問い合わせで、例年、化学物質･化学製品等の安全性に関す

る問い合わせが多く寄せられています。 (受付相談の具体的内容についてはp.21からの資料集をご参

照ください) 

◇ 情報提供 

当センターのホームページ(https://www2.nikkakyo.org/plcenter)では、毎月の受付相談事例および

対応内容をまとめた『アクティビティノート』を公開しています。業界関係者に製品安全問題の実態

を伝えるとともに、消費者に分かりやすい表現を用いて情報提供することにより、化学製品による事

故の未然防止･再発防止に努めています。また、ニュースメールメンバーにご登録いただいた方には、

『アクティビティノート』など、当センターの最新情報を随時メールにてお知らせしています。(メン

バー登録の方法については｢お知らせ｣(裏表紙)をご参照ください。) 

◇ 関係機関との交流 

各地の消費生活センターからの相談、あるいは消費生活センターから紹介されたという消費者から

寄せられる相談が多いことから、消費生活センター等との連携に努めています。2023年度も、消費者

行政担当部門等の関係省庁、他業界のＰＬセンター、当センターに寄せられた製品事故に関わる商品

の業界団体等と、適宜情報交換を行いました。 
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◇ ２０２３年度の活動状況 

（１） 総受付件数:前年比94％と減少、クレーム関連相談は 78件で増加、一般相談が 143件と減少 

2023 年度(2023 年 4月～2024 年 3 月)における相談等の受付状況は表-1 の通りです。総受付件数は

221件(月平均18.4件)となり、前年(234件)比の94.4％で減少した件数となりました。クレーム関連相

談は78件寄せられ、前年(55件)比で142％、一般相談（意見･報告等を含む）については143件寄せら

れ前年(179件)比で80.3％となりました。全体に占める一般相談（意見･報告等を含む）の件数も64.7％

となりました。全体の 89.6％を占める消費者側からの相談件数 198 件(消費生活センター経由の相談を

含む)においても、120件で60.6％が一般的な問い合わせです。 

月別相談受付状況（グラフ-1）をみると、2020年2月に国内で新型コロナ感染症による最初の死者が

報告されてから相談件数は増加し、2020年 4～6月に相談件数はピークとなりましたが、同年6月に行

政から感染予防に関する情報が公開された以降、相談件数は減少しました。2023年度は、5月に新型コ

ロナウイルス感染症が5類感染症に移行しましたが、感染者数は2023年の8月から9月と2024年の2

月に 2 回のピークがありました。感染予防の化学製品に関連した件数は増加することなく、コロナ禍前

の2019年度以前の件数に2021年度から戻り、2023年度もその状況を維持しています。 

 表-1 2023 年度 相談受付状況（総実働日数 244 日） 

 
事故クレーム 

関連相談 

品質クレーム 

関連相談 

クレーム関連 

意見･報告等 
一般相談等 意見･報告等 合計 構成比 

消費者･ 

消費者団体 
31 8 21 92 0 152 68.7% 

消費生活Ｃ･ 

行政 
7 8 3 28 0 46 20.8% 

事業者･ 

事業者団体 
0 0 0 22 0 22 10.0% 

メディア･ 

その他 
0 0 0 1 0 1 0.5% 

合計 38 16 24 143 0 221  

構成比 17.2% 7.2% 10.9% 64.7% 0%  100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           グラフ-1 月別相談件数の推移（2019年度～2023年度） 
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相談者区分 

消費者･消費者団体 一般消費者、消費者団体 

事業者･事業者団体 
製造会社、商社、物流会社、販売店･小売店、協会･組合(財団法人･社団法人を含む)、 
個人営業者など専ら製造物を扱う法人･個人、農業･漁業従事者など 

消費生活 C･行政 
消費生活センター、国民生活センター、消費生活センターを管掌する自治体の消費者行政部門、 
経済産業省･農林水産省･厚生労働省･国土交通省･消費者庁などの消費者行政担当部門および関係機関 

メディア･その他 
マスコミ、雑誌、プレス(業界紙)、弁護士、コンサルタント、民間ＡＤＲ、検査機関、医療機関、 
保健所、水道局、消防局、教育機関、図書館、保険会社など直接製造物を取り扱わない法人･個人 

相談内容区分（改訂 平成15 年8 月） 

事故クレーム関連相談 製品の欠陥や誤使用などによって人的･物的な拡大被害が発生したもの 

品質クレーム関連相談 拡大被害を伴わない、製品そのものの品質や性能に対する苦情 

クレーム関連意見･報告等 事故の報告や品質の苦情に関する意見･要望など、当センターからコメントを出さないもの 

一般相談等 一般的な相談･問い合わせ等 

意見･報告等 一般的な意見･報告･情報の提供を受けたもの 
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（２） 相談者別の比較: 消費者側からの相談が全体の約9割 

相談者別構成比（グラフ-3）では、｢消費者･消費者団体｣からの相談が 68.8％（152 件）と最も多く、

次いで「消費生活Ｃ･行政」からの相談が20.8％（46件）となっています。「消費者・消費者団体」からの

相談には、各地域の消費生活センターに消費者が問い合わせ、その内容が化学製品やその製品に使用され

ている成分に関する専門的な相談の場合は、当センターを紹介して消費者への対応を移管された場合も含

まれています。これらを合わせた主に消費者側からの相談件数198件となり、全体の約9割（89.6％）を

占めています。残りの23件（10.4％）は、「事業者・事業者団体」等からの相談です。 

相談者別に2022年度と比較（グラフ-4）すると、「消費者･消費者団体」からの相談が前年比91.0％、「消

費生活Ｃ･行政」からの相談が前年比 100％、「事業者」からの相談が前年比 105％となりました。当セン

ターに対して、消費者からの問い合わせは多くなる傾向が続いており、身近なところで使われている化学

製品及び含まれるその成分について、より広く情報を公開していく必要があります。特に各地域の消費生

活センターにおいては、消費者からの化学に関する専門知識が必要な相談については、対応に苦慮する場

合もあり、当センターへ対応を移管される場合が多く、消費者からとして合計した相談件数は、90％とな

りました。製品に含まれる化学物質について、その成分の働きや安全性についてわかりやすく説明し、消

費者の不安が解消されるように努めています。 
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当センター開設(1995年)以来の相談件数の推移（グラフ-5）を見ると、開設当初は1,000件を超える相

談が寄せられていました。相談の多くは事業者・事業者団体からで内容は製造物責任法（ＰＬ法）に関連

した一般相談がほとんどでした。1995年のＰＬ法が施行された当初、事業者が製造者として責任と向き合

う体制づくり等に追われたことが窺われます。事業者からの相談は2002年頃には一段落し、その後も相談

件数は2011年頃までなだらかな減少をしました。これは、主にインターネットの普及により情報収集が容

易になり、トラブルや疑問点があっても事業者が自己解決できるようになったと推察されます。 

消費生活センターの設置数は、ＰＬ法が施行された 1995 年は 395 ヶ所でしたが、2023 年には約 1200

ヶ所となっています。これに伴い、「消費生活Ｃ･行政」からの相談の比率は2011年頃までは増加傾向にあ

りましたが、ここ数年は大きな変化ありません。一方、「消費者･消費者団体」からの比率は、2011年以降

は増加傾向です。これは、化学製品に関する問い合わせを当センターが対応することが消費生活センター

や行政機関に認知され、紹介された消費者が相談してくるケースが増えているためと考えられます。 

2019 年度第 4 四半期（2020 年 1 月）から日本国内の新型コロナウイルス感染症のまん延が始まりまし

た。2020年2月より、消費者及び消費生活センターから感染予防に関連した化学製品の正確な情報を得る

ための相談が増加しました。その後、2020年6月末に行政（厚生労働省。経済産業省、消費者庁3省庁合

同）から感染予防に関する情報が公開されると関連した相談は減少しました。2023 年度は、5月に新型コ

ロナウイルス感染症が5類感染症に移行しましたが、感染者数は2023年の8月から9月と2024年の2月

に2回のピークがありました。感染予防の化学製品に関連した件数は増加することなく、コロナ禍前の2019

年度以前の件数に2021年度から戻り、2023年度もその状況を維持しています。 

当センターに対する消費者からの相談は多くなる傾向が続いています。特に各地域の消費生活センター

から、対応を移管された場合も含め消費者からの相談は90％となりました。化学製品やその成分について、

その成分の働きや安全性についてわかりやすく説明し、消費者の不安が解消されるように努めています。 
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（３） 相談内容別の比較：「クレーム関連相談」の占める割合が大きく増加 

グラフ-6の相談内容別にみると「一般相談等」が143件（64.7％）ともっとも多く、次いで「事故ク

レーム関連等」38 件（17.2）％、「クレーム関連意見・報告等」24 件（10.9％）、「品質クレーム関連相

談等」16件（7.2％）となっています。グラフ-7から2022年度は、「一般相談等」178件（58.5％）、「事

故クレーム関連等」26 件（25.3％）、「品質クレーム関連等」17（12.8％）でしたので、「一般相談等」

の占める割合が80.3％と大きく減少する一方、「事故クレーム関連等」及び「品質クレーム関連等」の件

数は53件と2022年度の43件に対して、123％の増加となりました。また、「クレーム関連意見・報告

等」は24件と12件から2倍となる増加をしました。 

相談内容から、すでにスマホ等の携帯情報端末を使いこなすなど社会基盤の変革による情報リテラシ

ーが向上したことで、インターネットを通して、世の中に溢れている様々な情報に生活者がいつでも簡

単に接することができるようになっていることが伺えます。相談者はある程度事前に調べてから、当セ

ンターに相談されている内容が多くあります。自分の理解している内容で間違いがないか、確認するた

めに双方向で話のできる電話を選んで相談をしています。相談者の不安、確認したい内容を把握し、相

談者の背景や知識に合わせた製品や成分の化学的な説明を行うことが重要なポイントとなります。そし

て、科学的に未解明な現在の事実といわゆる風評情報を分けて、相談者へ伝えるように注意する必要を

強く感じました。 
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当センター開設以降のトレンド（グラフ-8）を見ると、一般相談が件数、構成比とも減少傾向にあり

ました。これは前述の通り、ＰＬ法施行当初、ＰＬ法に関連した「事業者・事業者団体」からの一般相

談が多く、それが数年で落ち着いてきたこと、インターネットの普及により自己解決しやすい環境が整

ったことによるものと考えられます。 

「事故クレーム関連相談」は構成比で見ると2013年をピークに増加傾向でしたが、件数は2000年を

ピークに緩やかな減少傾向となり、2010年度以降は「事故クレーム関連相談」と「品質クレーム関連相

談」を合算したクレーム関連相談の総件数で見るとほぼ100件程度で推移していました。2018年度は

109件、2019年度は120件と増加しました。2020年度は140件と更に大きく増加しましたが、これは

新型コロナウイルス感染症に関連したものが29件あり、それを除くと111件と“ほぼ100件程度”の範囲

内と見ることができます。2023年度の「事故クレーム関連相談」の件数は38件で2022年度26件より

146%となり増加しました。その中で身体被害29件、財産被害9件で2022年度の身体被害25件、財産

被害13件とほぼ同件数である一方で性能等の件数が2022年度の17件からは40件と大きく増加しまし

た。「一般相談等」においては、2022年度の178件より2023年度は143件と減少しました。2020年は

コロナ禍であるために特別ではありますが、2011年度以降の大きなトレンドとしては「一般相談等」が

件数、構成比ともに増加する傾向で、その傾向が2023年度は構成比が64.7％となり維持されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当センターへの一般の「消費者」からの相談は、消費生活センターなどから紹介されるか、インターネ

ットで電話番号を調べて電話をして相談することになります。ホームページにはこれまでの相談対応を冊

子にまとめた啓発資料も用意しているので消費者への啓発を促す必要もあります。消費者どの程度理解し、

確認したい相談内容が何かを丁寧に把握するために傾聴し、回答することがより必要とされています。 
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（４）  事故内容別の比較：相変わらず体調不良が最も多い 

2023 年度も極めて広範にわたる製品について、体調不良、皮膚障害等の被害を訴える相談が寄せられ、

表-2にまとめました。2023年度は総件数78件（2022年度55件：142％）と大きく増加をしました。 

事故内容別の件数では、身体被害は、29 件（2022 年度件数：25 件、前年度比：116％）で増加となり

ました。身体被害の件数は、総件数の 37.2％を占め、過去 3 年間の身体被害の割合としては、減少する傾

向です。内訳では体調不良21件、皮膚障害8件、眼0件となっており、2023年度の件数は、皮膚障害に

ついては同じ件数ですが、体調不良の件数が増加しています。死亡等の重篤な身体被害はありませんでし

た。また、財産被害については、9件（2022年度件数：13件、前年度比：69％）で減少となりました。 

 

表-2 事故内容別クレーム関連相談件数 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

身体被害 死亡 0 

82 

0 

53 

0 

25 

0 

29 

体調不良 61 42 17 21 

皮膚障害 17 9 8 8 

眼 3 2 0 0 

頭髪 0 0 0 0 

火傷 1 0 0 0 

腹痛 0 0 0 0 

開放創 0 0 0 0 

財産被害 家財 13 

21 

8 

13 

11 

13 

6 

9 

衣類 5 0 1 1 

身の回り品 2 0 1 2 

自動車 0 3 0 0 

動植物 1 2 0 0 

会社財産 0 0 0 0 

拡大被害なし（品質･性能） 37 31 17 40 

合 計 140 97 55 78 

 

 「体調不良」に関するクレーム内容の特徴として、様々な製品の持つのニオイによる体調不良の相

談があげられます。その中でも、家具、建材、繊維製品などに使用されている接着剤等の臭いにより

体調不良となった 9 件と、柔軟剤、洗剤など製品に賦香されたニオイにより体調不良となった 12 件

に大別されます。 

 また、「クレーム関連意見・報告」の件数が 2023 年度は 24 件ありました。2022 年度の件数は 12

件でしたが、2 倍と多く寄せられています。各地域の消費生活センターなどからの紹介を受けて、当

センターに対してニオイ関するご自身の考えや見解を伝え、広く社会に知らしてほしいとの切実な思

いから相談されています。 

これらの製品のニオイに関しては、商品群別のクレーム状況と合わせてまとめます。 
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（５） 商品群別の比較：「柔軟剤」のニオイについて多くの相談あり 

商品群別の商品群別のクレーム相談件数を表-３にまとめました。商品別のクレーム相談においては、

2023年度も身の回り様々な製品によるクレーム相談がありました。その中でも「柔軟剤」のニオイに

ついては、2022年度の5件から2023年度は17件と多くの相談がありました。 

表-３ 商品群別クレーム関連相談件数 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 順位 

抗菌剤・除菌剤 26 洗剤・洗浄剤 14 洗剤・洗浄剤 8 柔軟剤 17 1 

洗剤・洗浄剤 15 その他生活用品 13 家電製品 6 洗剤・洗浄剤 8 2 

その他生活用品 15 プラスチック製品 10 その他生活用品 5 建材 8  

柔軟剤 10 家電製品 8 柔軟剤 5 その他生活用品 7 4 

不明 7 化粧品 7 抗菌剤・除菌剤 4 繊維製品 6 5 

塗料 7 建材 7 芳香剤・消臭剤 4 芳香剤・消臭剤 5 6 

プラスチック製品 7 殺虫剤・防虫剤 6 建材 4 塗料 4  

農薬 6 柔軟剤 5 化粧品 4 化粧品 4 7 

家具 5 抗菌剤・除菌剤 4 家具 4 家具 4  

化粧品 4 芳香剤・消臭剤 4 入浴剤 2 家電製品 3 10 

漂白剤 4 不明 4 プラスチック製品 2 殺虫剤 3  

芳香剤・消臭剤 4 家具 4 塗料 2 プラスチック製品 2 12 

建材 3 塗料 4 繊維製品 2 抗菌剤 1  

殺虫剤 3 繊維製品 3 漂白剤 1 染毛剤 1 13 

接着剤・粘着剤 3 農薬 2 防虫剤 1 接着剤 1  

他２品 3 オートケミカル他 1 その他 1 防蟻剤 1  

140 件 97 件 55 件 78 件  

 
※ ｢事故クレーム関連相談｣、 ｢品質クレーム関連相談｣および｢クレーム関連意見･報告等｣をあわせた数字です。 
※ 個別に分類しにくい日常生活用品等を、｢その他生活用品｣に分類しています。 

「柔軟剤」に限らず様々な製品につけられたニオイの相談については、2022年度の15件から大きく

増加をして2023年度は32件となりました。その内訳は、柔軟剤は17件、家具は4件、繊維製品4件、

その他生活品、洗剤、建材、家電製品など7件となり、ニオイによる体調不良と香料成分に対する安

全性に関する指摘がありました。 

 

化学製品ＰＬ相談センターに寄せられた柔軟剤のニオイに関するの相談内容（例） 

・柔軟剤・合成洗剤の香りを規制してほしい 

< >  

・柔軟剤・合成洗剤の香りを規制してほしい 

< >  

・柔軟剤の香りを規制してほしい 

Ễ ễ
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 「柔軟剤」等の製品に賦香されたニオイについては、2012年度以降の12年間のクレーム関連相談の

件数をグラフ-9にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本国内の柔軟剤の大ま

かな変遷は右のようになり

ますが、当センターへの相談

件数も社会情勢の影響を受

け増加してきました。 

 「柔軟剤」等の製品に賦香

されたニオイについては、 

2021年9月に公開されたポス

ターを2023年7月に関係５省

庁（消費者庁、文部科学省、

厚生労働省、経済産業省、環

境省）が共同で、ポスターの

内容を変更して作成するなど啓発活動を強化しています。１）今後も関連する行政・メーカー・業界団

体を含め、社会全体での啓発が必要です。 

 

１）その香り困っている人もいます（ポスター）：消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/assets/consumer_safety_cms205_23

0711_01.pdf 

 

 

-9 ṕ Ṗ  

ṕ Ṗ 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/assets/consumer_safety_cms205_230711_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/assets/consumer_safety_cms205_230711_01.pdf
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（６） 相談処理状況:助言、説明で解決 

｢事故クレーム関連相談｣38 件、｢品質クレーム関連相談｣16 件の合計 54 件が、2022 年度に当センター

が対応したクレーム関連相談です。すべて助言･情報提供で解決･終了しており、相対交渉促進を行なった

相談はありませんでした。 

最終決着内容の把握に極力努めていますが、相談者が匿名を希望された場合、こちらから連絡すること

はできません。そのようなときは、当センターからの説明、助言(問題点整理)等で問題が解決しなかった

際には再度ご連絡いただくようお願いしていますが、ほとんどの場合その後ご連絡がないため、解決した

ものとしています。 

図-1 2023 年度クレーム関連相談の処理状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

クレーム関連相談(54 件)  

2022 年度発生分(54 件)  

2021 年度継続分(0 件)  
※ ｢クレーム関連意見･報告等｣を 

含まない数字です。 

相対交渉促進(0 件)  

助言･情報提供(54 件)  他機関紹介(0 件)  

解決･終了(54 件)  

解決･終了(0 件)  

あっせん申請 

(両当事者の合意)  

不調 

一方当事者に対する 
助言、情報提供等 

当事者間の相対交渉の場に当センターが
同席し、双方の主張を調整する(解決案は
示さない)。 

相談内容から、当センターで対応するよりも
適当と思われる場合は、他機関を紹介。 

一方または双方の主張を相手に伝え、当事
者間の相対交渉を促す。 

あっせん(0 件)  

解決(0 件)  

裁判等(0 件)  

不調 
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（７）一般相談の中で特徴のある相談について 

2023年度では一般相談の件数は143件と全件数にしめる割合は64.7％と全体の2/3を占めています。一

般相談の全件数の商品群別内訳をグラフ-10に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品のニオイに関する一般相談等の問合わせが10件、及び後述する（８）の有機フッ素化合物に関する

問合わせが9件ありました。製品のニオイに関する一般相談等の10件の中では、接着剤や素材自体の臭い

以外で製品に賦香した香りに関しては、5件の相談があり、その内容は下記の通りでした。 

・柔軟剤を使った衣類のニオイの取り方 

ớỗ

< >  

・柔軟剤の香りで体調不良になる事例について 

ớỗ

< >  

 その他の特徴のある相談としては（９）にプラスチック製品に関する相談 32 件、（１０）に漂白剤に関

する相談6件などがあります。個別の特徴のある相談は（１１）にて後述します 

 

（８） 一般相談等における有機フッ素化合物の安全性に関する問い合わせについて 

2022年度に各種メディアで報道された有機フッ素化合物の安全性に関する問い合わせについて、2

023年度も各メディアで地下水などから検出されたとの報道がされると有機フッ素化合物に対して関

心が高まり、身の回りの製品でフッ素を使用した製品（フッ素加工したフライパン）に関する安全性

や、有機フッ素化合物に関する漠然とした不安から当センターにも問い合せをされ、合計で9件の問

い合わせがありました。代表的な相談内容は下記の通りです。 

-10   
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・フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について（3月） 

ớốỌỞ

ớỗ

< >  

・ＰＦＡＳ、ＰＦＯＡの情報を見て心配（4月） 

ớốỌỞ

ớỗ < >  

・フッ素樹脂加工のフライパンの安全性についてて（6月） 

ễ ṆṆ

ớốỌỞ

ớỗ < >  

・フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について（11月） 

< Ỏ>  

・フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について（11月） 

ớốỚỞ ớốỚỌ

ớỗ < >  

・フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について（12月） 

ớốỚỞ ớốỚỌ

ớỗ ớỗ < >  

 

いただいた相談に対して、現在は下記の内容で回答しています。 

PFASṕPer- and Poly  Fluoro  Alkyl  SubstancesḲ / Ṗ

PFOAṕPer Fluoro  

Octanoic Acid Ḳ Ṗ 2019 4Ṍ5

ṕPOPsṖ

2021 4 16

PFOA
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PFAS とPFOA 又はその塩類を一緒にしているケースがありますが、PFOA 又はその塩類に関して

すでに POPs 条約による規制が行われています。１）PFAS については化合物が多数あり、それぞれに

ついて環境負荷、安全性等の評価が進められているのが現状です。２）環境省による現状の安全性に

関する最新のＱ＆Ａ３）などを参考にしながら、わかりやすい回答に努めています。今後も動向を

注意していく必要があります。 

１）POPs 条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）；経済産業省 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html 

２）PFAS に対する総合戦略検討専門家会議；環境省 

https://www.env.go.jp/water/pfas/pfospfoa.html 

３）PFOS、PFOA に関するＱ＆Ａ集（2023 年 7 月）：環境省 

https://www.env.go.jp/content/000150400.pdf 

 

（９） プラスチック製品等に関する相談の動向 

 2018～2023年度の6年間のプラスチック製品に関する相談内容別の件数をグラフ-11にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先の（８）有機フッ素化合物の安全性に関する問い合わせを含めて、プラスチック製品に関連した相談は

32 件で、「クレーム関連相談」は 2 件、「一般相談」は 30 件でした。クレーム関連相談には「電気ケトル

の樹脂臭が強い」「テント固定用のポリプロピレン製ペグの強度」がありました。有機フッ素化合物以外の

相談では、製品などの素材に使用されてプラスチックからの異臭に関する問い合わせが6件となりました。

次いで、プラスチックの強度や耐熱性などに関わる製品の耐久性に関する問い合わせが5件でした。 

プラスチック製品の電子レンジによる過加熱に関する相談はありませんでした。使用されていた食品ト

レイについては、電子レンジ使用で耐熱性に配慮された製品が増えていることが要因と思われます。 

2023年度はマイクロプラスチックや海洋プラスチックに関連した相談はありませんでした。 

 

 

-11  

https://www.env.go.jp/content/000150400.pdf
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グラフ-12に1995～2023年度のプラスチック製品関連の相談件数を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995年の当センターの開設後からの大きなトレンドで見るとこれまで環境ホルモン問題、ダイオキシン問

題などの社会情勢の影響と解決の動きに対応して、関連したプラスチックの相談件数も推移してきました。

最近ではさまざまなプラスチックの環境負荷に対する課題が、特定の化学物質に限らずに増加する傾向が

みられます。今後も動向に注意してまいります。 

 

（１０）漂白剤に関する相談について 

塩素系漂白剤と酸性成分等を混ぜるることで有毒なガスが発生することがあり、塩素系の漂白成分を含

む製品には「まぜるな危険」の表示をして、消費者への注意喚起が行われています。当センターでも市民

向けの啓発講座を依頼された場合は、その危険性を積極的に紹介しています。しかしながら、2023年度も

下記のような相談が6件寄せられました。 

・まぜるな危険について 

SNS

< >  

・酸性衣料用洗剤と塩素系漂白剤を一緒に使用したかもしれない 

ṆṆ

< >  

・エタノールの付いた布巾で薄めた塩素系漂白剤を使い嘔吐物の処置 

10

-12 ṕ1995Ṍ2023 Ṗ 



化学製品ＰＬ相談センター                          

２０２３年度活動報告書                 ２.  ２０２３年度の活動状況 

 

- 18 - 

 

 

< >  

・塩素系製品の保管について 

< >  

・塩素系漂白剤について 

< >  

塩素系の殺菌・漂白剤とアルコール消毒剤を併用した場合について 

ṆṆ

ṆṆ

< >  

 

 近年、除菌訴求をする衣料用洗剤が発売されました。従来の衣料用洗剤はアルカリ性の液性であり、お

しゃれ着洗い用衣料用洗剤は、中性の液性でした。除菌訴求をする衣料用洗剤には、液性が酸性の洗剤が

あります。消費者からは、塩素系漂白剤と酸性の衣料用洗剤を併用することについて不安を感じて相談を

される事例が2022年度1件に続き、2023年も1件ありました。今後も丁寧な消費者への情報発信が必要

です。 

 

（１１）その他の特徴のある相談について 

その他に2023年度では下記のように、過去に消費者庁、国民生活センターから消費者へ注意喚起が行わ

れた事案について消費者から相談が入ります。 

・置き型の浴室用防カビ消臭剤の成分について 

ṆṆ

< Ỏ>  1    Ṗ2022 :3  

・靴底の滑り性について 

ẆẆ

ṆṆ
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< Ỏ>  

・以前購入した灯油で暖房機器を使用して喉の痛み 

ớỗ < Ỏ>  

・風呂場で防水スプレーの廃棄をしたが心配 

1/5 2

< >  

 

これらの相談に対しての回答は、公開情報の内容を補足しながら相談者の疑問が解消できるように対応

を進めています。また、新しい機能を訴求して販売された商品については、消費者も疑問が多く、問い合

わせが多くなる傾向もあります。同様に公開情報をもとに回答をしています。 

「乾燥剤の成分」や「エアゾール缶の廃棄」のように、過去から問い合わせの多い事例については、啓

発冊子「気を付けよう 暮らしの事故 Ⅰ～Ⅳ」１）に改めて収録をすることで公開情報として役立てられ

るように努めています。 

 

１）啓発冊子「気を付けよう 暮らしの事故 Ⅰ～Ⅳ」；化学製品PL相談センター 

https://www2.nikkakyo.org/plcenter/column 

 

スマホ等の携帯情報端末を多くの生活者が使いこなすなど、社会基盤の変革による情報リテラシー

が向上したことにより、正しい情報に生活者がいつでも簡単に接することができるようになっていま

す。一方で、さまざま情報が溢れているので、正しい判断の一助となれるように今後も努めてまいり

ます。 

 

（１２） 活動の所感 

2023年度に当センターへ寄せられた相談件数は221件となり、前年度（2022年度）比で94.4％となり

ました。前々年度（2021年度）の相談件数241件に対して91.7％です。2020年1月以降の新型コロナウ

イルス感染症対策に使用されたエタノール、次亜塩素酸化合物などの化学製品に関連する問い合わせは、

2020年上期の259件及び下期の173件と増加をしました。2020年6月に関連省庁からの情報発信がされ

た以降となる 2021 年上期から、半期で約 100 件程度の件数で推移する状態が維持されています。感染症

対策としてさまざまな化学製品が使用されましたが、インターネット上に溢れている様々な情報に対して、

消費者は、その情報源が信頼できるかを判断し活用している様子が伺えます。インターネットを介した情

報ツールの使われ方は、コロナ禍を経て大きく変わったことが実感されます。 

2023年度の相談件数に占める「一般相談等」の件数は、2022年度178件から143件となり、前年比で

80％となりました。相談内容から、すでに相談者はインターネット等によってご自身である程度調べてか

ら、当センターに相談されている内容が多くあります。相談者が自分の理解している内容で間違いがない

かを確認するために双方向で話のできる電話を選んで相談をされています。相談者の不安、確認したい内

https://www2.nikkakyo.org/plcenter/column


化学製品ＰＬ相談センター                          

２０２３年度活動報告書                 ２.  ２０２３年度の活動状況 

 

- 20 - 

 

 

容を的確に把握し、相談者の背景や知識に合わせた製品や成分の化学的な説明を行うことが重要なポイン

トとなります。そして、「科学的に未解明な現在の事実」と、「いわゆる風評情報」を分けて、相談者へ伝

えるように注意する必要を強く感じました。 

製品に賦香されたニオイの相談については、2022年度の15件から大きく増加をして2023年度は32件

となりました。その内訳は、柔軟剤は17件、家具は4件、繊維製品4件、その他生活品、洗剤、建材、家

電製品など 7 件となり、ニオイによる体調不良と香料成分に対する安全性に関する指摘がありました。製

品に賦香されたニオイについては、2023年7月に関係５省庁（消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済

産業省、環境省）が共同で、改めてポスターの内容を変更して作成するなど啓発活動が実施されています。

今後も関連する行政・メーカー・業界団体を含め、社会全体での啓発が必要です。 

また、2022 年度に各種メディアで報道された有機フッ素化合物の安全性に関する問い合わせについて、

2023年度も各メディアで地下水などの汚染に関する報道がされると関心が高まり、身の回りの製品でフッ

素を使用した製品（フッ素加工したフライパン）に関する安全性や、有機フッ素化合物に関する漠然とし

た不安から当センターにも問い合せをされています。環境省による現状の安全性に関する最新のＱ＆Ａ

（2023年7月公開）などを参考にしながら、わかりやすい回答に努めています。 

消費者が製品を使用する際には、正しく使用するための情報や身体危害を防ぐ情報は、製品にとって基

本的な情報となります。製品に記載されている表示情報は、製品を正しく安全に使用するための大切な情

報です。製造業者等は、その情報の優先順位を考え表示に努めなければなりません。更に、製品表示を読

む消費者は、国内の年齢別人口構成では、2023 年 10 月に公開された 65 歳以上の高齢者の占める割合は

29.1％と過去最高を更新しています。製品を安全に提供するための表示の持つ意味を改めて理解する必要

があります。高齢者を含む消費者が化学製品を安全に使用するための啓発活動を行うなど、情報をよりわ

かりやすく提供する必要があります。 

当センターも、中立の立場の機関として、消費者からの相談内容から、何が必要な情報なのか何が不安

で相談しているのか、化学製品やその成分について消費者の持つ疑問な点を明らかにして情報公開を行っ

ています。これまで発信してきた内容を冊子にまとめて配布・配信する、また、対面やオンラインのそれ

ぞれの特長を活用した啓発講座を実施するなど、今後も消費者に有益な情報発信に努めていきたいと思い

ます。 
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◇ 資料集

３．１  ２０２３年度の受付相談の具体的内容

（１） ｢クレーム関連相談･意見･報告等｣ 

※ 相談の多い順に掲載しています。 
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（１） ｢クレーム関連相談･意見･報告等｣－97件－ 

1)  柔軟剤－17件 

1.  ＜香水や柔軟剤等のニオイのする製品について＞ 以前、香水を使用した後に全身の関節が酷く

痛くなった。その後は香水だけではなく、ニオイの強い柔軟剤を使用している人に近づくだけで

体調が悪くなり、膝の骨関節が変形することもあった。半年間、ニオイを避けると回復をしたの

で自分では化学物質過敏症と思っているが、医師には関係を否定され診断されていない。体質的

な問題であるということはわかっているが、香水や柔軟剤などのニオイのする製品で化学物質過

敏症になるのかを確認できるか電話をした。自分のように辛い思いをしている人がいることを記

録に残してほしい。また、無香料の製品も販売されているので、多くなってほしい。化学製品Ｐ

Ｌ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒当センターは医療機関ではないので、身体症状と製品との因果関係の有無を判断することはで

きかねます。いただいたご意見はアクティビティノート、および年度報告書等で公開し、誰も

が見られるようにするとともに、関連する団体、機関との情報の共有を図ってまいります。 

2.  ＜柔軟剤や洗剤のニオイについて＞ 近隣の洗濯物のニオイで体調が悪くなるので、使用されて

いる柔軟剤や洗剤のニオイに関して何とかしてほしい。化学物質過敏症で強いニオイは良くない

と思う。<消費者> 

⇒柔軟剤や洗剤などニオイのある製品については、使われている香料成分については安全性が確

認されている成分が使われています。これらの製品については、使用量を守ること、ニオイの

感じ方には人により違いがあるので周囲への配慮が必要なこと、これらを啓発する必要があり

ます。いただいたご意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報

告書等で公開するとともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

3.  ＜柔軟剤の香りを規制してほしい＞ 隣の家のガス衣類乾燥機から柔軟剤のニオイが流れ込んで

きて体調が悪くなる。隣人に状況を伝えても取り合ってくれないので、ガスの工務店に伝えて対

応を検討したところ排気口の向きを変えるなどした。それでも風向きによってニオイがすること

があり、体調不良になることがある。柔軟剤などのニオイについて規制してほしい。住まいのあ

る消費生活センターにも相談したところ、化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒柔軟剤などニオイのある製品については、人によってはニオイで体調不良を感じる場合があり

ます。ニオイのある製品については、使用量を守ること、ニオイの感じ方には人により違いが

あるので、周囲への配慮が必要なことを啓発することが必要で、消費者庁など関連省庁では、

柔軟剤などの香り付き製品の使い過ぎに注意し、周りの方に配慮した使用をするように啓発を
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行っています。 

4.  ＜柔軟剤の香りを規制してほしい＞ 使用していた柔軟剤のニオイが８年前に変わってから、体

調が悪くなった。他のメーカーの柔軟剤も同じで柔軟剤は使わなくなった。５年前からニオイの

あるものすべてで体調が悪くなり、病院で化学物質過敏症なので避けるようにといわれたので、

勤めを辞めて引っ越しをした。その後昨年４月にアパートに転居したが、周囲の人の衣類のニオ

イで体調が悪くなる。買い物にも行けない。国民生活センターに相談したところ、化学製品ＰＬ

相談センターにも伝えた方が良いと紹介された。<消費者> 

⇒柔軟剤などニオイのある製品については、人によってはニオイで体調不良を感じる場合があり

ます。ニオイのある製品については、使用量を守ること、ニオイの感じ方に違いがあるので、

周囲への配慮が必要なことを啓発することが必要で、消費者庁など関連省庁では、柔軟剤など

の香り付き製品の使い過ぎに注意し、周りの方に配慮した使用をするように啓発を行っていま

す。 

5.  ＜柔軟剤の香りを規制してほしい＞ 柔軟剤などニオイのある製品で家族全員、ペットまで体調

が悪くなる。そのため、無香料の製品を使用している。しかしながら、他人が柔軟剤を使ってい

るとニオイを嗅ぐことになり、○○製の柔軟剤を使っている人がペットに触ると洗ってもニオイ

が取れないで２、３日残っている。また、ドラッグストア、スーパーなどに行っても陳列されて

いる製品や柔軟剤などを使っている人のニオイで体調が悪くなる。更に、通院している病院や薬

局でも働いている人から柔軟剤などのニオイがしていて、使わないように伝えても取り合ってく

れない。柔軟剤などのニオイについて啓発するポスターがあるのも知っているので、もっと公共

の目立つところに掲示すべきだと思う。柔軟剤などのニオイを規制してほしいと住まいのある消

費生活センターに相談したところ、アドバイスがもらえるかもしれないとのことで化学製品ＰＬ

相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒柔軟剤などニオイのある製品については、人によってはニオイで体調不良を感じる場合があり

ます。ニオイのある製品については、使用量を守ること、ニオイの感じ方には人により違いが

あるので、周囲への配慮が必要なことを啓発することが必要で、消費者庁など関連省庁では、

柔軟剤などの香り付き製品の使い過ぎに注意し、周りの方に配慮した使用をするように啓発を

行っています。 

6.  ＜柔軟剤・合成洗剤の香りを規制してほしい＞ 近隣の洗濯物のニオイで体調が悪くなる。既に

化学物質過敏症と診断されている。他にも周囲でニオイのある製品を使っている人がいると体調

が悪くなるので、警察にも相談しており、製品へのニオイ成分の使用を規制してほしい。化学製

品ＰＬ相談センターは都道府県の消費センターから紹介された。<消費者> 
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⇒当センターは相談者からの要望を直接、メーカーなどへ働きかけることはしていません。いた

だいたご意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公

開するとともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

7.  ＜柔軟剤のニオイで体調不良＞ 家族の訪問介護をお願いしており、来訪してくれるヘルパーの

衣類から放つ柔軟剤のニオイで頭痛・吐き気・倦怠感などで体調不良となる。状況を伝え、ヘル

パーが来訪する前には柔軟剤を使用していないようであるが、衣類にはニオイが残り体調が悪く

なる。柔軟剤で体調が悪くなる人がいることを周知してほしい。化学製品ＰＬ相談センターは福

祉センターから紹介された。<消費者> 

⇒体調不良については医療機関に相談されることをお勧めします。柔軟剤や洗剤などニオイのあ

る製品は安全性が確認されている香料成分が使われています。これらの製品については、使用

量を守ること、ニオイの感じ方には人により違いがあるので周囲への配慮が必要なことを啓発

する必要があります。いただいたご意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノー

トおよび年度報告書等で公開するとともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいり

ます。 

8.  ＜柔軟剤を使用したウールセーターのニオイを取りたい＞ 娘が実家に戻り、フリーマーケット

で購入した柔軟剤を使用したウールセーターのニオイが強く、ニオイを取る方法を教えてほしい。

防虫剤も使っていてそのニオイも不快である。化学物質過敏症で柔軟剤の強いニオイは良くない

と思う。すでに相談は行政にしていて国民生活センターから紹介された<消費者> 

⇒一般に衣類についてたニオイなどは洗濯をすれば弱くなると思われますが、ニオイの感じ方に

は個人差がありますので徐々に弱くなるとしかお伝え出来ません。柔軟剤などニオイのある製

品については、使用量を守ること、ニオイの感じ方に違いがあるので、周囲への配慮が必要な

ことを啓発することが必要です。いただいたご意見は、誰もが見ることができるようアクティ

ビティノートおよび年度報告書等で公開するとともに、関連する団体、機関と情報の共有を図

ってまいります。 

9.  ＜柔軟剤・合成洗剤のニオイについて対応方法＞ 消費者から近隣の洗濯物のニオイで体調が悪

くなるなど使用されている柔軟剤のニオイに関して何とかしてほしいとの問合せがある。どのよ

うに対応しているのか。<消費生活Ｃ> 

⇒柔軟剤などニオイのある製品については、使われている香料成分については安全性が確認され

ている成分が使われています。これらの製品については、使用量を守ること、ニオイの感じ方

には人により違いがあるので周囲への配慮が必要なこと、これらを啓発する必要があります。

また、体調不良がある場合は、医療機関に相談されることをお伝えしてはいかがでしょうか。
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いただいたご意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等

で公開するとともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

10. ＜柔軟剤・合成洗剤のニオイについて対応方法＞ 消費者から近隣の洗濯物のニオイで体調が悪

くなるとの問合せがある。どのように対応しているのか。<消費生活Ｃ> 

⇒製品のニオイについては、使われている香料成分については安全性が確認されている成分が使

われていますが、人によってはニオイで体調不良を感じる場合があります。ニオイのある製品

については、使用量を守ること、ニオイの感じ方に違いがあるので、周囲への配慮が必要なこ

とを改めて説明しています。 

11. ＜柔軟剤の香りを規制してほしい＞ 近隣の洗濯物に使われている柔軟剤で体調が悪くなる。自

分では無香料の製品を使用しているが、外からニオイが漂ってくると体調が悪くなる。住まいの

ある消費生活センターに相談したところ、アドバイスがもらえるかもしれないとのことで化学製

品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒柔軟剤などニオイのある製品については、使用量を守ること、ニオイの感じ方には個人差があ

るので、周囲への配慮が必要なことを啓発することが必要です。いただいたご意見は、誰もが

見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開するとともに、関連す

る団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

12. ＜柔軟剤・合成洗剤の香りを規制してほしい＞ 近隣の洗濯物のニオイで体調が悪くなる。既に

化学物質過敏症と診断されている。水道水からも柔軟剤や合成洗剤のニオイがする気がする。地

球環境のためにも、規制をしてほしい。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。

<消費者> 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると

ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

13. ＜柔軟剤・合成洗剤の香りを規制してほしい＞ 柔軟剤や合成洗剤にニオイで体調が悪くなる。

既に化学物質過敏症と診断されている。自分では無香料の製品を使用しているが、外出すると香

料成分が漂っており、体調が悪くなる。このような製品を販売することは問題ではないか。製品

の香料について規制をしてほしい。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消

費者> 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると
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ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

14. ＜柔軟剤・合成洗剤の香りを規制してほしい＞ 他人が使用している、合成洗剤や柔軟剤のニオ

イで喉の痛みや頭痛、目がチカチカするなどの症状が出る。また、使用している人が部屋に入る

とニオイがついて困る。最近では、嫌な臭いをブロックする製品も販売されている。人の五感に

作用するような製品も問題である。メーカーに指導をしてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは

インターネットで知った。<消費者> 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると

ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

15. ＜柔軟剤・合成洗剤の香りを規制してほしい＞ 柔軟剤や合成洗剤のニオイがあらゆる空間に漂

っていて問題である。自分ではニオイのする製品は使用していないが、例えば、スーパーで陳列

されている食品、宅配で送られてくるダンボール等にも柔軟剤や合成洗剤と思われるニオイがつ

いている。ニオイが着用している衣類につくと何回洗濯しても落とせない。マイクロカプセルを

使用して、ニオイをより落ち難くしていると思う。これは好き嫌いの問題ではない。販売するこ

とを規制すべきではないか。<消費者> 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると

ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

16. ＜柔軟剤・合成洗剤のニオイについて＞ 外出して、バスや電車に乗った際に、座席に付着して

いた洗剤や柔軟剤のニオイが自分の衣類についてなかなか落とせない。和服を着用している時に

は簡単に洗うことができず困っている。他人が使用した製品のため、自分では避けることができ

ない。化学製品ＰＬセンターで公開されている事例をみて、対応が難しいことは理解している。

このような相談があったことを記録に残してほしい。化学製品ＰＬ相談センターはインターネッ

トで知った。<消費者> 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると

ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

17. ＜柔軟剤の香りを規制してほしい＞ 集合住宅に住んでおり、近隣の洗濯物に使われている柔軟

剤で体調が悪くなる。住まいのある消費生活センターに相談したところ、アドバイスがもらえる

かもしれないとのことで化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 
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⇒柔軟剤などニオイのある製品については、人によってはニオイで体調不良を感じる場合があり

ます。ニオイのある製品については、使用量を守ること、ニオイの感じ方には人により違いが

あるので、周囲への配慮が必要なことを啓発することが必要で、消費者庁など関連省庁では、

柔軟剤などの香り付き製品の使い過ぎに注意し、周りの方に配慮した使用をするように啓発を

行っています。 

2)  洗剤・洗浄剤－8件 

1.  ＜アイロン用シワ取り剤を使用して衣類がシミになった＞ 〇〇のアイロン用シワ取り剤△△を

愛用している。今回、登山等で着用するポリエステル１００％のトレイルシャツ□□に使用して

アイロンをしたところ、使用した部分がシミになった。シミはアイロンをした直後にはわからず、

次の洗濯時に気が付いた。△△が原因とは思わずに再度使用したところ、１回目と同じく、△△

を使用した部分がシミになっている。〇〇にメールで画像と詳細を伝えたところ、「シミは使用

した部分の一部なのか、使用した部分全体なのか。回復のため水洗いを試してください」とのメ

ール返信があり、使用した部分が全てシミになったことと、何度も水洗いして落ちないことを再

送信して回答を待っている。画像を送ったのに、水洗いをするようにとだけの対応に不満である。

シミになった衣類の実物を確認すべきではないか。該当品を送ることはできるが、トレイルシャ

ツ□□の新品と交換してほしい。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。

<消費者> 

⇒アイロン用シワ取り剤△△の製品表示を確認すると水溶性ポリマーとの記載がありますので、

製品によりシミになったのであれば、まずは水洗いを試すことを○○から提案されたと考えら

れます。水洗いで落ちないことを伝え、回答待ちとのことですので、使用した製品と実物を確

認してほしいとの希望を伝えてはいかがでしょうか。製品が原因であるか不明ですので、今の

段階で新品との交換は難しいと思われます。 

2.  ＜トイレタンク専用洗剤を使用中に泡があふれて床材が損傷＞ 「〇〇社のトイレタンク専用洗

剤を使用していたところ、泡があふれて床材が剥がれ損傷を受けたため、張り替えが必要である。

損害賠償請求したい。〇〇社に連絡したところ、製品の不具合により泡があふれた事例はある。

手元品を確認するため、新しい製品と交換すると言われているが製品を渡してもよいものか」と

の相談を受けている。この件は、製造物責任法を適用して損害賠償請求できるか。また、製品を

製造者に渡さずに画像を送り確認してもらえるものか。<消費生活Ｃ> 

⇒製造物責任法に基づいて損害賠償を請求する場合は、①被害が発生したこと、②製造物に欠陥

が存在していたこと、③被害が製造物の欠陥により生じたこと、以上３点を被害者自身が立証

する必要があります。一方で、製造業者は事故クレームを受けた時に、該当製品を調査するた
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め預かることは必要となります。製造者に対する不安があるようであれば、預り証などの発行

を求めてはいかがでしょうか。製造者による調査の結果、製品に欠陥があったと確認された場

合は損害賠償請求できると思われます。 

3.  ＜トイレ用洗浄剤で便器表面に傷＞○○製のトイレ洗浄剤を使用して△△製の便器の表面に傷

ができた。ホームページの記載内容に従いトイレ洗浄剤の使用前に○○の使用方法を確認し、△

△製の便器には使用できることは現在もホームページに記載されている。○○からはこれまで傷

がついたとの報告はないといわれた。便器のメーカー△△に確認したところ○○製のトイレ洗浄

剤は、含まれる成分の影響があるので使用はできない。便器の傷は修復できないので、便器は入

れ替えになるといわれた。住まいは賃貸物件で、昨年に新築で入居しており、管理会社には便器

の傷は連絡をしている。退去時には費用がかかることになるのが心配で、これまでの経緯を消費

生活センターに相談したところ、成分などについてはわからないので、化学製品ＰＬ相談センタ

ーを紹介された。<消費者> 

⇒○○のトイレ洗浄剤について公開されている成分情報の内容だけでは、化学物質を特定するこ

とはできず、△△の樹脂製の便器にどのような影響を与えるのかを判断できません。○○のホ

ームページに記載されている使用可能とする見解と根拠を書面で入手されてはいかがでしょ

うか。既に消費生活センターにも相談をされているので、使用の経緯とメーカーの見解などを

再度お伝えしてはいかがでしょうか。 

4.  ＜トイレの排水管洗浄剤が保管中に液漏れして洗面台が損傷＞「１年前に購入した業務用のトイ

レの排水管洗浄剤を使用後に洗面台の棚に保管していたところ、容器から液が漏れて洗面台の棚

が損傷した。製品は強いアルカリ性で中味は捨ててしまった。容器は手元にあるが見た目では異

常はなさそうで原因はわからない。メーカーに伝えたところ２万円は支払うと言われている。住

まいは賃貸マンションであり、洗面台の修繕が２万円で足りるかどうかはわからずどうすればよ

いか」との相談を消費者から受けている。どう対応すればよいか。<消費生活Ｃ> 

⇒賃貸マンションで発生した案件なので、洗面台の修繕をするにはオーナーに連絡してから判断

を仰ぐことが必要です。手元にある製品容器に不具合があるかどうかについて製品のメーカー

に調査を依頼し、調査結果によってはメーカー、賃貸マンションのオーナー、相談者の間で必

要な修繕費の交渉をされるように提案されてはいかがでしょうか。 

5.  ＜台所用の排水口ヌメリ取り剤でプラスチック損傷＞ 台所の排水口に置くだけでヌメリを取る

錠剤タイプの製品〇〇を使用した。使用後、排水口を掃除したところ、排水口の下にあるプラス

チック部分が損傷していた。〇〇の製品表示には非塩素系で中性とあるが、製品の使用による排

水口の損傷で、製品に瑕疵があると考えている。〇〇の販売元である△△には伝えているが、信
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頼できる機関で製品を調べてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介さ

れた。<消費者> 

⇒当センターは、製品の分析や調査は行っておりません。また、個別の製品の成分や安全性に

ついての詳細情報も持ち合わせておりません。製品に関する調査については、独立行政法人 

製品評価技術基盤機構(ＮＩＴＥ)の｢原因究明機関ネットワーク｣ 

(https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html)、及び独立行政法人 国民生活

センターのウェブサイト(http://www.kokusen.go.jp/test_list/)に、商品テストを実施する

機関のリストが掲載されています。それらを参考にご自分で製品調査の依頼を検討されては

いかがでしょうか。 

6.  ＜食器用のせっけんで陶器の表面がドロドロになった＞ 「１００円ショップで購入した陶器の

小鉢を〇〇社の食器用せっけんで洗ったところ、表面がドロドロになった。小鉢の販売店を通し

て、メーカーに問い合わせたが原因はわからないと回答された。食器用せっけんの注意表示には

『漆器、アルマイトには使用しない』とあるのは確認した。〇〇社にも問い合わせたが同様にわ

からないとの回答であった。なぜドロドロになったのか知りたい」との相談を受けている。化学

製品ＰＬ相談センターで対応してもらえるか。<消費生活Ｃ> 

⇒小鉢が陶器製であること、○○社のホームページから食器用せっけんは弱アルカリ性の脂肪

酸カリウム系であることは記載されていますが、それ以上の個別の製品や成分についての詳

細情報は、当センターでは持ち合わせておりません。また、これまで食器がせっけんや洗剤

などで溶け出す同様の事例はありません。 

7.  ＜洗濯用液体石けんを使用して体調不良＞ 「洗濯用液体石けんを初めて使用したところ、喉の

痛みがあった。洗濯したタオルで体を拭いたところかゆみが出て受診した。メーカーには状況を

伝え、今後の対応について回答待ちである」との相談を消費者から受けている。メーカーに対し

て損害賠償請求も考えているようである。製造物責任法の観点から何か良いアドバイスを消費者

にできないか。<消費生活Ｃ> 

⇒製造物責任法は、製造物の欠陥(設計上、製造上、指示･警告上)によって生命、身体または財

産に係る被害が生じた場合において、製造業者等の損害賠償責任について定めた民事上の法

律です。この法律に基づいてメーカーからの損害賠償を受けるには、消費者が、製造物に欠

陥が存在していたこと、損害が発生したこと、損害が製造物の欠陥により生じたことの事実

を明らかにすることが原則となります。まずは、メーカーからの回答を待つように伝えては

いかがでしょうか。 

8.  ＜洗剤のニオイで体調不良＞ 最近、使用している洗剤のニオイで鼻や喉に痛みや乾燥などの体
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調不良を感じるようになった。洗剤を使うのはやめたが、ニオイで体調が悪くなることがあるの

か。他のニオイのある製品でも体調不良を感じるようになるのだろうか。化学製品ＰＬ相談セン

ターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒製品のニオイについては、使われている香料成分については安全性が確認されている成分が

使われていますが、人によってはニオイで体調不良を感じる場合があります。体調不良の原

因については、医療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

3)  建材－8件 

1.  ＜フローリングの張り替えによる体調不良＞２週間前に賃貸マンションに転居した。入居直前に

フローリングを張り替えたので室内に化学的な臭いがして、喉が腫れ、吐気や頭痛などの症状が

ある。受診した医師から喉に炎症があり、シックハウス症候群の可能性があると言われている。

今回のフローリングの張り替えについては、入居前の物件見学時に行うことを説明されていたが、

施工が遅れ張り替え工事が終わった当日に入居した経緯がある。現在の物件の周辺環境や間取り

は気に入っており、別の物件に転居することは費用もかかるため、希望はこのまま住むことであ

るが、２週間経っても臭いが軽減されない。物件の仲介業者には状況を伝えているがどうしたら

よいか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒シックハウス症候群とは、室内の建材等から発生する化学物質などによる室内の空気汚染が原

因で、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹などの症状を示す様々な健

康障害の総称です。厚生労働省の「健康な日常生活を送るために シックハウス症候群の予防

と対策（https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000879983.pdf）」には、『リフォームを

行った部屋に移住するまで期間をおき、十分な換気と通風を行ないましょう』とあります。物

件の仲介業者に、現在の症状を示す原因の可能性があることと住み続けたいとの希望を伝え、

施工の遅れと室内の環境の改善について具体的な解決策を話し合われてはいかがでしょうか。 

2.  ＜新築住宅の臭いによる体調不良＞「新築住宅に転居する予定だが、事前に見に行ったところ室

内に化学的な臭いがして、自分だけ咳き込みと頭痛などの症状がある。ホルムアルデヒドによる

シックハウス症候群の可能性があると思い施工会社に相談したが、建築基準は満足していると言

われている」との消費者相談を受けている。シックハウス症候群について教えてほしい。<消費

生活Ｃ> 

⇒シックハウス症候群とは、室内の建材等から発生するホルムアルデヒド等の化学物質による室

内の空気汚染が原因で、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹などの症

状を示す様々な健康障害の総称です。ホルムアルデヒド等のシックハウス対策として国土交通

省の「快適で健康的な住宅で暮らすために 
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（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/sickhouse_2.pdf）」に化学

物質の室内濃度の指針値も示されています。現在、症状があるとのことですので、医療機関に

相談し、体調不良の原因を検討されるように勧められてはいかがでしょうか。 

3.  ＜４年前の畳替え以降に体調不良＞ アレルギー体質で喘息があり、通院している。４年前に畳

替えをしてから、その部屋に入ると目のかゆみ、喉の痛み、咳や痰が出るようになった。部屋で

は特に臭いを感じず、充分に換気してマスクも装着しているのに、部屋に入ってしばらくすると

症状が出る。最近、症状が強く出るようになり、かかりつけ医に症状を伝え、薬を処方されてい

る。畳の下に敷く防虫シートで同様の症状が出るとのインターネット情報があった。防虫シート

が使用されているかわからないが、原因になることはあるか。使用されていた場合に防虫シート

を替えれば体調はよくなるか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。

<消費者> 

⇒当センターの過去事例では、因果関係は特定できていませんが、畳の防虫シートで体調不良と

の事例はあります。相談内容から当時の業者に防虫シート使用の有無と、使用している場合は

製品の特定を確認されてはいかがでしょうか。その後、製品との因果関係を含め、通院されて

いる医療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

4.  ＜新築住宅で体調不良＞ 住宅を新築したが、家の中に入るとせき込むなどのシックハウスの症

状が出て入居することができない状況である。ハウスメーカーがホルムアルデヒド、キシレン、

トルエンの３物質について濃度を測定したが、どれも基準値以下で問題ないと言われ、具体的な

対応はしてもらえない。臭いは溶剤ではなく別の種類の臭いで換気では解決しない。臭いの原因

である成分は特定できていないが、床や壁の張り替えなどをして解決するための費用を請求した

い。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒体調不良とその原因については、医療機関に相談されることをおすすめします。また、住まい

るダイヤル（国土交通大臣指定の住まいの相談窓口 (chord.or.jp)）のウェブサイトに「新築

住宅でシックハウス被害。室内空気測定値は指針値以下だった。今後の対応は」の事例が紹介

されています。こちらを参考にしながら、医療機関へ相談し、体調不良の原因を特定されては

いかがでしょうか。 

5.  ＜マンションの大規模修繕工事と自宅の漏水工事で体調不良＞ 昨年より、自宅マンションの漏

水事故による修繕と引き続き大規模修繕工事が行われ、４カ月前に終了した。同時期に新型コロ

ナウイルス感染症にもなった。１カ月半前から頭痛、めまい、全身のシビレ、呼吸困難などの症

状が出たため、内科を受診したところ、甲状腺の疾患である橋本病と診断されたが、治療するほ

どではないと言われ、心身症の治療を受けている。自分としては、家から離れると症状がよくな
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ることから、これまで修繕工事に使用された化学物質によるシックハウス症候群ではないかと思

っている。どのくらい経てば化学物質の放散は収まるものなのか。<消費者> 

⇒化学物質の放散が収まる期間の質問については、現在の体調不良の原因となる成分も特定され

ていない上に、温度・湿度・換気などの環境や個人の感じ方によっても異なりますのでお答え

できかねます。室内の換気を心掛けてください。既に、病院を受診されており、体調不良が続

くようであれば、これまでの状況を説明され、原因が化学物質である可能性についても医療機

関に確認されてはいかがでしょうか。 

6.  ＜フローリングの黒ずみ＞ 「２年前にリフォームしたフローリングの表面が黒ずんできた。メ

ーカーの〇〇社に連絡したところ、床材に含まれるタンニンと湿気が原因であるとの回答であっ

た。回答に納得がいかないので、確認したところ、タンニンと湿気に加え、床材に含まれるアル

カリ性の成分による変色と回答内容が変わった。〇〇社の対応として、アルカリ性の成分を含ま

ない床材に張り替えることになったが、信用できない。張り替える床材には本当にアルカリ性の

成分は使用されていないのか」との相談を受けている。アルカリ性の成分を含まない床材はある

のか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは、個別の製品についての成分などの詳細情報は持ち合わせておりません。一般

にフローリングの床材が黒く変色する原因には、タンニン、湿気、アルカリ性の成分などが影

響すると言われています。今回、○○から消費者へは張り替えの提案をされていますので、黒

ずみの原因について、貴センターから○○に確認し、消費者の不信感を払しょくできるように

説明が必要なことを伝えてはいかがでしょうか。 

7.  ＜子ども部屋用カーペットでアレルギー様症状＞ 消費者から、「食物アレルギーを持つ子ども

のために購入した○○製の子ども部屋用の防ダニ加工カーペットを使用したところ、アレルギー

様症状が発症し、製品が原因だと思っている。使用できないので、○○に相談したところカーペ

ットは返品された。防ダニ加工の成分については、メーカーからは消費者には開示できないと言

われている」との問合せを受けている。メーカーへの対応について相談させてほしい。<消費生

活Ｃ> 

⇒カーペット製品に使用されている防ダニ加工の具体的な成分については、企業のノウハウに関

わる内容であり消費者に開示する必要はありません。製品の安全性についてはメーカーが責任

を持つ内容です。また、子どものアレルギー様症状については、製品との因果関係を含めて医

療機関に相談をされてはいかがでしょうか。 

8.  ＜遮音シートを使ったリフォーム後に体調がすぐれない＞ 遮音シートを使ったリフォーム後に、

そこから出てくる何らかの成分で、日常生活で体に触れる化学物質に反応するようになり、体調
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がすぐれない。化学物質過敏症ではないかと思う。遮音シートのメーカーに相談したが、メーカ

ーからは体調不良の原因と因果関係がわからないので対応できないといわれた。消費生活センタ

ーなどの他の機関にも相談したが同じ回答で、化学物質のことなので紹介された。<消費者> 

⇒体調不良については、何が原因であるか医療機関を相談されてはいかがでしょうか。個々の製

品に関する情報や体調不良と化学物質との因果関係について当センターには情報はありませ

ん。 

4)  その他生活用品－7件 

1.  ＜クマ撃退用のスプレーの製造物責任法適用について＞ ２０年前に購入したクマ撃退用スプレ

ーを保管していたが、２年半前にスプレーの安全レバーが簡単に外れ、書斎で噴射してしまった。

大事な書類や本が汚れ、換気をしても製品の臭いがとれない気がする。妻や清掃業者が臭いを確

認したところ、両者とも臭いは気にならないと言われた。自分は臭いのために体調が悪くなるの

で書斎に入れず困っている。製品の安全レバーが意図せずに簡単に外れてしまうのは問題がある

のではないか。製造物責任法を適用し、損害賠償請求できるか。化学製品ＰＬ相談センターは行

政の相談窓口から紹介された。<消費者> 

⇒製造物に起因する事故で、製造物責任（ＰＬ）法の対象となる案件の場合、①損害（被害）が

発生したこと、②製造物に何らかの欠陥があること、③損害（被害）が製造物の欠陥により生

じたこと以上の３点を被害者側が立証する必要があります。お伺いした話では、使用された製

品は既に廃棄しているので、使用された製品の欠陥の有無を確認することはできません。また、

ＰＬ法に基づく損害賠償請求権は、製造業者等が製造物を引き渡した時から１０年を経過する

と時効により消滅します。今回の案件は、購入が２０年前とのことですので、時効により賠償

責任を問うことは難しいと思われます。 

2.  ＜タイル目地補修材を使用して皮膚トラブル＞１００円ショップ〇〇でタイルの目地補修剤を

購入し、４日前に洗面所や台所の目地を補修した。補修作業中から顔や目が赤くなった。作業終

了後に皮膚科を受診し、アレルギーとの診断で点滴を受け症状は改善している。補修した部分は

既に乾いて硬化している。製品には臭いはなく何か成分が放散しているかどうかはわからないた

め、〇〇に問い合わせたところ「使用後に成分がどのくらい放散し続けるかはわからない。また、

使用した製品も廃棄されているため対応もできない。気になるようであれば業者に除去を依頼し

てはどうか」と提案された。業者に依頼するには費用もかかるため、どのくらい経てば成分の放

散が収まるのか教えてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。

<消費者> 

⇒当センターは、個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。製品の成分については、メ



化学製品ＰＬ相談センター                        ３．１ ２０２３年度受付相談の具体的内容 

２０２３年度活動報告書                          （１）「クレーム関連相談・意見・報告等」 

 

- 34 - 

 

ーカーが答えるべき内容です。製品のホームページを確認すると、成分としてアクリル樹脂が

含まれるとの記載があります。体質によりますが、アクリル樹脂は、含まれる成分によってア

レルギーを示すことがあります。お体の様子をみながら充分に換気を繰り返し、症状がでるよ

うであれば再度皮膚科に相談し、使用した補修材を除去することを検討されてはいかがでしょ

うか。 

3.  ＜カタログ通販で購入したバッグの臭いが酷い＞ ３年前にカタログ通販で同じ素材のスポーツ

バッグ、ポーチ、財布の３点を購入したが、臭いが酷い。使用しているのはポーチだけだが、今

も３点とも臭いは変わらない。メーカーに連絡したところ、「既に購入して３年経過しており、

何も対応はできない。臭いはおそらく使用している接着剤と考えられる」との回答であった。返

品や返金を希望していない。接着剤の臭いとは思えないので、臭い成分を調べてほしい。化学製

品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒当センターでは製品の調査・分析などは実施していません。メーカーの回答に納得されていな

いようですので、実際に購入した製品の臭いを確認できないかメーカーと交渉されてはいかが

でしょうか。 

4.  ＜模倣品の浄水カートリッジを使い心配＞ ２年前に浄水器のカートリッジをインターネット通

販サイト△△で購入し、使用していた。最近、模倣品が出回っていることを知り、使用している

製品のメーカーである〇〇社に連絡し、製品に記載されている商品番号を確認したところ、正規

品ではなく模倣品であるといわれた。心配なので模倣品を送り使用しても大丈夫か確認できない

かと伝えたが断られた。模倣品を使ったが大丈夫か確認できないか。化学製品ＰＬ相談センター

は消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒当センターでは調査・分析などは実施していません。模倣品の安全性については、当センター

ではわかりかねます。模倣品の使用は中止し、使い続けたことで現在体に異常があるのであれ

ば医療機関へご相談されてはいかがでしょうか。正規品を模倣した物品を販売することは違法

行為です。浄水カートリッジの模倣品の情報については、消費者庁が令和５年２月１日に「取

引デジタルプラットフォーム上で販売されている 浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚

起」 

（https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_230201_01.pdf）、また、浄

水器メーカー各社も自社のウェブサイトで情報を発信し、注意を呼び掛けています。模倣品の

調査が必要ならば、「独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ） 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html）」または、「独立行政法人国民

生活センター 

（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html）」のウェブサイトに掲載されている検査機
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関のリストを参考にご自身で検査費用を負担の上で依頼することになります。 

5.  ＜樹脂製サンダルが使用していたら縮んだ＞ 「３週間前に樹脂製のサンダルを購入し、ベラン

ダで使用していたところ縮んでしまった。製品の欠陥だと思いメーカーに相談したが、欠陥では

ないと回答された。欠陥の判断を消費生活センターでしてもらえるか」との相談を受けている。

サンダルの樹脂の種類は確認していない。化学製品ＰＬ相談センターで製品調査ができるか。<

消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは製品調査などは実施していません。本件はサンダルの品質に関する問題と考え

られます。メーカーに縮んだ原因について、書面などによる詳細な回答を求めることを消費者

に伝えられてはいかがでしょうか。 

6.  ＜製品の調査・分析をしてほしい＞ 「ジョイントマットを敷いた翌朝から頭痛がした。すぐに

撤去して換気をしたので、頭痛は治まったが、有害物質が放散されたためだと思う。どのような

物資なのか調べてほしい」との相談を消費者から受けている。化学製品ＰＬ相談センターで調

査・分析してもらえるか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは調査・分析などは実施していません。製品に関して、調査が必要な場合は、「独

立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ） 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html）」または、「独立行政法人国民

生活センター 

（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html）」のウェブサイトに掲載されている検査機

関のリストを参考に、消費者がご自身で相談をするようにご案内しています。 

7.  ＜セラミックコーティングの鍋に付着した黒い物を調べてほしい＞ 犬の白がゆを作るためのセ

ラミックコーティングをした鍋を使用している。今回、今まで使用していた鍋と同じ製品を購入

し、初めて使用したら、鍋の縁に黒いものが付着していた。鍋の素材の一部が変質したのではな

いかと思い、メーカーに連絡したところ、「セラミックコーティングの耐熱温度は６６０度のた

め、鍋の素材ではなく食材ではないか」と言われたが納得できない。黒い付着物は洗えば取れそ

うであるが、この鍋を使用することが心配であり、黒い付着物を調べてほしい。化学製品ＰＬ相

談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒当センターは、製品の分析や調査は行っておりません。また、個別の製品の詳細情報も持ち合

わせておりません。成分を調査する外部機関はありますが、当センターから特定の機関を紹介

することはしていません。製品を使用して起こったことですので、改めてメーカーに状況を伝

え、実際に現物を確認して回答が欲しいと伝えてはいかがでしょうか。 
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5)  繊維製品－6件 

1.  ＜製造物責任（ＰＬ）法について＞くもり止めの成分を含侵させたメガネ拭きのメーカーである。

消費者から、「メガネを包んで保管していたところ、フレームが溶けてしまった」との申し出を

受けている。製品の表示には使用後は必ず専用袋に入れて保管する旨の表示はしている。このよ

うなケースは製造物責任法でどのように考えればよいか。化学製品ＰＬ相談センターは以前にも

相談したことがある。<事業者> 

⇒ＰＬ法における欠陥は「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造者などが

当該製造物を引き渡した時期、その他の当該製造物にかかわる事情を考慮して、当該製造物が

通常有すべき安全性を欠いていること」とされており、ここでいう通常予見される使用形態の

中には、合理的に予見し得る誤使用も含まれるとされています。ＰＬ法には注意表示に関する

規定はありませんが、事故を回避するための表示として適正であったかどうかが問題で、最終

的には裁判による判断となります。消費者庁のウェブサイトの「製造物責任法については、製

造物責任法の概要Ｑ＆Ａ」 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html）に注意表示に

ついての記載もありますので参考にされてはいかがでしょうか。 

2.  ＜フランネルの布団カバーで体調不良＞ インターネット通販でフランネルの布団カバーを購入。

裏地起毛で毛玉防止加工が施されているためか、開封時に強い刺激臭を感じた。使用前に予洗い

をして室内に広げて干したところ、目がチカチカして鼻水が出るようになった。洗濯後の乾燥は、

外気が良くない環境なので、普段から部屋干しをしている。繰り返し８回洗ったところで、少し

症状は軽減したが全く無くなったわけではない。診断は受けていないがもともと化学物質に過敏

に反応する体質である。使用しても大丈夫か。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知

った。<消費者> 

⇒伺った内容からお体に不調をきたされている状況なので、当センターではご使用はお薦めでき

かねます。体調不良については、医療機関にご相談ください。既にご説明されたように布団カ

バーから放散される物質は減少していくものと思われます。外干しできないご事情があるよう

ですが、室内を充分に換気することをお勧めします。 

3.  ＜化学繊維の衣類が原因の皮膚かぶれかもしれない＞ 化学繊維の衣類が原因の皮膚かぶれかも

しれないと思う。衣類にはナイロン７０％、キュプラ２０％、ポリウレタン１０％と再生ポリエ

ステル１００％と表示されている。これらの繊維は皮膚かぶれを起こすのか。化学製品ＰＬ相談

センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒混紡の裏地と表地が組み合わされた衣類と思われ、使われている素材はいずれも一般的に広く
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使われている化学繊維の素材です。アレルギーの可能性のある皮膚かぶれが起きているとのこ

とですので、今回着用された衣類を持参し、医療機関にご相談されてはいかがでしょうか。 

4.  ＜購入した女性用下着の化学臭の成分について＞ インターネット販売で海外メーカー○○の女

性用下着を購入し、使用前に洗濯したところ、化学臭が強い。一緒に洗濯した他の衣類にも臭い

が移った。臭いは厚みのある部分からしていると思う。○○からは何度も購入しており、今まで

このようなことはなかった。輸入販売元に臭いの成分を問い合わせたが、「他の製品に臭いの申

し出もなく、成分もわからない」とのことであった。過去にも新しい化学繊維の衣類が臭うこと

あったが、徐々に弱くなり気にならなくなった。今回は臭いが弱くならず成分を特定したい。消

費生活センターに相談したところ、分析してくれる機関はあるが有料となると言われ、化学製品

ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒当センターは、製品の分析や調査は行っておりません。また、厚みのある部分から臭いがする

とのことですが、個別の製品の素材などに関する詳細情報も持ち合わせておりません。輸入販

売元に実際の臭いを確認するように交渉をされてはいかがでしょうか。 

5.  ＜寝袋からの異臭について＞ 〇〇製の寝袋で１年前に購入した製品を先日使用したところ、製

品から異臭がした。メーカーに相談したところ返送してほしいと言われ、製品の確認を行った。

先日、メーカーの回答を受け、特に臭いに問題はなく正常品といわれた。臭いがあると思うので

消費生活センターに相談したところ、使用している素材についてはわからないといわれ、化学製

品ＰＬ相談センターを紹介された。使われている繊維について教えてほしい。<消費者> 

⇒○○の製品については、寝袋の表面素材、中綿にはそれぞれポリエステル素材の繊維が使用さ

れています。ポリエスエル繊維については衣類を含め、さまざまな製品に使用をされている素

材です。製品の臭いについては、保管状態によっても変わります。また、臭いに関する感受性

は個人差が大きく、人によっては臭いを感じる場合もあります。○○製の寝袋は丸洗い可能と

のことですので、製品表示を確認し、洗濯をされた上で製品の臭いを確認されてはいかがでし

ょうか。 

6.  ＜ファイバーダウンのコートが臭う＞ ファイバーダウンのコートについて購入時には気になら

なかったが、化学繊維の臭いが気になり着用することができない。洗濯をしたが臭いがとれない

ため販売店に返品を申し出たが応じられないとのことなので、販売店経由でメーカーに連絡した。

メーカーからの回答は、「未使用品ではないため返品には応じられない」とのことであった。こ

のような臭いのする製品は返品に応じるべきではないのか。化学製品ＰＬ相談センターはインタ

ーネットで知った。<消費者> 

⇒新しい衣類では臭いがある場合がありますが、衣類の臭いについて基準はなく、製品の臭いを
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理由に返品に応じるかはメーカーの対応方針により異なります。一般的に新しい衣類の臭いは、

陰干しをして外気にあてる、水洗いが可能な製品について洗濯をするなどにより、徐々に弱く

なると思われます。メーカーに対し、購入された衣類の臭いの取り方やその臭いが他の同じ製

品と比べて同程度のものかどうかを確認できるか相談されてはいかがでしょうか。 

6)  芳香剤・消臭剤－5件 

1.  ＜スプレー型の除菌消臭剤で和服にシミ＞ 「スプレー型の除菌消臭剤を和服に使用したところ

シミになりメーカーに弁償を要求したが、注意表示をしているので対応できないと言われた」と

の相談を受けている。製品を確認すると注意表示はされている。また、実際の使用状況を確認す

ると、使用の際に直接多い量を吹きかけていたようだ。このような場合はどうなるか。<消費生

活Ｃ> 

⇒注意表示の記載に基づいた使用方法でない場合はメーカーに責任を問うことは難しいと思わ

れます。ただし、消費者へ注意喚起が十分であったかなどの観点で、類似の事例の有無によっ

ては表示の記載を検討する必要も考えられます。今回は、注意表示から逸脱した使用状況から

も対応できない事例であるかと思われます。 

2.  ＜海外製の芳香剤で体調不良になった＞ 海外製の芳香剤を使用し始めたところ、頭痛と吐き気

がひどく通院し、使用することができない。メーカーの販売代理店に伝えたところ対応できない

と言われた。芳香剤の安全性に問題があると思い、消費生活センターに相談をしている。製品の

安全性について化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒芳香剤にはさまざまな成分が使われており、体調不良の原因成分については当センターでは判

断できかねます。製品の安全性については、メーカーから回答する内容です。消費生活センタ

ーとも相談の上改めて安全性を確認されてはいかかでしょうか。 

3.  ＜清掃業者が使用した消臭スプレーで体調不良＞ ５日前に清掃業者にハウスクリーニングを依

頼し、最後に消臭スプレーを使用した。２日前から消臭スプレーを使用した部屋の臭いが酷く、

皮膚にかゆみや咳き込みなどの体調不良となっている。使用した消臭スプレーについて、清掃業

者に確認したところ、「柿渋エキスとミネラルイオンを使っているが、これまで臭いに関して相

談は受けたことはない」と言われた。皮膚科では、かゆみなどとの関係はわからないといわれ、

内科にもこれから相談しようと思う。消臭スプレーの成分の柿渋エキスなどでこれまで相談はな

いか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒柿渋エキスにはポリフェノール成分が含まれています。当センターには柿渋エキスとミネラル

イオンを含む消臭スプレーで体調不良に関連する相談はこれまでありません。体調不良につい
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ては医療機関に相談されることをお勧めします。 

4.  ＜消臭剤で皮膚障害＞ 「消臭剤〇〇を孫の近くで使用していたところ、孫がせき込んで、蕁麻

疹が出て母親が病院に連れて行った。消臭剤のメーカーに連絡したが、成分は教えられないと言

われた。消費者庁に問い合わせたが、消臭剤については、表示規制はなく、成分を開示する義務

はないと回答された。このようなことがあったことを情報提供したい」との連絡を受けた。この

ようなケースで企業は成分を教えてくれないものなのか。<消費生活Ｃ> 

⇒消臭剤は雑貨扱いとなり、製品の成分表示は義務付けられていません。また、消費者からの問

い合わせに対して成分名を開示する必要もありません。ご連絡いただいた内容については、当

センターとしても誰もが見ることができるようにアクティビティノートおよび年度報告書等

で公開するとともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

5.  ＜隣の家からのニオイを何とかしてほしい＞ ２年半前から隣の家のお香のようなニオイで頭痛

や鼻づまりの体調不良になるようになった。自治会や市、県に相談し、警察にも相談をしている。

また、複数の病院と診療科にも相談しているが、症状から化学物質過敏症の可能性があるとは言

われている。体調不良になるのは、自分だけではないと思う。何とかできないか。行政から化学

製品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒体調不良については医療機関にご相談ください。ニオイについては、当センターではいただい

たご意見を誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開す

るとともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

7)  塗料－4件 

1.  ＜賃貸住宅の外壁塗装後に体調不良＞ 賃貸住宅の外壁塗装後２カ月たっても体調不良が続いて

いる。塗装には油性ペイントが使用され、その臭いでせき込むなどのシックハウスの様な症状が

出ている状況である。施工業者に問い合わせたところ時間が経てば臭いはなくなると言われてい

る。色々なところに相談しているが、もともと化学物質には過敏な体質である。どうしたら良い

か。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒シックハウス症候群とは、ホルムアルデヒド等の化学物質による空気汚染が原因で、目がチカ

チカする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹などの症状を示す様々な健康障害の総称で

す。ホルムアルデヒド等のシックハウス対策として国土交通省の「快適で健康的な住宅で暮ら

すために 

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/sickhouse_2.pdf）」に化学

物質の室内濃度の指針値も示されています。現在体調不良があるとのことですので、医療機関
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に相談し、原因を確認されてはいかがでしょうか。 

2.  ＜購入した新築住宅に放置された塗料で体調不良＞ １０カ月前に新築住宅を購入し、入居後し

ばらくして玄関に補修用の塗料の缶が放置されていたことに気付いた。２カ月前に日が当たらな

いエアコンの室外機の横にプラスチックケースの中に入れて置いた。３週間前から頭痛、目の痛

み、鼻の刺激などの症状が出たため、プラスチックのケースを開けたところ、塗料の臭いがした。

エアコンの室外機から室内に塗料の成分が流れ込んだのではないかと思い、エアコンのメーカー

に問い合わせたところ、室外機から外気が室内に流れ込むことはないが、ドレンホースから流れ

込む可能性は否定できないと言われた。塗料に含まれる有機溶剤はエチルベンゼン、酢酸ブチル、

キシレンであった。塗料は既に廃棄しているが、エアコン内に塗料の成分が残るとしたらどのく

らいの期間滞留するか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒室内と室外の気圧差のため、エアコンのドレンホースから外気が室内に流れ込む場合がありま

す。お問い合わせの流れ込んだ外気に塗料の成分が含まれた可能性がありますが、それらの成

分がエアコンの内部にどのくらいの期間滞留するかについては当センターではわかりかねま

す。現在の体調不良とその原因については、医療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

3.  ＜隣家の外壁の改築で体調不良＞ 数か月前に隣の家で外壁を塗り替えるなどの改築が行われた。そ

の後、手に火ぶくれ、全身の震え、呼吸困難等の体調不良が生じるようになった。受診し点滴治療

をすると症状は一旦治まるが、繰り返している。体調不良の原因を特定するため、改築を行った外

壁を調べてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは市役所から紹介された。<消費者> 

⇒当センターでは、調査・分析などは実施しておりません。お伝えいただいた体調不良と改築を

行った外壁との因果関係についても当センターではわかりかねます。体調不良の原因について

は、通院されている医療機関医師に相談をされてはいかがでしょうか。 

4.  ＜マンションの大規模修繕工事で化学物質過敏症を発症＞ ６年前に自宅マンションの１回目の

大規模修繕工事が行われ、その時から体調が悪くなり始めた。昨年、２回目の工事が行われたが、

やはり体調不良となった。今は専門医に化学物質過敏症と診断され、化学物質を避けて生活する

ようにとのアドバイスを受けている。自身が発症した原因は、塗料に使用されている有害な成分

が原因であるのではないかと考えている。日本では、海外で禁止されている化学物質も使用され

ていると聞いているので、行政に働きかけて、有害な化学物質を規制してほしい。化学製品ＰＬ

相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒当センターは、相談者からの要望を直接行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると

ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 
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8)  化粧品－4件 

1.  ＜ベビー用全身洗浄剤で肌トラブル＞ ○○製の無添加表示のあるベビー用全身洗浄剤を乳児に

使用したところ肌が赤くなる肌トラブルになった。使用を中止して回復はしている。メーカー○

○のホームページには、同じ製品の使用者の良い声などがあげられているが、そのようなことは

ないと思う。消費生活センターに伝えているが、製品の成分についてはわからないので化学製品

ＰＬ相談センターを紹介された。どのような製品なのか。他に同じ内容の相談はないのか。<消

費者> 

⇒個別の製品や成分の安全性についての詳細情報は、当センターでは持ち合わせておりません。

メーカー○○のホームページにおいては、無添加については、「合成界面活性剤・防腐剤・保

存料・合成香料・着色料・シリコーンを添加していない」とされています。また、公開されて

いる製品の全成分表示から、洗浄剤の主成分は、高級脂肪酸のカリウム塩でアルカリ性の全身

洗浄剤です。使用上の注意にも「使用中や使用後に赤み、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激などの

異常や、直射日光が当たって同様の症状が現れたときには使用を中止し、専門医などに相談す

る」との記載もされています。同様の相談はこれまで当センターにはありません。製品や成分

の安全性については、メーカーの○○に確認をされてはいかがでしょうか。 

2.  ＜ヒト遺伝子組換オリゴペプチド成分の安全性について＞ 卵殻膜由来の成分を配合した医薬部

外品を使用していたが、肌にはよいが香りが気になったため、メーカーに電話で相談したところ、

同じく卵殻膜由来の成分を配合した無香料の化粧品を勧められ購入した。使用したところ、顔の

一部が腫れたため、表示成分を確認すると、医薬部外品でなくヒト遺伝子組換オリゴペプチドと

いう成分が配合されていた。この成分の安全性はどうなのか。<消費者> 

⇒当センターでは個別の製品について使用成分や製品の安全性に関する詳細情報は持ち合わせ

ておりません。製品の使用成分に関する安全性については、メーカーにお問い合わせください。 

3.  ＜愛用していた化粧品で皮膚トラブル＞ 愛用していた化粧水の新しいものを６日前から使い始

めたところ、顔全体が腫れてしまった。知り合いの皮膚科医の友人に相談したところ、原因の成

分がわからないと治せないだろうと言われた。今回、使用した製品は１年前に購入し、保管して

いたものである。メーカーに問い合わせたところ、「使用した製品は、以前使用していた製品か

ら製造元を変更しており、同様の申し出が多くあったため、現在は以前の製造元に戻している」

とのことであった。皮膚トラブルの原因となる成分については、調べていないようで教えてもら

えなかった。使用した製品を引き取り返金するとの申し出はあったが、返金よりも今の肌の状態

を治したい。変更した原因の成分を教えてもらうため消費生活センターから、問い合わせたとこ

ろ、製造元を変更した原因は「保湿力を高めるため」との回答で、説明の内容が違いメーカーは
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信用できない。多くの同様の被害の申し出があったならば、広く知らして製品回収をすべきでは

ないか。化学製品ＰＬ相談センターで原因成分について、また、公的機関として、回収対応につ

いて指示はできないか。化学製品ＰＬ相談センターは消費者庁から紹介された。<消費者> 

⇒当センターは民間の機関であり、製品の回収などの対応について事業者に指示できる立場には

ありません。また、個別の製品に使われている成分等の安全性などの詳細情報は持ち合わせて

おらず、皮膚トラブルの原因成分についてわかりかねます。皮膚トラブルについては、医療機

関を受診することをお勧めします。一般的に身体に使用する化粧品などの製品は、個人の体質

により合う、合わないがあり、製品に問題がなくても皮膚トラブルを生じることがあります。

ただし、製品に欠陥があると判断される可能性はあります。お伺いした内容は、月次報告「ア

クティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、また関係する業界

へ伝える等、情報の共有化を図ってまいります。 

4.  ＜手口拭き用ウェットシートがかび臭い＞ 消費者から手口拭き用ウェットシートについてカビ

臭いとの相談を受けている。消費者がメーカーに連絡したところ製品の交換対応をしたとのこと

であるが、消費者としてはメーカーに不信感を持っており、対応について相談させてほしい。<

消費生活Ｃ> 

⇒製品の臭いの原因についてはメーカーに確認をされてはいかがでしょうか。製品はノンアルコ

ールタイプとのことですが、品質を確保するために様々な成分が配合されていると思われます。

また、メーカーにて該当品を引き取り交換しているとのことですので、メーカーから今回の案

件の原因について、調査結果の書面での回答するよう要求されてはいかがでしょうか。メーカ

ーは不明ですが、類似案件があるか確認する必要もあると思います。 

9)  家具－4件 

1.  ＜注文した家具が到着後に体調不良＞ インターネットで本棚を注文し、届いて開封したところ、

臭いは感じなかったが目がかゆく、呼吸も苦しくなりしばらく横になっていた。受診し、アレル

ギーと診断されたが、家具との因果関係はわからないとのことであった。販売店に連絡し、返品

はできることになったが製造物責任（ＰＬ）法で汚染された部屋のクリーニング費用など請求で

きないか。<消費者> 

⇒製造物責任（ＰＬ）法の対象となる場合、①損害（被害）が発生したこと、②製造物に何らか

の欠陥があること、③損害（被害）が製造物の欠陥により生じたこと、以上の３点を被害者側

が立証する必要があります。アレルギーと診断された医師が、家具との因果関係はわからない

としているので因果関係を証明して費用を請求することは難しいと思われます。 
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2.  ＜設置した押し入れ用チェストで体調不良＞ 〇〇製の押し入れ用チェストを３日前に設置した

が、臭いが強く部屋に入ると喉の痛みやせき込むなどの症状が出る。チェストに入れたローブな

どを使用しても同じ症状となる。チェストのためだと思うが、どうしてこのような症状になるの

か。化学物質に関することなので、消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒体調不良の原因と治療については、医療機関に相談されることをおすすめします。○○製の押

し入れチェストは、金属枠、不織布のかご、仕切りに合板などが使われており、合板には接着

剤、塗料などに由来する臭いが残ることがあります。時間の経過とともに臭いは徐々に少なく

なりますが、臭いの感じ方には個人差があります。現在の状況を販売店〇〇にご相談されては

いかがでしょうか。 

3.  ＜購入した木製本棚の臭いが強い＞ 購入した木製本棚の臭いが強い。家族は臭いを感じないと

言うが、自分はその臭いを強く感じて吐き気がした。販売店に申し出て既に返品し、吐き気は感

じなくなったが、まだ、室内に本棚の成分が残り将来なんらかの影響が出るのではないか心配で

ある。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒新しい家具は、使われている合板・接着剤・塗料などに由来する臭いがすることがあります。

臭いは、時間の経過と共に徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまでの期間は、温

度・湿度・換気などの設置されている環境や、使用されている材料、さらに個人の臭いの感

じ方などにより異なります。購入された本棚は既に返品され吐き気もしなくなっているとの

ことですので、室内の本棚の成分について、過度に心配する必要はないでしょう。体調に何

らかの症状が出た際には、医療機関へ受診することをお勧めします。 

4.  ＜購入した椅子の臭いが強い＞購入した椅子の臭いが強い。その臭いがとても不快である。どう

したらよいか。製品の注意書きには接着剤から臭いがする場合があるとは書かれている。化学製

品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒椅子には、脚などの木材や座面の緩衝材など様々な素材が組み合わされて使用されており、素

材そのものや接着剤などから臭いが出る場合があります。臭いが気になる場合は、部屋の換気

を行うことで揮発性のある臭い成分については徐々に弱くなりますので、試されてはいかがで

しょうか。 

10)  家電製品－3件 

1.  ＜空気清浄機のホルムアルデヒドの訴求について＞ 消費者からの「○○製の空気清浄機をシッ

クハウスの対策で以前に購入した。その時はホルムアルデヒドにも効果があるとの記載があった

が、現在は記載がない。」との問い合わせあり、メーカーに確認をしたところ、「外部機関にて０．
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０１４６μｍの微粒子まで除去できることは確認して公開しているが、ホルムアルデヒドの確認

はしていない」と回答された。消費者への回答について相談したい。<消費生活Ｃ> 

⇒シックハウス症候群の原因はさまざまで、建材や家具などから揮散するホルムアルデヒド、ト

ルエンやキシレンなどの有機溶剤、 生活空間において生じる窒素酸化物などの燃焼排ガス成

分、衣類やじゅうたんなどに含まれる芳香剤や難燃性可塑剤、殺虫剤をはじめ、ダニ・カビが

原因となると考えられています。○○製の空気清浄機は、ホルムアルデヒドについては未確認

ですが、微粒子を取り除くことは確認されておりシックハウス症候群の一部の原因への対策と

なることを伝えてはいかがでしょか。 

2.  ＜スマートフォンの充電ケーブルが発火し床損傷＞ １カ月前に購入したスマートフォンの充電

ケーブル（ＵＳＢタイプ－Ｃ）をＵＳＢ端子に挿したままにしていたところ、充電はしていなか

ったが、ケーブルのスマートフォンに差し込む端子部分が発火して床が焦げてしまった。床の修

理代を請求したい。製造物責任（ＰＬ）法で損害賠償請求できるか。そのためには、どうすれば

よいか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒ＰＬ法は、製造物の欠陥(設計上、製造上、指示･警告上)によって生命、身体または財産に係

る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任について定めた民事上の法律です。こ

の法律に基づいてメーカーからの損害賠償を受けるには、消費者が、製造物に欠陥が存在して

いたこと、損害が発生したこと、損害が製造物の欠陥により生じたことの事実を明らかにする

ことが原則となります。今回の案件は製品の発火から床が焦げる事故が発生していますので、

消防署にこの事故について火災認定をされることをお勧めします。火災認定された製品事故を

伝えられたメーカーは消費者庁に消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告義務が

発生します。製品事故の原因調査については、基本的にはメーカーが行いますが、消費生活セ

ンター経由で国民生活センター、または独立行政法人製品評価技術基盤機構等に原因調査を依

頼する場合がありますので、今回の案件について消費生活センターに相談されてはいかがでし

ょうか。 

3.  ＜空気清浄機の設置作業時に体調不良＞ 〇〇社の空気清浄機を購入。使用開始前の脱臭フィル

ターを機器にセットする作業時にへんな臭いがして、咳込むなど体調不良となった。もともと化

学物質に過敏な体質であるが、生活に支障をきたすほどではなく、病院には行ったことはない。

〇〇社に「同様の事例はあるか、また、脱臭フィルターから臭いがする成分はないか」問い合わ

せたところ、「同様の事例はなく、脱臭フィルターの成分については社外秘もあり全て答えるこ

とはできない。咳込みなどの体調不良となった臭いの成分が特定されれば、それが含まれている

か回答できる」とのことであった。結局、複数回のやりとりの末、返品することになり既に返送

済である。今回は返品対応となったが、今後のために臭い成分を調べる機関を教えてほしい。化
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学製品ＰＬ相談センターは他業界のＰＬ相談センターから紹介された。<消費者> 

⇒当センターから特定の分析機関を相談者に直接紹介することはしておりません。独立行政法

人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）のウェブサイトに「原因究明機関ネットワーク総覧」

として、全国の分析機関のリストが掲載されています。 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html） 

こちらを参考にされてはいかがでしょうか。臭い成分の分析機関はありますが、咳込むなどの

体調不良の原因となる成分が特定されていない状況で臭い成分を調査、分析するのは極めて

困難と思われます。 

11)  殺虫剤－3件 

1.  ＜殺虫剤の臭いがとれない＞ １カ月前に○○製のスプレータイプの蜂用殺虫剤を玄関の外から

家の中に向けて噴射した。その後、殺虫剤の臭いがとれないため水拭きをしたところ、さらに臭

いが強くなった気がした。○○に問い合わせたところ、付着したところは中性洗剤で水拭きをし

て換気をするように言われたため、玄関のドアを業者に洗浄してもらい、換気をしているが変わ

らない気がする。他に臭いの取り方はあるか。また、家の中に浮遊している臭いを調べる機関を

教えてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介してもらった。<消費者> 

⇒当センターでは個別の製品についての成分などの詳細情報は持ち合わせておりません。○○の

アドバイスに従い、玄関ドア以外の室内で付着した可能性のあるところを水拭きし、換気を繰

り返して様子をみられてはいかがでしょうか。また、家の中に浮遊している臭いを調べる機関

については、当センターから紹介することはしておりません。 

2.  ＜殺虫剤を使用後に体調不良＞ ３年前にテレビショッピングで購入したスプレータイプの殺虫

剤を２カ月前にカーテンに向けて２度使用した。１度目は、足元に刺激を感じただけであったが、

数日後に２度目に使用した後からは、眼や体に痛みが出てきた。眼科を受診したが異常はないと

の診断であった。体の痛みは市販の痛み止めを飲んでいる。成分はピレスロイド系と書かれてい

る。メーカーに連絡したところ、病院に行くように勧められただけで、対応には不満がある。製

品に臭いはないが、まだ、家の中の殺虫剤の成分が残留している感じがするので自分の判断で１

０万円分くらいになる家具や衣類を廃棄した。製品のメーカーに損害賠償請求をしたい。市役所

に相談したところ、市の無料弁護士相談と化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒製造物に起因する事故で、製造物責任（ＰＬ）法の対象となる案件の場合、①損害（被害）が

発生したこと、②製造物に何らかの欠陥があること、③損害（被害）が製造物の欠陥により生

じたこと、以上の３点を被害者側が立証する必要があります。今回は製品の使用後に体調に異

常を感じられていますので、受診を勧めるメーカーの対応は原因を明らかにするために行われ
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たと思われます。市役所の紹介により、今後、弁護士相談も予定されているとのことですので、

これまでの製品の使用状況、体調不良と製品の関係についての医療機関の見解などを整理し、

相談内容を明確にされてはいかがでしょうか。 

3.  ＜殺虫剤の安全性について＞ 室内で殺虫剤を使用して２カ月が経過しても皮膚の痛みや咳き込

みがする。殺虫剤のメーカーに相談したが「製品には問題はない」と言われた。原因は殺虫剤だ

と思い、医療機関に相談しているが「殺虫剤が原因とは判断できない」と言われている。市役所

にも相談しているが、成分の安全性に関してはわからないとのことで化学製品ＰＬ相談センター

を紹介された。<消費者> 

⇒現在の症状については医療機関に相談されることをお勧めします。製品の安全性についてはメ

ーカーが責任を持つ事柄であり、正しい使い方、注意事項を守れば安全性は確保されています。

ただし、人によってはアレルギーなどを示す場合があり、体調不良となる場合も考えられます。 

12)   プラスチック製品－2件 

1.  ＜電気ケトルの樹脂臭が強い＞ 購入した電気ケトルの樹脂臭が強く使用できない。取扱説明書

とは別に、樹脂特有の臭いがする場合の重曹を使用した臭いの取り方の説明書が入っていた。今

まで使用していた電気ケトルと同一機種の色違いの製品では臭いはしなかった。販売店に交換を

申し出るつもりであるが、樹脂臭がすることは製品に問題があると言えるか。<消費者> 

⇒新しい電気ケトルからは、使い初めは樹脂特有の臭いがすることがあります。添付されている

補足の説明書の内容を試されて、それでも臭いが気になる場合は販売店に相談されてはいかが

でしょうか。複数の電気ケトルのメーカーの取扱説明書やホームページにおいても、樹脂特有

の臭いがある場合は重曹やクエン酸を使用した臭いの軽減方法が勧められています。新しい電

気ケトルでは、製品ごとのばらつきや人による感じ方の違いなどによって臭いを感じることは

考えられます。 

2.  ＜ポリプロピレンの強度について＞ 「ホームセンターで購入した防草シートを固定するポリプ

ロピレン製のピンの強度が以前の製品に比べ強度が弱くなっているようで、破損する」との相談

を受けている。ポリプロピレン樹脂の強度はどうなのか。幅があるものなのか。<消費生活Ｃ> 

⇒ポリプロプレン樹脂の強度は、耐熱性、耐薬品性、対候性など様々な要因で変わり、樹脂の材

質に関する強度、また、その幅について回答ができません。今回の固定ピンを使用して、以前

と比較して強度に違いがあるとのことですので、固定ピンの品質に問題がないのかをメーカー

に確認をするよう伝えてはいかがでしょうか。 

13)  抗菌剤－1件 
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1.  ＜エタノール除菌剤でフローリングが白化＞ 成分がエタノールの除菌剤が大量に床にこぼれた

ようで、フローリングが広範囲に白くなっていることに数日前に気が付いた。いつこぼれたかは

わからない。自宅は築１９年で今までに２回、住宅メーカーに依頼してワックスをかけており、

２回目は１０年くらい前である。今回の件で住宅メーカーに相談したところ、まずは自分で市販

のワックス剥離剤を使用してみるように言われている。ワックスの剥離剤を使用してよいものか。

化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された<消費生活Ｃ> 

⇒お住まいのフローリング素材や状態がわからないので、当センターではワックスの剥離剤の使

用の判断はできかねます。剥離剤を使用したところとの色の違いなども生じる場合もあり、住

まい全体のフローリングに施工が必要となる場合もあります。ご自身で剥離剤を使用される場

合は、目立ちにくいところで試されることをお勧めします。その状況を、ご相談された住宅メ

ーカーに伝えながら対処方法について確認をされてはいかがでしょうか。 

14)  染毛剤－1件 

1.  ＜ヘナの染毛剤で皮膚障害＞ 「ヘナの染毛剤を使用してかぶれた。メーカーに治療費等を請求

しているが応じてもらえない。使用前のパッチテストはしていないが、ヘナの染毛剤はヘアカラ

ーよりも安全性が高いのではないか。かぶれたのは何かかぶれを起こす成分が含まれているので

はないかと思う、成分分析をしてほしい」との相談を受けている。化学製品ＰＬ相談センターで

対応してもらえるか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは製品分析及び仲介・あっせんを実施していません。製品に使用されている成分

については、メーカーに確認するように伝えられてはいかがでしょうか。一般に身体に使用す

る製品は品質に問題がなくても、使用する人の体質や体調などによって皮膚トラブルを生じる

ことがあります。ヘナの染毛剤についても、同様でかぶれなどを起こすことがあります。平成

１８年９月６日の各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知

（ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の使用上の注意事項について(◆平成

18年09月06日薬食安発第906001号) (mhlw.go.jp)には、製品の容器又は外箱に、使用前に必ず

皮膚試験（パッチテスト）を行うことを記載するとされています。今回の皮膚トラブルが発生

した案件では、メーカーへの治療費の請求については、メーカーにより対応は異なりますが、

使用前にパッチテストを行ってないとのことから難しいと思われます。 

15)  接着剤－1件 

1.  ＜ネイルサロンで施術後感染症になったが接着剤が原因ではないか＞ネイルサロンにて施術後

に感染症になり、通院したところ医師から蜂窩織炎と診断されている。ネイルサロンとは話し合

いをしているが、使用したイソシアネート接着剤の使用期限が過ぎていたことも分かった。感染
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症の原因となるのだろうか。ネイルサロンの対応には不満があり、消費生活センターには以前相

談したが、症状が診断されたので使われた接着剤のことについて知りたい。化学製品ＰＬ相談セ

ンターはインターネットで調べて相談した。<消費者>    

⇒蜂窩織炎との診断がされているので細菌が原因の感染症と思われます。接着剤成分のイソシア

ネートが感染症の原因とはなりませんが、施術に使用された接着剤がどのように使用され、保

管されていたのかなど細菌の感染に関与した可能性も考えられますので、当センターでは判断

はできかねます。診断結果がでていますので、改めて消費生活センターに診断結果を報告し、

施術したネイルサロンと話し合われてはいかがでしょうか。 

16)  防蟻剤－1件 

1.  ＜シロアリ防除の施工後に体調不良＞ 新築１０年目のハウスメーカーのメンテナンスチェック

でシロアリ防除の施工を提案され、紹介された業者にて２カ月前に施工を実施した。施工終了の

２週間後から顔が腫れたため、皮膚科を受診して飲み薬と塗り薬を処方された。皮膚症状は治っ

たが、息苦しさなどの体調不良が続いているため、耳鼻咽喉科を受診した。アレルギー症状で治

りかけであると診断されたが、今でも薬剤の臭いを感じ体調不良も続いている。使用された薬剤

のメーカーに相談したが、使用したのは認定薬剤で安全性は確認していると言われ対応してもら

えない。認定薬剤とは何か。また、カーテンや枕カバーにも臭い成分が付着して買い替えるつも

りである。買い替え費用や治療費などの負担をしてもらえないものか。また、臭いをなくす方法

についても教えてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消

費者> 

⇒認定薬剤とは、公益社団法人日本しろあり対策協会が薬剤の効力、安全性などの適格性を評価

することによって一定の基準を満たしていると認定したものとされています。但し、個人の体

質や体調に起因して、まれにアレルギーなどが起きる場合があります。このような場合の治療

費支払いなどの消費者への対応については、個別企業の対応方針により異なりますので、提案

された施工業者と交渉されてはいかがでしょうか。また、臭いをなくす方法について、当セン

ターでは特別な知見は持ち合わせておりませんが、室内の換気を行うことが一般的です。カー

テンや枕カバーに付着した臭いについては、製品の取り扱い方法を確認した上で、洗濯をされ

てはいかがでしょうか。 

17)  その他－3件 

2.  ＜化学物質過敏症について教えてほしい＞ 体調がすぐれないのは化学物質のせいだと思う。化

学物質過敏症について教えてほしい。消費生活センターから紹介された。<消費者> 
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⇒化学物質過敏症は医療機関にて判断されます。当センターは医療機関ではないので体調不良に

関する知見はありません。体調不良と化学物質との因果関係については、医療機関へ相談をされ

てはいかがでしょうか。 

3.  ＜化学物質過敏症の方から相談について＞ 化学物質過敏症の方からの相談を受けた。相談内容

によっては化学製品ＰＬ相談センターに移管しても良いか。<消費生活Ｃ> 

⇒化学物質過敏症については医療機関に相談されるようにお伝えされてはいかがでしょうか。製

品の具体的な成分についてのご相談は、お答えできる場合もあります。 

4.   ＜危険な動画配信をやめさせてほしい＞ 個人が、「主成分が亜塩素酸ナトリウムである経口液

体製品〇〇をクエン酸などの酸性の食品と一緒に摂取することで二酸化塩素を発生させ、体調が

良くなる」との内容をインターネット動画で配信している。このような危険な動画を配信するこ

とを取り締り、やめさせてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介され

た。<消費者> 

⇒当センターは民間の機関であり、個人の動画配信に対して取り締まりや、やめさせることはで

きかねます。いただいた内容については、誰もが見ることができるようアクティビティノートお

よび年度報告書等で公開するとともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。

〇〇については、厚生労働省から「個人輸入において注意すべき医薬品等について 海外におい

て有害事象の発生が報告されているものなど」として２０１０年１０月２６日付で、米ＦＤＡ等

で使用を中止するよう注意喚起しているとの情報を既に配信しています。 
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（２） ｢一般相談等｣ 

1)  その他生活用品 

◆ ＜シリコーン潤滑剤について＞ 業者が網戸のメンテナンスのためにシリコーン潤滑剤のスプレーを

使用した。窓際の床が滑る感じがする。室内にはパソコンやカメラなどの光学機器を置いているのに

加え、暖房機器にも悪影響を与える可能性があると知り、心配になった。住まいのある消費生活セン

ターに相談したところ、アドバイスがもらえるかもしれないとのことで化学製品ＰＬ相談センターを

紹介された。<消費者> 

⇒シリコーン潤滑剤に含まれるシリコーンオイルが付着すると摩擦が少なくなるため滑るように

なります。また、潤滑剤の細かな霧状の粒子にオイル成分が含まれるので、他の機器への付着は

避けることが必要です。直接、室内の他の機器に吹き付けていなければ影響は少ないとは思いま

すが、潤滑剤の霧が掛からないように注意することが必要です。また、シリコーンオイルを含む

製品を暖房機器であるファンヒーターが吸い込むと、本体内で熱の影響で白いケイ素酸化物とな

り、着火しにくいなど作動不良が起きる場合があります。同時に使用することを控えることをお

勧めします。今後同様のメンテナンスを行われる際のご参考になさってください。 

◆ ＜シリカゲルの安全性について＞ シリカゲルの小袋を洗濯した。中味が少し出てきたが触れても問

題はないのか。シリカゲルとは何なのか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターに紹介さ

れた。<消費者> 

⇒シリカゲルの乾燥剤は二酸化ケイ素を主成分としたもので、ビーズ状の形状ですが、多孔質で水

を吸着させることで乾燥剤として働きます。化学的には安定な物質ですので手で触れても問題は

ありません。 

◆ ＜家庭で吸引用マスクの固定に使用したテープについて＞ 喘息の既往がある者に対して家庭でネ

ブライザーを使用して吸引処置を行っている。吸引の際にはマスクが必要でうまく装着できないの

で管との隙間を少なくするため一般に販売されているテープを使用していた。直接、肌には触れな

いようにして使っているのだが、マスクの周囲が赤くなった。テープの材質について教えてほしい。

化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒市販のテープを医療用の製品に使用されることは用途外の使用となり、お勧めできません。皮膚

の症状については医療機関に相談されることをお勧めします。また、ネブライザーの今の使用方

法を伝えるとともに正しい使用方法についても確認をされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜乾燥剤の安全性について＞ お菓子の袋に乾燥剤が入っているが、そのまま冷蔵庫に保管しても大

丈夫なのか。冷やすことで中味が変化してお菓子に影響がでるか心配になった。乾燥剤の成分につ
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いてはわからないとのことで、消費生活センターから化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。<

消費者> 

⇒使われている乾燥剤には様々な種類がありますので、お菓子のメーカーに確認をされてはいかが

でしょうか。一般論として、お菓子などに使われている乾燥剤が、未開封で賞味期限内であれば、

冷蔵庫に保管されても中味の食品に対して影響はありません。 

◆ ＜ウレタンフォームからボロボロと粉が出てくることについて＞ ４年前に購入したウレタンフォ

ーム製の座布団が、１年くらい前からボロボロとカスが出るようになった。販売店に状況を伝えた

が「そんなことは聞いたことがない」との回答であった。なぜこのような状態になったのか。化学

製品ＰＬ相談センターは他の業界のＰＬ相談センターから紹介された。<消費者> 

⇒ウレタンフォームが加水分解により劣化したことにより、ボロボロと粉が出ていると考えられま

す。ウレタンフォームはその化学的な性質から製造直後から加水分解が始まり、使用されるとき

の環境（水分、温度変化、や日照など）により分解が促進され、劣化することが知られています。

劣化の速度については、製品自体の品質によっても異なります。メーカーに耐久性や使用上の注

意などを確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜天然ゴム製手袋の安全性について＞ 天然ゴム製手袋を装着して、哺乳瓶専用の塩素系洗浄剤で消

毒をしている。手袋は１回毎に取り換えているが、使用しているうちに哺乳瓶の表面がべたつくこ

とに気が付いた。その成分が哺乳瓶から、口に入った場合の安全性が心配になった。手袋は食品衛

生法の規格基準に適合したものである。塩素系洗浄剤のメーカーからはどんな素材のゴムでも使用

できると言われたが、手袋のメーカーからは、塩素系洗浄剤での試験は行っていないので、塩素系

洗浄剤で使用できることを確認した手袋を使用するよう勧められた。どうすればよいか。<消費者> 

⇒使用されている手袋は食品衛生法の規格基準に適合したものとのことですので、口に入った場合

でも手袋の素材・成分の安全性に問題はないと考えられます。過度に心配される必要はないと思

われますが、塩素系洗浄剤でも使用が可能な製品を検討されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について＞ ３年半前に購入した〇〇社製のフライパンが

焦げ付くようになった。表面のコーティングはフッ素樹脂で剥がれた成分が食品に移行し、食べた

場合の安全性が心配になり、調べてみると、空焚きすると有害な物質が出るとの情報があった。空

焚きはしたことはあるが特に体に異常はない。焦げ付くようになったフライパンは使用しない方が

よいか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒〇〇社のＷｅｂサイトのよくある質問に、焦げ付くようになったことに対して、「必要以上の熱

量がフライパンに加えられた結果、フッ素樹脂が２６０℃以上になり炭化した状態です。フッ素

樹脂は消耗しますので少量の油を引いてご使用ください。」とあります。また、参考情報として、
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内閣府の「食品安全委員会」がフッ素樹脂についてまとめたファクトシート（科学的知見に基づ

く概要書）（f02_fluorocarbon_polymers.pdf (fsc.go.jp)によれば、仮に、はがれ落ちたコーテ

ィング材の薄片を飲み込んだとしても、体内に吸収されずそのまま排出され、ヒトの体のいかな

る毒性反応も引き起こさないとされています。但し、フッ素樹脂加工されたフライパン等の加熱

用調理器具は、適正に使用された場合にはリスクはありませんが、３１５～３７５℃以上に加熱

すると、有害な蒸気（ヒュームと呼ばれる加熱生成物）が発生する可能性があり、加熱した時の

生成物を吸引した場合にインフルエンザに似た中毒症状を示すとされています。空焚き等をしな

いよう気を付ける必要があります。 

◆ ＜水切り用マイクロファイバークロスが焦げて金網に付着したが使えるか＞ 水切り用マイクロフ

ァイバークロスの上に熱い食品用の金網を誤って載せところ、焦げて金網に付着した。金網は空焼

きをしたが黒く変色した部分がある。マイクロファイバークロスの材質はポリエステルとナイロン

と表示されている。この金網は使えるのか。メーカーに確認してもわからないと言われ、行政に電

話しても大丈夫かはわからないと言われている。化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者

> 

⇒食品用の金網の使用については、現在何が残っているかの判断はできないので、当センターとし

ては使用をおすすめできません。 

◆ ＜アルミ製の箱型ケースの内側の臭いが強い＞カメラを入れるアルミ製の箱型ケースの内側の臭い

が強い。その臭いがとても不快である。どうしたらよいか。化学製品ＰＬ相談センターはインター

ネットで調べた。<消費者> 

⇒カメラを衝撃から守るためにケースの内側に緩衝作用のある発泡剤などが内張りされており、緩

衝材そのものや接着剤などから臭いが出る場合があります。臭いが気になる場合は、ケースを空

けたまま換気の良いところに置くと、揮発性のある臭い成分については徐々に弱くなりますので、

試されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜浄水器に湯気がかかったが大丈夫か＞ 沸騰したお湯をシンクに流した時に、蛇口に付けた浄水器

に湯気がかかった。浄水器のメーカーに確認したところ影響は無いとは言われているが、浄水器の

樹脂などへの影響はないのか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒浄水器の材質がわかりませんので明確なことはわかりかねます。沸騰したお湯が直接、浄水器に

かからず、湯気がかかったとのことですので、メーカーからの回答の通り樹脂への影響は小さい

と考えられます。浄水器の外観や作動部の動き方などを改めて確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜水銀体温計が破損したがどうしたらよいか＞ 水銀体温計を破損した。中味の水銀がこぼれている

がどうしたら良いか。水銀は危ないと言われている。化学製品ＰＬ相談センターはインターネット
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で調べた。<消費者> 

⇒水銀体温計には１ｇ程度の水銀が使われている場合が多いようです。水銀は室温でも気化し、蒸

気になるので換気を十分に行うことが必要です。室内の換気をまず行い、割れたガラスには気を

つけながら、直接水銀に手で触れないように紙などを使い、ビニール袋等に集めてください。廃

棄方法についてはお住まいの自治体に相談をしてください。 

◆ ＜首周りに付けるリング状保冷剤について＞ 首周りに付けるリング状保冷剤を戸棚に保管してい

たところ、中味が漏れ出ていることに気付いた。戸棚には白い粉状のものが残り、手で触り廃棄を

した。中味が何か確認するため、メーカーに電話したが連絡がつかない。心配で消費生活センター

に相談したところＰＣＭという成分が入っているがわからないので、化学製品ＰＬ相談センターを

紹介された。<消費者> 

⇒首周りに付けるリング状保冷剤に使われているＰＣＭは、相転移物質のことです。ＰＣＭは、ノ

ルマルアルカン類などのろうそくなどにも使われているパラフィンが、主な成分となります。製

品については、ノルマルアルカン類を複数組み合わせ、その他にも乳化剤、増粘剤などを配合す

ることで製品化されています。既に廃棄をされていますが、中味が目や口に入らないように注意

することが必要です。手は水で洗い流し様子を確認され、何か異常があれば医療機関に相談され

てはいかがでしょうか。 

◆ ＜天然ゴム製手袋の安全性について＞ １００円均一の店で購入した天然ゴム製手袋をキッチン用

として、食器などを洗う時に使用している。使用し始めて２、３ヵ月後に表面がべたつくようにな

り、指先も溶けて穴が開いている。この手袋を使い炊飯器の釜を洗いご飯を炊いて食べたが、安全

性が心配になった。メーカーに手袋の調査を依頼したが断られ、今後は食品衛生法に適合した手袋

を使用するようにと言われた。どういうことか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターか

ら紹介された。<消費者> 

⇒食品に直接触れる手袋の場合、食品衛生法の規格基準に適合したものであることが必要です。詳

細はわかりかねますが、メーカーの説明から今回使用された手袋は食品衛生法の規格基準に適合

していないものと思われます。ご説明の状況から、炊かれたご飯である食品に直接触れてないよ

うですので過度に心配される必要はないでしょう。キッチンで使用する手袋は、食品に触れる機

会があるので、食品衛生法に適合した手袋を選ぶようにされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜パラジクロロベンゼンの安全性＞ インターネット販売で衣類のパッキングポーチを購入した。昨

日届いたが、頭痛がするほど臭いが酷く、製品を洗濯しても取れない。洗濯機にも臭いが残り、他

の衣類に臭いが移ってしまった。販売店に申し出たところ、「臭いは、製品を保管していた時の防虫

剤の臭いで、成分はパラジクロロベンゼンである。返金するので製品は廃棄するように」と言われ
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た。現在、臭いは和らいだが、まだ残っている。パラジクロロベンゼンの臭いが付着した衣類を着

用しても問題ないか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒パラジクロロベンゼンは衣類などの防虫剤として、現在も広く使用されています。特有の臭気を

発する白色の固体で、徐々に空気中に放散されます。既に製品は廃棄されていますので、さらに

臭いが強くなることはありません。時間の経過とともに徐々に弱くなりますが、臭いに関する感

受性は個人差が大きく、人によっては不快に感じ体調不良となる場合があります。衣類について

は、風通しの良いところに干すなど臭いが気にならなくなってから、着用されてはいかがでしょ

うか。 

◆ ＜フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について＞ フッ素について危ないのではないか不安なの

で教えてほしい。ニュースでＰＦＯＳ、ＰＦＯＡについて使用が規制されていると報道されている。

フッ素加工されたフライパンの注意表示には空炊きなどしないと書かれており、フライパンを使う

ことに問題があるのではないか心配になった。化学製品ＰＬ相談センターは消費庁から紹介された。

<消費者> 

⇒フッ素樹脂加工されたフライパン等の加熱用調理器具は、適正に使用された場合にはフッ素化合

物が熱で分解することはなくリスクはありませんが、３１５～３７５℃以上に加熱すると、有害

な蒸気（ヒュームと呼ばれる加熱生成物）が発生する可能性があり、加熱した時の生成物を吸引

した場合にインフルエンザに似た中毒症状を示すとされています。空焚き等をしないよう気を付

ける必要があります。フッ素自体は自然に広く存在する元素で無機フッ素化合物と有機フッ素化

合物があります。一部の有機フッ素化合物は環境中では分解しにくいと言われており、その中で

もＰＦＯＡ又はその塩類については、２０１９年の４～５月に開催されたストックホルム条約締

約国会議で、長期間にわたって分解されずに環境中に残留する有害な汚染物質（ＰＯＰｓ）とし

て、世界的に製造、輸出入、意図的な使用を禁止することが決定されました。国内においては、

２０２１年４月１６日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する

政令」が、閣議決定され、「ＰＦＯＡ又はその塩」は第一種特定化学物質として規制され、この

内容がニュースで報道されました。それぞれの製品の取り扱いについては、メーカーに確認され

てはいかがでしょうか。 

◆ ＜磁気テープのついた駐車券を洗濯して心配＞ 磁気テープのついた駐車券をポケットにいれたま

ま洗濯した。磁気テープに含まれる成分が、衣類や洗濯機に付いたかもしれず心配になった。化学

製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒駐車券など磁気テープの磁性体には酸化鉄が使われている場合が多く、金属として少量であるた

め衣類や洗濯機についても洗濯によりほとんど残ることはありませんので、過度に心配される必

要はありません。 
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◆ ＜クリーニング後に絨毯から出てくる粉の安全性について＞ 絨毯をクリーニングに出した後から、

粉が出るようになった。安全性が心配になり、粉が何か調べたい。化学製品ＰＬ相談センターは消

費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒当センターでは成分の分析などは行っていません。絨毯のメーカーによって、絨毯に使用してい

る素材やクリーニングなど取り扱い方法が表示されています。まず、メーカーに今回の粉の原因

について確認をされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について＞ 今日の朝刊に化学物質のＰＦＡＳについての

記事があり、人体に影響がある可能性が書かれていた。記事によるとフッ素加工されたフライパン

にも使用していることで心配になった。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介さ

れた。<消費者> 

⇒ＰＦＡＳ（Per- and PolyFluoroAlkyl Substances：パー/ポリフルオロアルキル化合物）とは、

有機フッ素化合物を表す総称になります。環境中では分解しにくいと言われています。その中で

もＰＦＯＡ（PerFluoroOctanoic Acid：パーフルオロオクタン酸）又はその塩類については、２

０１９年の４～５月に開催されたストックホルム条約締約国会議で、長期間にわたって分解され

ずに環境中に残留する有害な汚染物質（ＰＯＰｓ）として、世界的に製造、輸出入、意図的な使

用を禁止することが決定されました。国内においては、２０２１年４月１６日「化学物質の審査

及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定され、「ＰＦＯＡ又

はその塩」は第一種特定化学物質の指定となり、規制されています。使用されているフライパン

の安全性については当センターではわからないので、メーカーに問い合わせをされてはいかがで

しょうか。 

◆ ＜フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について＞ フッ素樹脂加工品についてはニュースでＰＦ

ＯＳ、ＰＦＯＡについて使用が規制されていると報道されていたので気になっていたところ、結婚

式の引き出物でフッ素樹脂加工のフライパンセットを頂いた。フッ素樹脂加工のフライパンの安全

性はどうなのか。化学製品ＰＬ相談センターは他業界のＰＬ相談センターから紹介された<消費者> 

⇒個別の製品に関する知見は当センターにはありませんので、お手元のフッ素樹脂加工されたフラ

イパン等の安全性についてはメーカーに確認されてはいかがでしょうか。ご心配されているＰＦ

ＯＳ、ＰＦＯＡですが、フッ素自体は自然に広く存在する元素で無機フッ素化合物と有機フッ素

化合物があります。一部の有機フッ素化合物は環境中では分解しにくいと言われており、その中

でもＰＦＯＡ又はその塩類については、２０１９年の４～５月に開催されたストックホルム条約

締約国会議で、長期間にわたって分解されずに環境中に残留する有害な汚染物質（ＰＯＰｓ）と

して、世界的に製造、輸出入、意図的な使用を禁止することが決定されました。国内においては、

２０２１年４月１６日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する
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政令」が、閣議決定され、「ＰＦＯＡ又はその塩」は第一種特定化学物質として規制され、この

内容がニュースで報道されました。環境省のホームページにも詳しい説明がありますので参考に

されてはいかがでしょうか。（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001133567.pdf）。 

◆ ＜フッ素樹脂加工の鍋を空焚きした場合の安全性について＞ ５日前の夜中に搾乳器を煮沸するた

めにフッ素樹脂加工の鍋に入れて火にかけ、１時間以上その場を離れ、忘れて空焚きをしてしまっ

た。気が付いた時には白煙が出ており、近くに寝ていた２カ月の赤ちゃんが心配ですぐに救急外来

を受診した。赤ちゃんには特に症状はなく、医師も問題ないとの診断であったが将来何らかの影響

が出るのではないか心配である。化学製品ＰＬ相談インターネットで知った。<消費者> 

⇒フッ素樹脂加工されたフライパン等の加熱用調理器具は、適正に使用された場合にはリスクはあ

りませんが、３１５～３７５℃以上に加熱すると、有害な蒸気（ヒュームと呼ばれる加熱生成物）

が発生する可能性があり、加熱した時の生成物を吸引した場合にインフルエンザに似た中毒症状

を示すとされています。空焚き等をしないよう気を付ける必要があります。既に医師の診断を受

けられていますので過度に心配する必要はないと思われます。但し、何らかの症状が出た際には、

医療機関へ念のため相談されることをお勧めします。 

◆ ＜風呂場で防水スプレーの廃棄をしたが心配＞ １／５程度残った防水スプレーを廃棄するため、２

時間程前に家族の者が風呂場で防水スプレーのガス抜きを行った。換気をしたが何に注意したら良

いか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒防水スプレーなどのエアゾール製品には、中味を噴射するため可燃性のガスが使われています。

空気中の酸素と混ざり火花などがあると、一気に燃えるなどの危険があります。既に換気をされ

ていますが、可燃性のガスは空気より重いため、風呂場の低いところなどに滞留している場合が

あります。念のためうちわなどを使い可燃性のガスが残ることがないよう充分に換気をしてくだ

さい。次回からスプレー缶の廃棄は風通しの良い屋外で行うようにお伝えください。 

◆ ＜ユリア樹脂製の容器を食器として使用してよいか＞ １００円ショップで購入した、ユリア樹脂製

の容器を食器として使用しても問題ないか。容器に添付されている表示には、食品に直接触れない

ようにとの記載がある。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒食器として使われる食品用プラスチック製品は食品衛生法により規格基準が設けられ、安全性に

懸念のある物質の使用禁止や、使用の限度値を設定することにより、安全性の確保が図られてい

ます。ご相談の容器については、製品の表示から食品衛生法の規格基準に適合していないものと

思われます。食器としてのご使用はお薦めできません。 

◆ ＜電気ストーブの梱包材について＞ 遠赤外線電気ストーブで梱包材の一部であった固定テープが

残っており、そのまま使用していた。気づいて取り除いたが、固定テープから有害なもの出たかも
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しれず心配になった。メーカーに確認したところ「ポリエステル素材のテープであり、すでに取り

除いているので問題ない」と言われているが、信用して良いのか。消費生活センターに確認したと

ころ化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒塩ポリエステルは衣類や飲料ボトルなどにも使用されています。巾１ｃｍで２ｃｍほどの固定テ

ープをすでに取り除かれているので、現在体調に変化がないようであれば、メーカーから伝えら

れたように過度に心配される必要はありません。 

◆ ＜フッ素処理したフライパンの使い方について＞ フッ素処理したフライパンを使って調理する際

に、アルミホイルなどの包み焼きなどを頻繁に行っていた。フライパンの空焼きについて調べてみ

ると、空焚きすると有害な物質が出るとの情報があった。空焚きはしたことはあるが特に体に異常

はない。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒調理をしている際には、フライパンやアルミホイルの熱伝導性が高いことから調理している食品

にも熱が伝わり、一部だけが高温になることはありません。〇〇社のＷｅｂサイトのよくある質

問に、「必要以上の熱量がフライパンに加えられた結果、フッ素樹脂が２６０℃以上になり炭化

した状態になります。フッ素樹脂は消耗しますので少量の油を引いてご使用ください。」とあり

ます。但し、フッ素樹脂加工されたフライパン等の加熱用調理器具は、適正に使用された場合に

はリスクはありませんが、３１５～３７５℃以上に加熱すると、有害な蒸気（ヒュームと呼ばれ

る加熱生成物）が発生する可能性があり、加熱した時の生成物を吸引した場合にインフルエンザ

に似た中毒症状を示すとされています。空焚き等をしないよう気を付ける必要があります。 

◆ ＜セリウムトイレブラシについて＞ セリウムトイレブラシを購入した。セリウムは安全なのか心配

になり、メーカーに確認したところ安全としか言わない。セリウムとは何なのか。化学製品ＰＬ相

談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒セリウムトイレブラシには、金属酸化物の酸化セリウムの微粒子が使われており、研磨剤にも使

われている成分です。ブラシの研磨効果のためにブラシに含まれていると思われます。酸化セリ

ウムは水には不溶で、製品の使用方法には「水だけで使用」とされていますので、表示に従い使

用されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜室内の臭いで体調不良＞ 寒くなったのでストーブを使い始めたが、室内に置いた様々なモノから

の臭いを強く感じて体調不良になっている。空気清浄器も赤いランプがつくことが多く、室内の臭

いが体調不良の原因だと思う。どうしたら良いか教えてほしい。化学製品ＰＬ相談センターはイン

ターネットで知った。<消費者> 

⇒体調不良の原因については医療機関に相談されることをお勧めします。室内の臭いについては、

室内に置いたモノを整理された上で換気すれば徐々に弱くなりますので、十分に換気を継続され
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てはいかがでしょうか。 

◆ ＜海苔用の乾燥剤の中味をこぼしたので心配＞ ５日前に海苔用の乾燥剤の中味をこぼした。処置の

際に手で触れた。また、吸い込むまたは眼に入ったかもしれない。中味は生石灰と書いてあったの

で、インターネット調べたら心配になり、病院に行ったが異常はないといわれた。まだ、心配で化

学物質についての相談先として消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒乾燥剤には色々な種類がありますが、ご相談の乾燥剤の中味である生石灰の成分は酸化カルシウ

ムで、水に溶けると水酸化カルシウムとなり強いアルカリ性を示します。直接触れると皮膚など

に強い刺激を与える場合があります。但し、空気中の二酸化炭素などにより化学反応を起こして

中和されてしまいます。すでに５日が経過していますので、洗い流すまたは水拭きをすれば、過

度に心配する必要はありません。 

◆ ＜フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について＞ 「フッ素樹脂加工のフライパンの表面のコーテ

ィングが剥がれた状態で使用しても身体に害はないか」との相談を受けている。化学製品ＰＬ相談

センターの事例に剥がれた薄片を飲み込んだとしても、体内に吸収せず排出されるとの情報があっ

た。そのように回答してもよいか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターではフライパンの表面のフッ素樹脂加工について、内閣府の「食品安全委員会」がフ

ッ素樹脂についてまとめたファクトシート（科学的知見に基づく概要書）

（f02_fluorocarbon_polymers.pdf (fsc.go.jp)に基づき回答しています。その中に「仮に、は

がれ落ちたコーティングの薄片を飲み込んだとしても、体内に吸収されずそのまま排出され、ヒ

トの体のいかなる毒性反応も引き起こさない」とあります。ファクトシートを確認の上、回答さ

れてはいかがでしょうか。 

◆ ＜黒板に貼るマグネットシート型スクリーンについて＞ 「黒板に貼るマグネットシート型のスクリ

ーンを小学校への寄贈品として検討しているが、落下など製品事故の懸念はないのか」とのことで

消費者から相談を受けた。消費者庁やＮＩＴＥの事故報告を確認したが該当する報告はない。どう

対応したらよいか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターで過去にマグネットシートに関連した事故の相談は、既に確認された行政の事故報告

と同様に該当の報告はありません。製品については、使用方法や注意事項などが検討されていま

すので、購入を検討しているメーカーに懸念事項を確認されるように伝えてはいかがでしょうか。 

◆ ＜床用のワックス剤に何か混ざっていないか調べられないか＞ 「床用ワックス剤に何か混ざってい

ると思うので確認をしたい。調べる方法を教えてほしい」と消費者から相談を受けている。化学製

品ＰＬ相談センターで調べることができるか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは調査・分析などは実施していません。製品について不具合や危害など消費者に被
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害が無い限り、調査機関への依頼も難しいと思われます。製品の出荷にあたり、製品規格につい

てはメーカーにて確認していますので、消費者の疑問点を明確にされてメーカーにご相談される

ように伝えられてはいかがでしょうか。 

◆ ＜靴底の滑り性について＞「○○製のワークブーツを履いている時に、タイル床で滑り転倒をした。

製品の注意表示に滑って転倒する恐れがありますので十分注意してくださいとの表示もあることは

確認した。消費者には〇〇から『靴底の滑り性については第三者機関で確認しており、問題はない』

との見解が伝えられている。製品についてはこれ以上確認する内容はあるのか」との消費者相談を

受けている。<消費生活Ｃ> 

⇒〇〇にて靴底の滑り性を確認されているようですが、転倒した時のタイル床の状況が明確ではな

いので、当時のタイル床が汚れや濡れていた状況などを確認する必要があります。また、○○製

のワークブーツで転倒に関する類似の案件あるかについても確認する必要があります。メーカー

○○に詳細を問い合わせて対応を勧められてはいかがでしょうか。 

◆ ＜海外製メガネの材質表示について＞ 消費者から「海外製メガネの材質表示にＤＥＨＰ、ニッケル

とあった。大丈夫なのか教えてほしい」と相談されている。どうなのか。<消費生活Ｃ> 

⇒使われている素材には、ジエチルヘキシルフタレートと金属のニッケルが含まれていることにな

ります。国内でもＤＥＨＰは食品や子ども用玩具など口に入れる製品への使用については制限が

あります。 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/101111-1_1.pdf 

また、ニッケルについては人によってアレルギーを示す場合がある成分になります。メガネのフレ

ームなどに使われる樹脂製品に可塑剤が使われますが、それぞれの用途ごとに法律による規格基

準の他に業界が定めた自主規格により、安全性が確保されています。

（https://www.vec.gr.jp/anzen/anzen2_4.html）。 

◆ ＜フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について＞ 「フッ素樹脂加工のフライパンの表面のコーテ

ィングが剥がれてしまったが身体に害はないか」との相談を受けている。どのように説明すればよ

いか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターではフライパンの表面のフッ素樹脂加工について、内閣府の「食品安全委員会」がフ

ッ素樹脂についてまとめたファクトシート（科学的知見に基づく概要書）

（f02_fluorocarbon_polymers.pdf (fsc.go.jp)に基づき回答しています。その中に「仮に、は

がれ落ちたコーティングの薄片を飲み込んだとしても、体内に吸収されずそのまま排出され、ヒ

トの体のいかなる毒性反応も引き起こさない」とあります。ファクトシートを確認の上、回答さ

れてはいかがでしょうか。 
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◆ ＜マスクのＰＬ法関連の相談先について＞ 消費者から「マスクに関してＰＬ法関連の相談先を教え

てほしい」との問合せがあった。窓口はどこか教えてほしい。<消費生活Ｃ> 

⇒製品に関しては、各製品のメーカーの相談窓口に相談されるように伝えています。マスク等に関

するＰＬ法については、日本衛生材料工業連合会 

（https://www.jhpia.or.jp/about/history/index.html）のホームページを参考にされてはいかが

でしょうか。 

◆ ＜新しい汁椀でみそ汁を食べて舌に刺激を感じた＞ 「キッチン用品店が並ぶ商店街の店で汁椀２客

を購入し、使用前に２度洗剤で洗った。翌日、みそ汁を入れて使用したところ、舌がピリピリした。

妻は食べる前に臭いが気になり食べなかった。原因は何か」との相談を受けている。素材やメーカ

ー等は確認していないが、原因がわかるか。<消費生活Ｃ> 

⇒伝えられた内容では当センターで判断できかねます。また、個別の製品の詳細情報となる素材や

成分はメーカーが答えるべき内容です。参考情報として、食器については、食品衛生法により規

格基準が設けられ、安全性に懸念のある物質の使用禁止や、使用の限度値を設定することにより、

安全性の確保が図られています。 

◆ ＜灯油に含まれる揮発成分と皮膚湿疹の関係について＞ 「灯油を使用する暖房工事を半年前に行っ

たが、１カ月前に給油する配管にひびがあることがわかり、灯油が漏れていたことがわかった。既

に配管修理を終えている。灯油が、漏れていたころから皮膚湿疹が発生したので、皮膚科に通院し

ている。灯油に含まれる揮発成分が原因ではないかと考えているが、通院している医師は断定しな

い。皮膚湿疹との因果関係を証明する相談ができるところはないか」との問合せを受けている。化

学製品ＰＬ相談センターを紹介してもよいか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは身体トラブルの判断はできかねます。皮膚湿疹などの身体トラブルと製品や成分

に関して因果関係を明らかにするには医師の診断書が必要です。通院されている医師が断定でき

ないとのことですので、今の状況では因果関係を証明することは難しいと思われます。別の医師

によるセカンドオピニオンなども検討することを伝えてはいかがでしょうか。 

◆ ＜以前購入した灯油で暖房機器を使用して喉の痛み＞ 「先月購入した灯油をストーブとファンヒー

ターで使用したところ毎回、喉が痛くなった。その灯油はほとんど使用済みである。新たに購入し

た灯油を使用すると喉の痛みは発症しない。なぜ前の灯油で喉が痛くなったのか原因を知りたいの

で調べてほしい」と先月購入した残りの灯油をペットボトルに入れて、消費者が来訪している。中

味を確認したところ色は無色透明である。灯油に関連した業界団体に問い合わせてみたが、わから

ないとの回答であった。化学製品ＰＬ相談センターでわかるか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは、製品の分析などは実施しておらず、お伺いした内容での喉の痛みの原因もわか
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りかねます。灯油の変質・不良に関す情報として、国民生活センター「不良灯油による石油暖房

機器の故障や異常に注意 (kokusen.go.jp) 」やNITE「石油ストーブ「10.変質灯油で異常燃焼の

おそれ」 | 製品安全 | 製品評価技術基盤機構 (nite.go.jp) 」で情報発信がされています。こ

れらを参考にされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜米袋の製造物責任表示について＞ 米袋に記載されているＰＬ法に基づく表示について教えてほ

しい。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<事業者> 

⇒製造物責任法では製品の具体的な表示内容を定めていません。製造者や業界団体にて各製品に必

要とする表示ルールを決めて表示をしています。 

◆ ＜ガソリンの成分について＞ バイクカバーを製造している事業者である。お客様から、バイクカバ

ーが接触しているバイク本体の一部がオレンジに変色したとの指摘を受けた。カバーの素材は綿で

裏側は黒である。防水加工などは施していない。原因究明のために指摘品の生地を分析したところ、

製造品には含まれない２－エチル－１－ヘキサノールとトリメチル酢酸が検出された。お客様に状

況を確認したところ、変色部はカバーをかける前にガソリンが大量に付着して拭き取ったとのこと

であった。検出された成分はガソリンに含まれる成分なのか。化学製品ＰＬ相談センターはインタ

ーネットで知った。<事業者> 

⇒ガソリンの主成分は炭素と水素が結びついた、炭素数４～１０の炭化水素の混合物です。お問い

合わせの２物質がガソリンへの添加物として使用されているかどうかについては当センターで

はわかりません。「職場のあんぜんサイト」 

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html）における推奨用途は、２－エチル－１－ヘキサノ

ールは可塑剤、合成潤滑剤、トリメチル酢酸はポリマー、樹脂、医薬、農薬、化粧品、燃料、潤

滑油及びトランスミッション液の合成原料となっています。 

◆ ＜製造物責任法について＞ 詳細は話せないが、アセトンなどの有機溶剤を含む製品を消費者向けに

販売することを検討している。製品の表示について製造物責任法の観点から教えてほしい。化学製

品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<事業者> 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。製品のカテ

ゴリーごとに定められた表示内容がありますが、お問い合わせにはお答えできかねます。製造物

責任法については所管する消費者庁(caa.go.jp)から「製造物責任法の概要Ｑ＆Ａ」、 

(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html）「製造物責任(Ｐ

Ｌ)法の逐条解説」 

(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_anno

tations/) 
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が公開されていますので、それらを参考にされてはいかがでしょうか。但し、事業者の個別事案に

ついては、「弁護士等の法律の専門家にお問い合わせください」とあります。 

◆ ＜ホワイトボード専用マーカーについて＞ホワイトボードに油性マジックで書いたら消せないが、

油性マジックの上からホワイトボードマーカーで上書きすると今度は消せる。この現象はなぜ起き

るか教えてほしい。＜事業者> 

⇒メーカーから公開されている通り、ホワイトボードマーカーには剥離剤が含まれています。油性

ペンで書いた直後であれば剥離剤の働きで消すことができます。油性ペンで書いてから時間が経

過するとホワイトボードに油性成分が染み込むため落としにくくなります。当センターでは個々

の製品の成分についてはわかりかねますので、製品のメーカーに確認をされてはいかがでしょか。 

2)   洗剤・洗浄剤 

◆  ＜洗浄剤を専用容器以外に移し替えて使用することについて＞ スプレータイプのアルカリ電解水

の洗浄剤でつめかえ用を購入したが、本体容器をなくしたため飲料用のＰＥＴボトルに入れてしま

った。使用しても問題ないか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒製品は内容液と容器を合わせて品質、性能、安全性が設計されています。容器の材質、強度、機

能性などが慎重に検討され、使用時だけでなく保管時にも安全が保たれるように設計されていま

す。そして、容器には用途、使い方、成分、使用上の注意、応急処置など、その製品にとって重

要な情報が表示されており、使用する際に思わぬ事故につながることがあり危険です。また、製

品をＰＥＴボトルなどに移し替えると誤飲などをすることも考えられます。専用容器以外に移し

替えることは絶対に止めてください。 

◆ ＜風呂用洗浄剤を使用後流さずに入浴したので心配＞ ○○製の風呂用洗浄剤を２日前の使用後に

流 し忘れそのまま入浴をした。昨日、気づいたが小学生の子どもにも影響がないだろうか。○○に

相談しているが、安全としか言わずとても不安に感じている。化学製品ＰＬ相談センターはインタ

ーネットで調べた。<消費者> 

⇒当センターでは製品や含まれる成分について製品の安全性について、詳細はわかりかねます。公

開されている成分情報や使用された状態から、風呂用洗浄剤が直接皮膚につくと赤くなるなど影

響を与える場合がありますので洗い流すことが必要です。一方、浴槽の大きさにもよりますが、

１５０Ｌ程度のお湯に風呂用洗浄剤がそのまま残っていても、希釈をされていますので皮膚への

影響は低いと考えられます。過度に心配されることはありません。お子さんの皮膚の状態を確認

し、異常を感じた場合は医療機関に相談をされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜衣料用洗剤と他の洗剤が混ざった場合の安全性＞ １カ月前、自宅に知り合いが来訪した際に、無
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断で衣料用洗剤の容器に他の洗剤を入れたことを疑っている。衣料用洗剤を現在も使用しているが、

洗濯の時に臭いなどの異変は感じない。他の洗剤が混ざると危険な場合もあるので心配になった。

化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒洗剤や洗浄剤の組み合わせによっては有毒なガスなどが発生する場合があります。製品が特定で

きず、混ざったことが不明なため、明確なお答えはできかねます。洗濯をされ、何も異変がなく、

体調にも影響がないようですので過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ＜セスキ炭酸ソーダについて＞ セスキ炭酸ソーダには臭いがあるのか。化学製品ＰＬ相談センター

はインターネットで調べた。<消費者> 

⇒化学物質としてのセスキ炭酸ソーダに臭いはありません。アルカリ性の洗浄剤として市販されて

いる個々の製品については、製品の表示内容を確認するかメーカーに問い合わせをされてはいか

がでしょか。 

◆ ＜使用期限の過ぎたマウスピース用洗浄剤の使用について＞ 主成分が過ホウ酸ナトリウムの矯正

用マウスピースの洗浄剤を使用している。特に問題はないが、購入したのが１０年くらい前で今後

も使用して大丈夫か心配になった。メーカーに問い合わせたところ、製品の使用期限は通常保管で

製造から３年で、３年以上経過した製品の使用はお勧めできないとのことであった。使用すると何

か問題が起こるか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒薬機法の対象である、医薬品、医薬部外品、化粧品には、製品の使用期限を、表示することが規

定されています。ただし、「製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年を超えて性状及び品質

が安定な医薬品、医薬部外品及び化粧品」は対象外とされています。お問い合わせの製品は、薬

機法の対象外である雑貨品のため、使用期限に関する表示の規定はありません。製品の品質や安

全性はメーカーが責任を持つ事柄ですので、当センターとしてはメーカーの意見に従うことをお

勧めします。その上で使用される場合は自己責任となります。 

◆ ＜クエン酸系洗浄剤の使用期限について＞○○製のクエン酸系洗浄剤には使用期限がないのか。化

学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒洗浄剤などの家庭用製品については、使用期限を記載する必要はありません。通常、未開封で室

温保管した場合は３年以上品質に変化は無いように設計されています。製品に記載されている製

造記録番号をメーカー○○に問い合わせると製造記録から製品の製造日を確認することができ

る場合がありますので、確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜エタノールの付いた布巾で薄めた塩素系漂白剤を使い嘔吐物の処置＞ １０日前に勤め先の飲食

店で嘔吐物の処置を行った。換気はしながら、その場にあったエタノールの付いた布巾で薄めた塩

素系漂白剤を使い、布巾をすすぎ処置を行った。その場では自分は、特に咳き込むことや気分が悪
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くなることもなかった。また周囲の人にも何も影響は起きてはなかった。改めて確認するとエタノ

ールなどと混ぜることは危険となっているので、心配になった。化学製品ＰＬ相談センターはイン

ターネットで調べた。<消費者> 

⇒塩素系漂白剤とエタノールを直接まぜると危険なガスが発生することがありますので、混ぜない

ように「まぜるな危険」の表示がされています。今回は換気もしながら、薄めた塩素系漂白剤に

エタノールが少量付いた布巾を使用された状況ですので、危険なガスによる影響は少ないと考え

られます。また、咳き込みや気分が悪くなるなど体調の変化もなかったとのことですので、過度

に心配をされる必要はありません。 

◆ ＜石けんの成分の違いについて＞ ２種類の洗濯用石けんがある。成分表示をみるとどちらも純石け

ん分９８％であるが、脂肪酸ナトリウム1種類のものと脂肪酸ナトリウムと脂肪酸カリウムの２種類

のものがある。脂肪酸ナトリウムと脂肪酸カリウムはどう違うのか。<消費者> 

⇒植物などの油脂である脂肪酸と水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムを反応させることで界

面活性剤である石けんとなり、純石けん分とは、上記２成分の反応で生成する脂肪酸塩のことで

す。この脂肪酸塩には脂肪酸ナトリウムと脂肪酸カリウムがあります。どちらも水に溶けて界面

活性剤として洗浄力を発揮するものですが、一般的に固形石けんは脂肪酸ナトリウム、液体や乳

液状の石けんは脂肪酸カリウムとなります。（日本石鹸洗剤工業会 石けん洗剤知識 石けん洗

剤の基礎 (jsda.org)）。 

◆ ＜室内の塗り壁の汚れ落としについて＞ 室内の塗り壁が汚れたので、１週間ほど前にエタノールで

拭いたが取れなかった。業者に汚れ落としの方法を相談したところ専用洗浄剤が送られてきた。成

分を確認したところ次亜塩素酸ナトリウムが書かれていた。塗り壁に使用しても大丈夫だろうか。

すでに複数の行政の消費者相談窓口へ相談をしていて、化学製品ＰＬ相談センターは国民生活セン

ターから紹介された<消費者> 

⇒次亜塩素酸ナトリウムは漂白剤にも使われている成分ですが、酸性成分やエタノールなどと混ぜ

ると有毒なガスが発生する場合があり、「まぜるな危険」の表示が義務付けられています。塗り

壁に１週間ほど前にエタノールを使われていますが、すでにエタノールはほとんど揮発をしてお

り、過度にご心配される必要はありません。業者から入手された洗浄剤の注意事項に従い使用さ

れてはいかがでしょうか。 

◆ ＜衣料用洗剤と他の洗剤が混ざった場合の安全性＞ バケツに洗濯用洗剤を入れて衣類をつけ置き

していた時に、３歳の子どもが、保管していた他の洗剤を入れ、混ざったことが洗濯を終えてから

わかった。洗濯時には臭いなどの異変は感じられなかった。入れた洗剤が何かわからないが、混ざ

ると危険な場合もあるので心配になった。どうなのか。化学製品ＰＬ相談センターは以前相談した
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ことがある。<消費者> 

⇒混ざった製品が不明なため、明確なお答えはできかねますが、既に洗濯を終えられており、何も

異変がなく、体調にも影響がないようですので過度に心配する必要はないでしょう。今後、洗剤

などの製品については、子どもの手の届かない場所に保管されることをお勧めします。 

◆ ＜古い洗剤などの容器について＞ 空き家になった実家の片付けをしていたところ、数点の１０年以

上前の洗剤や漂白剤などが出てきた。容器が中身により溶けたりしていないか。処分するにあたり

何か問題があるか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒製品の容器は中身に合わせて設計をされています。保管された状態によりますが、時間の経過に

よる、容器からの中身の漏れや容器の変形などについて確認してください。それぞれの製品は未

開封で室温にて保管した場合は、少なくとも３年は中身が変質しないことをメーカーで確認をし

ています。しかしながら、今回は１０年以上前の製品であるので、十分な性能が発揮されないな

どの可能性もあるため、使用することはお勧めできかねます。製品を処分する場合は他の製品と

混ざらないように注意し、お住まいの自治体に廃棄方法を相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜固形洗濯石けんについて＞ 固形洗濯石けんの成分である脂肪酸ナトリウムについて教えてほし

い。化学製品ＰＬ相談センターはメーカーから紹介された。<消費者> 

⇒石けんの成分の化学的な名前としては、脂肪酸ナトリウムまたは脂肪酸カリウムとなります。植

物などの油脂である脂肪酸と水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムを反応させることで界面

活性剤である石けんとなり、衣類などの油汚れを落とします。 

◆ ＜トイレ用洗剤を使用後、衣類の臭いが消えない＞ １週間前、スプレータイプのトイレ用洗剤を便

器に使用した際に着用していた衣類にかかったようで、他の部屋にも臭いが広がってしまった。衣

類は翌日に洗濯したが、部屋にはまだ臭いが残っている。どうすれば臭いが消えるか。化学製品Ｐ

Ｌ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒一般的に気になる臭いの解消については、臭いの発生源を除去し、室内に残った臭いは換気をす

ることで徐々に消えていきます。既に衣類は洗濯されているとのことですので、室内の臭いにつ

いては充分に換気をされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜蛍光増白剤の安全性について＞「布巾などの洗濯に蛍光増白剤入りの洗剤を使用した。大丈夫な

のか」との消費者相談を受けている。蛍光増白剤について教えてほしい。<消費生活Ｃ> 

⇒「蛍光増白剤のヒト健康と環境へのリスクは低い」という結論が得られています。リスクは低い

ので、蛍光増白剤の入っている洗剤を使っても、ヒトの健康に影響はありません。 

（https://jsda.org/w/02_anzen/3kankyo_12.html#:~:text=%E2%96%A0%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82

%AF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C,%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%AB%E5%BD%B1
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%E9%9F%BF%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82）布巾などの洗

濯については、一般には漂白剤を使用する場合が多いので、用途に合わせて酸素系または塩素系

の漂白剤について、使用方法を確認の上で勧められてはいかがでしょうか。 

◆ ＜貝殻焼成カルシウムの製品化について＞ 貝殻焼成カルシウムを洗浄剤として一般消費者への販

売を検討している。製品として販売するにあたり、表示などはどうしたらよいか。化学製品ＰＬ相

談センターは行政から紹介された。<事業者> 

⇒当センターは特定の企業・製品に関連したコンサルティング業務は行っておりません。消費者が

安全に洗浄剤を使用できるように、製造販売者には製品の表示についての責任が求められます。

市場の先行製品を参考にし、業界自主基準等の有無など製品表示の内容を確認されてはいかがで

しょうか。(消費者庁 家庭用品品質表示法： 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/zakka/zakka_

06.html) 

また、関連の業界団体等にもご確認されてはいかがでしょうか。 

(https://jsda.org/w/01_katud/antaikyo/antaikyo_guideline201707.pdf）。 

◆ ＜エタノール消毒について＞ 保育園で感染症の予防にエタノール消毒が推奨されているが、それで

大丈夫なのだろうか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<事業者> 

⇒エタノール濃度が６０％以上の製品にて行う手指の消毒は、新型コロナウイルスやインフルエン

ザウイルスの失活には有効と言われています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎など全ての感染

症の対策とはならない場合があるので、手を洗い流すことが感染症予防の基本になります。感染

症予防については､その場面に応じて手指を衛生にすることが必要です。 

◆ ＜廃油せっけんについて＞ ３０年前から福祉施設で廃油せっけんを製造して販売している。最近は

だんだんと売れなくなってきた。インターネットを見ると、廃油せっけんの安全性に問題があると

の情報がある。個人の長年の経験として、台所のシンクなどに使用しているが問題はない。安全性

をＰＲしたいがどうすればよいか。<事業者> 

⇒当センターは、特定の事業者・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合

わせの安全性に関してはお答えできかねます。製品の生産にあたり労働環境の確保、製品の品質

の管理や使用時の安全性は、製造者が責任を持つ事柄です。個人の経験値ではなく、法的な根拠

に基づいた説明責任が製造者には求められますので、ご検討が必要と考えます。 

◆ ＜外壁用洗浄剤の製品化について＞ 外壁清掃を行っている事業者である。現在、使用している洗剤

はメーカーから購入している。今後、外壁用洗浄剤を開発し、自社製品として製造・販売すること

を検討している。どのように進めていけばよいか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで
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知った。<事業者> 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ

せにはお答えできかねます。製造物責任法については所管する消費者庁(caa.go.jp)から「製造

物責任法の概要Ｑ＆Ａ」、「製造物責任(ＰＬ)法の逐条解説」が公開されていますので、それらを

参考にされてはいかがでしょうか。但し、事業者の個別事案については、「弁護士等の法律の専

門家にお問い合わせください」とあります。 

3)  建材 

◆ ＜塩化ビニル素材の安全性＞ トイレのリフォームをする予定で、床材などに塩化ビニル素材が使われ

る。以前聞いた話で発がん性があるとのことで、メーカーに確認したところ大丈夫といわれたが、本

当か。心配なので確認したく、消費生活センターに相談したところ、化学製品ＰＬ相談センターを紹

介された。<消費者> 

⇒塩化ビニル素材は極めて安全性の高いもので、建築材料、食品容器、医療機器、玩具などにも広

く使われています。これら塩ビ製品は、それぞれの用途ごとに法律による規格基準の他に業界が

定めた自主規格により、安全性が確保されています。

（https://www.vec.gr.jp/anzen/anzen1_2.html）。 

◆ ＜過去のアクティビティノートについて＞ アクティビティノート２４２号に「コンセントから青い

液体が出る」との事例があったことについて確認したい。<事業者> 

⇒月次報告のアクティビティノート２４２号に消費生活センターからの問い合わせを掲載しまし

た。原因については当センターには知見がなく、施工業者、原料メーカーに確認するように回答

しています。 

◆ ＜賃貸住宅のリフォーム後に体調不良＞ ６ヵ月前に賃貸住宅をリフォームした後、暖房をするようにな

ってから体調不良が続いている。せき込むなどのシックハウスの様な症状が出ている。管理会社に問い

合わせたところ時間が経てば臭いはなくなると言われている。どうしたら良いか。化学製品ＰＬ相談セ

ンターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒シックハウス症候群とは、ホルムアルデヒド等の化学物質による空気汚染が原因で、目がチカチ

カする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹などの症状を示す様々な健康障害の総称です。

ホルムアルデヒド等のシックハウス対策として国土交通省の「快適で健康的な住宅で暮らすため

に 

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/sickhouse_2.pdf）」に化学物

質の室内濃度の指針値も示されています。現在体調不良があるとのことですので、医療機関に相

談し、原因を検討されてはいかがでしょうか。室内の臭いについては、換気すれば徐々に弱くな
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りますので継続されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜室内の建材に油のようなものを付けられたと思うので調べられないか＞ 近隣の者に室内に入ら

れ、建材に油のようなものがつけられたと思う。べたべたしていて目に痛みも感じる。警察に相談

したが対応はできないと言われている。建材についていると思う油を調べることはできないか。化

学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒当センターでは調査・分析などは実施していません。目の違和感については、医療機関に相談を

されてはいかがでしょうか。具体的な危害を受けていることが明確にならないと対応は難しいと

思われます。 

◆ ＜遮音シートを貼り付けた室内の臭いで体調不良＞ 遮音シートを張り付けた後から、室内に入ると臭

いがして体調不良になる。遮音シートが原因だと思うがどうしたら良いか。化学製品ＰＬ相談センタ

ーはインターネットで知った。<消費者> 

⇒遮音シートのメーカーと施工業者に材質や施工方法の確認をされた上で、体調不良の原因につい

ては医療機関に相談されることをお勧めします。室内の臭いについては、換気すれば徐々に弱く

なりますので換気を継続してされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜家の外装塗装の不具合について＞ 「家のリフォームをした外装塗装が剥がれた。業者からは１５

年保証と言われていたので補償を請求したい」との相談をうけている。外装塗装の塗料は簡単にと

れるのか。塗料についてはメーカーなど詳細もわからない。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは塗料に使用されている成分などについて確認することはできますが、簡単に取れ

るのかは問い合わせの情報だけではわかりかねます。家のリフォームによる外装塗装に関しての

トラブルであれば、住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」

（https://www.chord.or.jp/)に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜紫外線防御フィルムの表示について＞ 窓ガラスに使用した紫外線防御フィルムの遮断の表示につい

て問合せを受けている。消費者はメーカーからこの表示の根拠はＪＩＳ規格と言われている。どういう

ことか教えてほしい。<消費生活Ｃ> 

⇒建物の窓ガラス用フィルムにはＪＩＳ－Ａ５７５９の規格があります。紫外線の透過率について

表示する場合は、地表に届く紫外線であるＵＶ－ＢとＵＶ－Ａを想定して３％以下でなければな

らないとされています。ただし、フィルムが設置された窓については、窓の向き、日照の条件な

どは個々に異なりますので、消費者が感じるフィルムの効果についてはわかりかねます。 

◆ ＜発泡ウレタンの安全性について＞ 「自宅のリフォームを予定している。断熱材として発泡ウレタ

ンを検討しているが、インターネットに海外で安全性を心配するような情報もあり、発泡ウレタン
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の人体への安全性が心配である」との相談を受けている。このような相談に対応してもらえるか。<

消費生活Ｃ> 

⇒発泡ウレタンは断熱材として一般的に使用されているもので、発泡ウレタンを断熱材として使用

することは、国内で安全性を確認した製品であれば問題ありません。当センターでは個別の製品

についての安全性に関する詳細情報は持ち合わせておりません。断熱材のメーカーまたは施工業

者にお問い合わせください。 

4)  抗菌剤・除菌剤 

◆ ＜壁紙に施されている光触媒コーティングの安全性について＞ 壁紙に光触媒コーティングが施さ

れている賃貸住宅に７カ月前に入居し、問題なかった。３カ月経った頃、壁に留まっていた虫に殺

虫剤を噴霧してから息苦しさ、動機、皮膚発赤などの様々症状が起き、徐々に症状が酷くなった。

大きな病院を受診して、検査をしたが異常は見られないとの結果であった。殺虫剤は、以前から使

用している製品で同時期に光触媒コーティングをしていない床に使用した時には問題なかった。殺

虫剤を光触媒コーティングの壁に使用した場合の安全性について教えてほしい。現在、管理してい

る不動産会社に状況を伝え、施工業者に関係の有無について確認をしてもらっている。化学製品Ｐ

Ｌ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒当センターでは個々の製品の安全性について、詳細はわかりかねます。現在管理会社を通して、

光触媒コーティングが施された壁紙のメーカーに確認されているとのことですので、回答をお待

ちになられてはいかがでしょうか。また、体調などの症状についても医療機関に相談されること

をお勧めします。 

◆ ＜手指衛生用の消毒剤の用途外使用について＞ 主成分がアルコールの手指衛生用の消毒剤をプラ

スチック等のモノの消毒にも使用していた。メーカーに確認したところ、用途外の使用は勧められ

ないとの回答であった。今まで特に問題になったことはないが、今後も使用を継続しても大丈夫な

のか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒製品を用途外に使用されることはお薦めできません。各製品はその用途に合わせて、目的とする

効果を発揮するように設計されており、メーカーはその品質を保証しています。用途外に製品を

使用した場合、製品により何かトラブルが起きても、メーカーに製造物責任を問うことは難しく

なります。 

◆ ＜安定型次亜塩素酸ナトリウムの除菌効果について＞ ノロウイルスなどの感染性胃腸炎の感染防

止に除菌ができる安定型次亜塩素酸ナトリウムの購入を検討している。一般的な次亜塩素酸ナトリ

ウムと同等の除菌効果が期待できるものか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹

介された。<消費者> 
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⇒安定型次亜塩素酸ナトリウムというのは、化学的に定義された名称ではなく、各製品の内容や特

性に関して、当センターは何ら情報を持ち合わせておりません。メーカーに確認をされてはいか

がでしょうか。感染性胃腸炎（特にノロウイルス）について一般の方向けの情報としては、厚生

労働省の「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kan

ren/yobou/040204-1.html）、国立感染症研究所感染症情報センターが出している「ノロウイルス

感染症とその対策･予防（家庭等一般の方々へ）」

（http://idsc.nih.go.jp/disease/norovirus/taio-a.html）には感染の予防方法が紹介されて

います。また、家庭内で感染性胃腸炎が発生した場合に感染を広げないためいずれも、次亜塩素

酸ナトリウムを使用した消毒方法を紹介しています。参考にされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜製品調査をしてほしい＞ コロナ対策で空気清浄する製品を使っている。製品名は明かせないが、

人体への安全性をメーカーには知らせずに確認をしたい。化学製品ＰＬ相談センターはインターネ

ットで調べた。<消費者> 

⇒当センターでは製品に関する調査・分析等は行っておりません。製品の安全性について、メーカ

ーにて確認をされていると思われますが、調査・分析するにはご自身で費用を負担することにな

ります。分析が必要であれば、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）のウェブサイト

に「原因究明機関ネットワーク総覧」 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html）として、全国の分析機関のリス

トが掲載されていますので、こちらを参考にされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜置き型の浴室用防カビ消臭剤の成分について＞  「〇〇社の置き型の浴室用防カビ消臭剤を購入

し使用したところ、目が痛く、顔が腫れた。成分表示を確認したところ、香料としか記載されてい

ない。成分について〇〇社に問い合わせたところ、「社外秘のため具体的な成分名は開示できない」

との回答であった。製品の返品には応じるとのことであるが成分を教えてくれない対応は問題では

ないか」との相談を受けている。このようなケースで成分開示はしてくれないものか。<消費生活Ｃ

> 

⇒置き型の浴室用防カビ消臭剤は雑貨扱いとなり、製品の成分表示は義務付けられていません。ま

た、メーカーは消費者からの問い合わせに対して、成分を開示する義務もありません。体調不良

と製品との因果関係について、医療機関に相談をされるようアドバイスされてはいかがでしょう

か。 

◆ ＜エアコン洗浄業者が行う防カビ・抗菌コートについて＞ 「エアコン洗浄を業者に依頼したところ、

洗浄後に防カビ・抗菌処理を行った。防カビ・抗菌処理は必要なのか。また、エアコンに悪い影響
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を及ぼすことはないのか」との相談を受けている。どうなのか。<消費生活Ｃ> 

⇒エアコン洗浄後の防カビ・抗菌処理の必要性、また、エアコンへの影響については、当センター

ではわかりかねます。個々のエアコンの取扱説明書に、エアコン洗浄を行うことへの注意事項が

記載されていますので確認し、不明な点についてはメーカーに問い合わせるよう伝えてはいかが

でしょうか。 

◆ ＜業者によるエアコンクリーニング後の防カビ処理剤について＞ 「業者によるエアコンクリーニン

グ後に防カビ処理剤の使用を勧められた。家族にアトピーを持つものがいるので断るつもりでいる。

業者に防カビ処理剤について成分などを確認したところ消費者には知らせていないと言われた。成

分を開示されないのは良いのか」との相談を受けている。成分を知らせることはなぜしないか。<

消費生活Ｃ> 

⇒家庭用品であれば製品に成分が表示されていますが、専門業者による施工に使用される製品の場

合は、消費者に成分などの詳細を開示する必要はありません。但し、ご家族の体が心配とのこと

であれば、施工にあたり影響がないことの説明を業者に求めることが必要です。業者の説明内容

に基づき、かかりつけの医療機関に相談されてはいかがでしょか。 

◆ ＜加湿器に入れる除菌剤について＞ 消費者から「加湿器に入れる除菌剤を使用したところ周囲が白

く変色した。メーカーに問い合わせているが連絡がとれない。白くなった原因を分析することと成

分について知りたい」と相談を受けている。化学物質についてとのことで紹介をしてよいか。<消費

生活Ｃ> 

⇒当センターでは分析はしておらず、個々の製品については当センターには情報はありません。使

われている成分の性質や働きなどについて説明できる場合があります。 

5)  化粧品 

◆ ＜シャンプーの成分を調べてほしい＞ 賃貸マンションに住んでいるが、誰かが合鍵を使い侵入して

いるようで、いろいろなものがなくなっている。最近では、美容室で購入したシャンプーの中身が

入れ替えられていると思うので、成分を調べてもらいたい。警察に相談することも考えている。化

学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒当センターは、製品の分析や調査は行っておりません。自己負担で分析する機関はありますが、

お住まいへ誰かの侵入を疑われているのであれば、警察に相談をされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜染毛剤の成分について＞ ○○というヘナの染毛剤を使用している。製品には国産、１００％天然

染毛剤との記載があるが、化学物質が入っていないのが本当なのか確かめることができないか。化

学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターに紹介された。<消費者> 
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⇒当センターは、製品の分析や調査は行っておりません。また、個別の製品の成分や安全性につい

ての詳細情報も持ち合わせておりません。製品に関する調査については、独立行政法人 製品評

価技術基盤機構(ＮＩＴＥ)の｢原因究明機関ネットワーク｣ 

(https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html)、及び独立行政法人 国民生活セン

ターのウェブサイト(http://www.kokusen.go.jp/test_list/)に、商品テストを実施する機関の

リストが掲載されています。それらを参考にご自分で製品調査の依頼を検討されてはいかがでし

ょうか。 

◆ ＜髪染めをしたいが安全なのか心配＞ 髪染めをしたいのだが自分に合うのか、安全なのか心配して

いる。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットでしらべた。<消費者> 

⇒髪染めをするにあたり、まず、使用されている成分にアレルギーがないか確認されることが大切

になります。様々なメーカーから製品が発売されていますが、使用前にパッチテストをすること

が必要とされています。販売店にて製品の説明書をご自身で確認するか、ドラッグストアには薬

剤師がいるお店がありますので、購入の前に薬剤師に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜隣家から流れ込む入浴剤の臭いの除去について＞ 隣人が何らかの病気があるようで、一日に６回

くらい入浴している。その際に使用している入浴剤の薬のような独特な臭いが、自宅の室内に流れ

込み不快である。スプレータイプの消臭剤を使用するとよくなるが完全には消えず、この状況が１

年半も続いている。隣人とは話ができる関係ではない。流れ込んだ臭いを除去する有効な方法はな

いか。化学製品ＰＬ相談センターは行政から紹介された。<消費者> 

⇒一般的に気になる臭いの解消については、臭いの発生源を除去するか、換気により臭いを軽減す

ることが効果的です。お話から、臭いについては効果を感じられている消臭剤を継続して使用し、

風向きなどを考慮されながら換気などを行い、消臭されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜マニュキュアが落ちにくい除光液の調査について＞ 消費者から「主成分がエタノールと炭酸プロ

ピレンの除光液を使用しており、今回購入品は今までのものよりマニュキュアの落ちが悪い。メー

カーに申し出たところ、「第三者機関にマニュキュアの落ち具合について、購入品、購入品と同ロッ

ト品、購入品よりも古いロット品の３点の比較試験を依頼したところ、違いはなく製品の性能とし

て問題ない」との回答がメーカーからあった。この回答に納得できない、消費生活センターで成分

分析をしてほしい」との相談を受けている。成分分析をする必要はあるか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターで分析の必要の有無について判断はできかねます。除光液には、アセトンの使用を避

けるため主成分がエタノールと炭酸プロピレンを使用した製品があります。相談者の主訴である

落ち具合については、使用したマニキュアの種類や施術方法によって違いが出ることも考えられ

ます。第三者機関での比較試験の内容を入手し、製品に違いが無いと判断した根拠を相談者から
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確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜化粧品のローションとエッセンスの違いについて＞「化粧品のローションを注文したが、届いた

ものはエッセンスと書かれていたため受け取らなかった」との相談を受けている。ローションとエ

ッセンスは違うものか。<消費生活Ｃ> 

⇒化粧品に関する種類別に名称は定義されていません。ローションとエッセンスの区別として、化

粧品に関する公正競争規約の施行規則で、ローションは化粧水に代わるべき名称に、またエッセ

ンスは化粧液に代わるべき名称にあり、それぞれの名称が区分されています。一般的には、エッ

センスの方がローションに比べて保湿が高いとされていますが、それぞれの違いを明確に示す定

義はなく、メーカーにより名称は異なります。 

◆ ＜変色した化粧石鹸を使用して皮膚トラブル＞ 「メーカーの余剰在庫品を販売しているインターネ

ット販売業者から、化粧石鹸を購入した。石鹸は個装されずに箱に直接入れた状態で配送された。

箱から取り出した時点で部分的に緑色に変色していた。使用したところ、肌が赤くかゆくなった。

緑色の変色はカビではないかと思い、販売業者に写真を送り返品を申し出た。写真を見た業者から

は、カビではなく箱のインクが色移りしたもので製品には異常はないこと、また、既に使用してい

るので返品には応じられないと回答を受けた。この対応に納得できない」と消費者から相談を受け

ている。化学製品ＰＬ相談センターで石鹸が緑に変色した原因を調べることができるか。<消費生活

Ｃ> 

⇒当センターでは調査・分析などは実施していません。製品に関して、調査が必要な場合は、「独

立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ） 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html）」または、「独立行政法人国民生

活センター 

（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html）」のウェブサイトに掲載されている検査機関

のリストを参考に、消費者がご自身で相談をしていただくようにご案内しています。 

6)  家電製品 

◆ ＜アルカリ乾電池から液漏れした白い粉について＞ ラジカセの裏の電池を入れている部分に白い

粉が付着していた。インターネットで調べると白い粉はアルカリ乾電池が液漏れしたことで付着し

ていることがわかった。白い粉を拭き取ればそのまま使用できるのか。化学製品ＰＬ相談センター

はインターネットで知った。<消費者> 

⇒液漏れした乾電池は使用できません。お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。ラジ

カセに付着した粉は、飛び散らないようにしてよく拭き取ってください。アルカリ乾電池には水

酸化カリウム等を含む電解液が含まれ、強いアルカリ性で、皮膚に付いたまま放置すると化学や
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けどを起こす場合や、目に入ると失明をする恐れがあります。液漏れ後、長時間を経過すると空

気中の二酸化炭素と中和反応をし、一部が炭酸塩に変化します。白い粉状の炭酸塩も、アルカリ

性で、強アルカリ性ではありませんが同様の注意が必要です。ラジカセの内部まで液が漏出して

いる場合には、外側の白い粉を拭き取っても使用できないことがあります。対応の仕方について

メーカーに確認をされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜充電ケーブルが断線している＞ １ヶ月前に購入していた充電ケーブルを１週間前に開封して使

用したところ断線しているようで充電できない。メーカーに伝えたところ１ヶ月前の購入なので対

応できないと断られた。製品には１ヶ月前の購入は対応できないと記載もないので納得できない。

化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒購入されたお店にレシートを持ってご相談をされてはいかがでしょうか。購入店によっては相談

に対応する場合があります。また、お住まいの地域の消費生活センター 

（https://www.kokusen.go.jp/map/index.html）にもご相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜オーブンレンジの空焼きについて＞ オーブンレンジを購入し取扱説明書を確認したところ、最初

に空焼きを行うようにとある。臭いが発生して、他の物に臭いがつくことはないか。化学製品ＰＬ

相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒オーブンレンジは、庫内の板金を加工する時に使用した油から臭いなどが出ることがあるため、

使い初めに空焼きをするように勧めているメーカーもあります。空焼き中は臭いや煙が出ること

がありますが、十分換気をし、製品の取扱説明書に従われてはいかがでしょうか。 

◆ ＜アルカリ乾電池の液体について＞ 自家消費用の稲を収穫したところ、祖父が乾電池を落とし、液

漏れした液が籾についた。籾は脱穀し精米をして白米にする予定である。アルカリ乾電池の液体が

心配になった。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットの乾電池に関する記事を読み連絡した。

<消費者> 

⇒記事の内容から、アルカリ乾電池には水酸化カリウムが主成分の強アルカリの液体が使用されて

います。食品についた場合は、食べることはお勧めできません。 

◆ ＜空気清浄器について＞ 自分は化学物質過敏症なのだが、外壁塗装が行われると連絡があった。以

前調べた○○製の空気清浄器を購入しようとしたが、そのメーカーに連絡が付かない。他の適切な

空気清浄器を紹介してもらえないか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費

者> 

⇒当センターからは、特定の企業・製品のご紹介はできかねます。ご検討のメーカー○○は既に会

社を清算されているようです。外壁塗装については、ご自身のお体の状況について塗装工事を実

施する業者に伝えて、対策を相談されてはいかがでしょうか。 
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◆ ＜オゾン発生器の安全性について＞ ○○製のオゾン発生器を使っている。現在も体調に変化はない

が、２段階の運転モードのうち強で使い続けていたようだ。安全性に問題は無いか心配になった。

化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒オゾンは酸化作用があり、脱臭や除菌などに効果がある成分です。オゾンについては０．１ｐｐ

ｍを許容濃度とすることが日本産業衛生学会から報告されています。 

（https://www.sanei.or.jp/files/topics/oels/kyoyou_2.pdf） 

機器の使用方法に従えば安全性に心配がないと思われますが、メーカーに確認をされてはいかがで

しょうか。何か体調に変化がある場合は医師に相談されることをお勧めします。 

◆ ＜乾電池を入れたまま調理した食品を食べた場合にどうなるか＞ 「５日前に中華料理店でラーメン

を注文し、麺を食べ終えた後にどんぶりの底に乾電池が入っていたことに気が付いた。店にはすぐ

に伝え、後日店から混入した原因について説明を受けている。混入の原因は麺を茹でる時に使用し

ているタイマーがどんぶりの中に落ち、乾電池が入ったと説明をされ、乾電池に膨らみなどの異常

があったかどうかは確認していない。乾電池がラーメンの中に入り有害な物質が出たのではないか。

体調に異変はないが、念のために昨日、内科を受診した。現在、影響は出ていないと診断されたが、

今後についてはわからないと言われ心配である」との相談を受けている。乾電池が食品に入れると

どうなるのか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターでは、乾電池が食品に入った場合に起こる事象については情報を持ち合わせておりま

せん。乾電池にはアルカリ乾電池やマンガン乾電池などの種類があり、アルカリ乾電池には水酸

化カリウム、マンガン乾電池には塩化亜鉛、それぞれアルカリ性の液体が使われています。また、

乾電池の中味の成分が食品に溶けだすことで身体に影響を与えることも考えられます。既に医師

の診断を受けられていますので、体調に注意しながら継続して様子をみるように伝えてはいかが

でしょうか。 

7)  殺虫剤 

◆ ＜害虫駆除の薬剤が干していた布団に付いた＞ 害虫駆除の薬剤が干していた布団に付いた。集合住

宅に住んでいる。取り除くにはどうしたら良いか。化学製品ＰＬ相談センターは以前相談した人か

ら紹介をされた。<消費者> 

⇒一般には水洗いなどすることが必要ですが、使用された薬剤がどのような薬剤かわからないので

お答えできかねます。集合住宅とのことですので、管理会社に薬剤を確認し対応方法を確認され

てはいかがでしょうか。 

◆ ＜殺虫剤の安全性について＞ 母が入所予定となっている施設の居室で害虫の発生が確認され、入所

前に２種類の殺虫剤を使用して業者による駆除が行われた。使用した殺虫剤は、ゴキブリ、ダニ等
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を対象とした、有効成分が有機リン系のプロペタンホスとチャタテムシ等を対象とした有効成分が

ピレスロイド系の製品である。業者に安全性について確認したところ、問題ないと言われた。母に

は持病があり、殺虫剤成分が残留しているかもしれない状況で入所しても問題ないか。化学製品Ｐ

Ｌ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒製品の安全性についてはメーカーが責任を持つ事柄であり、正しい使い方、注意事項を守れば安

全性は確保されています。ただし、使用された殺虫剤が人によってはアレルギーなどを示す場合

があり、体調不良となる場合も考えられます。持病をお持ちであるとのことですので、まずはか

かりつけの医療機関に状況を伝え、相談をされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜化学物質に対して過敏になった家族への対応について＞ 娘が１カ月前に自宅で殺虫剤を使用し

たことがきっかけで、化学物質に対して過敏になった。換気しても部屋中に臭いがして現在は実家

に避難している。娘は心臓の既往症があり、かかりつけの医師に相談したところ精神科を勧められ

たが受診するつもりはないと言っている。実家では殺虫剤は使用していないが、娘は様々な臭いに

過敏になりイライラして精神的に不安定で、気を遣う必要があり対応も大変である。どうすればよ

いか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒お伺いした話では当センターでは対応はできかねます。既に提案をお受けしているように医療機

関を受診することをお勧めします。 

◆ ＜殺虫剤の安全性について＞ 賃貸の集合住宅に住んでいる。住人からアリが発生したとの申し出を

受け、管理会社から業者に依頼し、殺虫剤〇〇を撒いた。〇〇は粉状で、各戸のドア、外壁、駐車

場など広範囲に撒かれた。今のところ、健康被害はないが、虫を殺す成分は人の体にも害があるの

ではないか。製品〇〇の注意表示にも「薬剤を直接吸い込んだり、口や目に入れないこと」と書か

れているため心配である。管理会社に伝えたところ、自分の部屋のドアと壁だけは洗い流してくれ

たが、まだ、他の住戸や外壁などに残っている粉が飛散して、口に入ったりするのではないかと心

配である。この製品の安全性はどうなのか。<消費者> 

⇒当センターでは個別の製品の成分や安全性に関する詳細情報は持ち合わせておりません。製品〇

〇の安全性についてはメーカーに確認されてはいかがでしょうか。また、何か体調変化がある場

合は医療機関への相談をお勧めします。 

◆ ＜シフルトリンとフタルスリンの指針値を教えてほしい＞ ２年前に近隣の家で殺虫剤が大量に撒

かれ、家の中まで流れ込み、目がチカチカし、吐気、頭痛、だるいなどの症状が出て通院した。使

用された殺虫剤についてメーカーに確認したところ、成分はピレスロイド系のシフルトリンとフタ

ルスリンで安全性は高いものであるとの回答であった。受診している医師に成分を伝えると人によ

っては影響があるかもしれないとの回答であった。既に、リフォームをしたがその際に業者がＴＶ
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ＯＣ（総揮発性有機化合物）の濃度を測定したところ、指針値を遥かに超える値であると言われた。

殺虫剤成分であるシフルトリンとフタルスリンの指針値があれば教えてほしい。<消費者> 

⇒ＴＶＯＣとは、揮発性有機化合物の総称です。厚生労働省はシックハウス症候群の原因となりう

る１３物質について、室内濃度指針値（ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、

健康への有害な影響は受けないであろうと判断される室内濃度）を公表していますが、お尋ねの

シフルトリンとフタルスリンは１３物質には該当せず、指針値は定められておりません。一般的

にピレスロイド系殺虫成分は昆虫類の神経系に作用して殺虫効果を発現しますが、人や哺乳類へ

の影響は低いと言われています。現在症状がある場合は、改めて医療機関に相談をされてはいか

がでしょうか。 

◆ ＜ゴキブリ駆除剤について対応方法＞「業者が複数の薬剤を混ぜてゴキブリ駆除をしていたが、値

段が高いので使用していた成分を自分で見たので調合して使うつもりである。業者の駆除費用には

納得いかない。」との消費者から相談を受けている。ゴキブリ駆除剤についてどのように対応したら

良いのか。<消費生活Ｃ> 

⇒駆除費用については、業者にて製品の効果、使用方法そして安全性などを考慮した上での費用で

あるとは考えられますが、当センターではわからないのでメーカーに確認をされてはいかがでし

ょうか。消費者にてゴキブリ駆除の薬剤を調合して使用することは、法的（薬機法）にも、また

事故の原因にもなるので一切お勧めできません。 

8)  漂白剤 

◆ ＜まぜるな危険について＞ テレビ番組の制作会社の者だが、ＳＮＳに個人の経験としての内容で

「浴室で凍らせたレモンをかじりながら、塩素系の洗浄剤で掃除をしていたところ、喉が焼けるよ

うに痛くなり、受診した。医師に状況を伝えたところ、塩素ガスの影響との見解であった」につい

て確認したい。①レモンを食べながら、レモンと塩素系洗浄剤は液体として混ざっていない状況で

塩素ガスが発生するのか。②同様な事例はあるか。③医師の見解についてどう考えるか。④レモン

に直接、塩素系洗浄剤をかけると塩素ガスが発生するか。以上について教えてほしい。<事業者> 

⇒「まぜるな危険」は次亜塩素酸ナトリウムなどを含むアルカリ性の塩素系洗浄剤が酸性の製品ま

たは食品等と混ざることによって中和反応が起き、塩素ガスが発生するため、それぞれの製品を

混ぜて使用することを禁止するための表示です。すなわち、①の混ざっていない状況では塩素ガ

スの発生はありません。②の同様な事例、食品を食べながら塩素系洗浄剤を使用しての事故事例

は当センターにはありませんでした。③の医師の見解については、患者を直接診断された内容で

すので当センターからお話しできることはありません。④のレモンに直接、塩素系洗浄剤をかけ

た場合は、レモンに含まれるクエン酸などの酸性成分と塩素系洗浄剤が反応して塩素ガスが発生
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する可能性があり、危険ですので混ぜることは止めることをお伝えしています。 

◆ ＜酸性衣料用洗剤と塩素系漂白剤を一緒に使用したかもしれない＞ 洗濯機の自動投入機能を利用

して衣料用洗剤を使用している。今日、塩素系漂白剤でつけ置きしていた衣類と一緒に洗濯をした。

洗濯中に使用した衣料用洗剤のつめかえ用容器に「まぜるな危険」の表示があることに気が付き、

洗剤の液性を確認すると酸性と表示されていた。洗剤メーカーの〇〇社に問い合わせたところ、洗

剤を入れずに水だけで洗濯するようにと言われ、今、水洗いで洗濯中である。異臭などは感じない

が換気をしている。水洗いが終了したら、衣類を干しても大丈夫なのか。化学製品ＰＬ相談センタ

ーはインターネットで知った。<消費者> 

⇒酸性の衣料用洗剤と塩素系漂白剤のそれぞれの製品に「まぜるな危険」の表示がされているとお

り、両方の製品をまぜると有害な塩素ガスが発生し、危険です。お伺いした内容から、塩素系漂

白剤は希釈してつけ置きされた後であり、酸性衣料用洗剤も洗濯で水と共に使用されています。

それぞれの製品を直接まぜておらず、異臭はないとのことですので、問題になるような有害なガ

スの発生は微量またはないと思われます。水洗いが終了したら、通常通りに干しても問題ないで

しょう。 

◆ ＜塩素系製品の保管について＞ 清掃会社で製品の安全性について担当をしている。上長から、「同

じ棚に塩素系の製品と酸性の製品の製品を並べて保管することは、有害なガスが発生して危険では

ないか。また、地震が発生した場合に容器が倒れて混ざることも考えられる」と言われている。並

べて保管するだけで有害なガスが発生することがあるか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネ

ットで知った。<事業者> 

⇒容器を並べて保管しているだけで有害なガスが発生することはありません。但し、塩素系の製品

と酸性の製品が直接混ざると有害なガスが発生する場合があります。地震などの災害が発生した

場合を想定した保管には、それぞれが混ざることが起きないように安全に管理することが必要と

なります。 

◆ ＜塩素系漂白剤について＞ 台所用の排水口に塩素系漂白剤をかけて、換気扇を回し、しばらく放置

していたところ、排水口から噴水のように吹き上がった。換気扇を止めると治まったが塩素系漂白

剤に原因があるのか。窓を閉め切って、換気扇を使用すると玄関のドアが開きにくくなることもあ

る。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。水が吹き上がった原因が塩素

系漂白剤ではない場合には、住宅の相談窓口も紹介されている。<消費者> 

⇒排水口から水が吹き上がったとのことですが、塩素系漂白剤により排水管などの詰まり状況が変

化することによって、排水トラップの封止水が逆流することも考えられます。普段から窓を閉め

切り換気扇を使用すると玄関のドアが開きにくくなることと、換気扇を止めると逆流が治まるこ



化学製品ＰＬ相談センター           ３．１ ２０２３年度受付相談の具体的内容 

２０２３年度活動報告書                                    （２）「一般相談等」 

 

- 79 - 

 

となどから、室内の気密性と排水管の構造や詰まり状況などが関係していると考えられます。紹

介された住宅の相談窓口に問い合わせされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜塩素系の殺菌・漂白剤とアルコール消毒剤を併用した場合について＞ 次亜塩素酸ナトリウムを主

成分とした塩素系殺菌・漂白剤〇〇の原液をまな板に垂らし、洗い流さずに消毒用アルコールをス

プレーした。使用後に〇〇の注意表示を確認したところ、他の製品とは併用しないようにとあった。

今現在、体調に異変はないが、併用した場合に有害なガスが発生するのか。化学製品ＰＬ相談セン

ターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒〇〇は次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする医薬品の殺菌消毒剤です。洗い流さずに消毒用アル

コールが混ざると有害なガスが発生することがあります。現在、異常はないとのことですので、

過度に心配する必要はありませんが、今後は、正しい使い方を守るようにしましょう。 

9)  工業製品 

◆ ＜化学製品の確認について＞ 化学が専門ではないが、ある化学製品を合成して販売する事業を検討

している。合成できているか確認する方法についてアドバイスをしてほしい。詳細を知らせること

はできない。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。また、どの

ような目的で探されているか、お知らせいただけませんので、当センターからお問い合わせ内容

について回答はできません。 

◆ ＜機械油の落とす方法を教えてほしい＞ 仕事中で機械油が作業着に染み付き、体にも付いた。洗剤

を使えば落とせるのか。機械油の詳細はわからない。化学製品ＰＬ相談センターはインターネット

で調べた。<消費者> 

⇒機械油の種類やメーカーがわからないので、使用されている製品に添付または記載されている注

意表示を確認されてはいかがでしょうか。また、職場にて確認されることもご検討ください。一

般的には、作業着は衣類用の洗剤、体に付いた場合は石けんやボディーシャンプーなどの身体用

の洗浄剤を使えば、機械油は洗い流して落とすことができます。 

◆ ＜原料の適合性について＞ 原料メーカーから納品されている原料において、「今後納入する原料は

規格内にするが、これまで納品した原料については未分析であり使用については、納入先で判断し

返品は受けない」といわれている。当社としては使わずに廃棄をするがその費用を原料メーカーに

請求するにあたり、ＰＬ法でできないのか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。

<事業者> 

⇒製造物責任（ＰＬ）法では、製造物の欠陥により人の生命、身体及び財産に係る被害が生じた場
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合の損害賠償責任は製造業者等が負うものとされております。製品の欠陥の原因となった場合は、

その責任を問うことができます。一般的には、原料メーカーとの契約書等で取り決められた条項

に従って処理しますので、交わされた契約内容を今一度ご確認され、法律の専門家にご相談され

てはいかがでしょうか。 

◆ ＜職場で扱う化学物質について＞ 職場で過酸化水素、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムなど複数

の薬品を使用している。それぞれの化学物質について危険性などを教えてほしい。化学製品ＰＬ相

談センターはインターネットで知った。<事業者> 

⇒労働安全衛生法では一定の危険有害性のある化学物質について、使用する事業場においてリスク

アセスメントが義務づけられており、その結果に基づき、労働者の危険または健康障害を防止す

るための措置の内容を検討し、その内容を労働者へ周知することが規定されています。お問い合

わせの物質はいずれも、「職場のあんぜんサイト」 

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html）にて対象となる化学物質です。参考の上職場の管

理者に確認されることをお勧めします。 

◆ ＜製造物責任法について＞ 石油から精製した原料を複数の事業者を経由して購入をし、製品化を検

討している。当社と各事業者に製造物責任が適用になるのか。化学製品ＰＬ相談センターはインタ

ーネットで知った。<事業者> 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ

せにはお答えできかねます。製造物責任法は消費者庁の所管で、「製造物責任法については、製

造物責任法の概要Ｑ＆Ａ」、「製造物責任(ＰＬ)法の逐条解説」が消費者庁 (caa.go.jp)から公開

されていますので、それらを参考にされてはいかがでしょうか。但し、事業者の個別事案につい

ては、「弁護士等の法律の専門家にお問い合わせください」とあります。 

10)  農薬 

◆ ＜ひまわりの種に使用されている農薬の成分＞ 「栽培用のひまわりの種をインターネット通販で購

入した。届いた種を手で触ると気持ちが悪くなる。自分は化学物質過敏症であり、柔軟剤などでも

体調が悪くなる。ひまわりの種に使用されている農薬の成分を知りたい」との相談を受けている。

化学製品ＰＬ相談センターでわかるか。<消費生活Ｃ> 

⇒個別の製品に関する成分や安全性についての詳細情報は当センターにはありません。お問い合わ

せのひまわりの種に使用されている農薬やその他の成分については、メーカーに確認するように

伝えられてはいかがでしょうか。 

◆ ＜農薬の安全性について＞ 隣人が家庭菜園で農薬を使用している。農薬の安全性はどうなのか。化
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学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒農薬は農薬取締法の規制を受け、安全性や使用方法など厳しい基準が設けられています。農薬取

締法が対象としている「農作物等」には人が栽培している植物すべてが含まれますので、家庭菜

園で使用する農薬も対象となります。農薬取締法により、農薬には注意事項や使用方法などが記

載されています。記載内容に従い使用する場合、農薬の安全性と効果は保証されています。 

◆ ＜除草剤の安全性について＞ 玄関に置いてあった○○製の粒状の除草剤をこぼして、室内にも粉が

舞い流れ込んだ。○○に確認したところ水拭きや掃除機で取り除くようにとは言われた。取り除け

ずに残った粉を吸い込むことが心配だ。メーカーからは影響はないと言われた。消費生活センター

にも相談したところ化学製品ＰＬ相談センターを紹介された。<消費者> 

⇒除草剤の微粉末については、外からの埃などと同じように水拭きや掃除機で取り除けば、体への

影響は低く過度に心配をされる必要はありません。いつもより念入りに掃除をされれば充分です。 

◆ ＜農薬を散布していた時に車で通り体への影響が心配＞ 農薬を散布していた時に子どもを乗せ車

で通り過ぎたが、体への影響が心配になった。窓は閉めエアコンは車内循環にしていたが、臭いが

する気がする。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒散布されている農薬などの薬剤を直接吸い込むことや口に入ることが無ければ過度に心配され

ることはありません。車内に臭いが残り、気になるようであれば、フィルターの洗浄や車内の水

拭きなどをされてはいかがでしょうか。 

11)  オートケミカル 

◆ ＜エンジンオイルを分析してほしい＞ 〇〇社のエンジンオイルを使用している。３回目のオイル交

換後に運転中に違和感を覚え、エンジンオイルを確認したところ、今までよりオイルの伸びが悪い。

車メーカーのディーラーに見てもらうとエンジンオイルに問題があるのではと言われた。整備工場

で新たにエンジンオイルを入れ替えたところ、担当した整備士によれば「問題のあったエンジンオ

イルは通常の製品に比べ粘度が高い」とのことであった。３回目のオイル交換は、今まで利用した

ことのない県外の業者で店の奥から持ってきた〇〇社のエンジンオイルを入れていた。インターネ

ットには、偽物のエンジンオイルが出回っているとの情報もある。３回目のオイル交換をした業者

が○○社の正規品の取扱店であるかどうかを問い合わせたが、答えられないとのことであった。３

回目に入れたエンジンオイルを分析してほしい。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターか

ら紹介された。<消費者> 

⇒当センターは、製品の分析や調査は行っておりません。独立行政法人製品評価技術基盤機構（Ｎ

ＩＴＥ）のウェブサイトに「原因究明機関ネットワーク総覧」として、全国の分析機関のリスト

が掲載されています。 
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（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html） 

こちらを参考にされてはいかがでしょうか。〇〇社のＷｅｂサイトに正規品ではないものが確認さ

れたことについて、消費者への注意喚起をする情報が掲載されています。今後は信頼できる業者

でエンジンオイルの交換をされることをお勧めします。 

◆ ＜車用補修材である研磨剤をレンジフードに使用されたが安全性はどうなのか＞築１５年のレンジ

フードの清掃を依頼した業者が、清掃時のシミを修復するために〇〇製の車用補修材である表面研

磨剤を勝手に使用した。使用された製品ではないが、類似製品の研磨剤の成分について調べると成

分によっては安全性が心配になる内容が書かれていた。化学物質についてはとのことで、消費生活

センターから紹介された。<消費者> 

⇒〇〇製の表面研磨剤を製品の用途外に使用されたとのことですので、当センターでは安全性につ

いてコメントはできません。○○の製品には、研磨剤・石油系溶剤・界面活性剤との記載があり

ますが、使用されている成分など詳細な内容についてはメーカーに確認をされてはいかがでしょ

うか。 

◆ ＜自動車の窓からコーティング材が剥離＞ 「９年経過した自動車の窓から、ＵＶとＩＲカットのコ

ーティング材が粉状に剥離するようになりシートの上に落ち付着している。自動車のディーラーに

相談したところ経年劣化であり、ディーラーにて対応することになった。粉状のものを吸い込んで

も大丈夫かと確認したところ、「粉状のものはケイ素であり、広く一般にも使用されているもので飲

み込んでも問題はないものではある。但し、そのものを吸い込んだ時の安全性はわからず、吸い込

まないようにする方が良い」と言われたが、心配である」と消費者から相談を受けている。ケイ素

についての説明について教えてほしい。<消費生活Ｃ> 

⇒ＵＶとＩＲカットのコーティング材にケイ素を含んだ珪酸化合物が使用されたと思われます。珪

酸化合物はガラスなどの成分で粉状のものを飲み込んだ場合は、既に回答されたように安全性の

問題は低いと考えられます。吸い込んだ場合については、粉状の場合は肺から取り除くことがで

きないので吸い込む量によっては影響を受ける場合があり、吸い込まないようにするとの指示さ

れた通りです。体調などへの影響が心配な場合は医療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜車用洗浄剤の製品化について＞ 車用洗浄剤の一般消費者への販売を検討している。自社製品とし

て販売するにあたり、製品の表示はどうしたらよいか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネッ

トで調べた。<事業者> 

⇒当センターは特定の企業・製品に関連したコンサルティング業務は行っておりません。製品の表

示については、車用洗浄剤として消費者が安全に使用するために、製造販売者に責任が求められ

ます。市場の先行製品を参考にし、業界自主基準等の有無など製品表示の内容を確認されてはい
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かがでしょうか。また、関連の業界団体等にもご確認されてはいかがでしょうか

（https://www.j-chemi.jp/index.html）。 

12)  芳香剤・消臭剤 

◆ ＜車用香りディフューザーの製品化について＞ コンクリートの原料を生産している会社だが、原料

を使い車用香りディフューザーとして一般消費者への販売を検討している。製品として販売するに

あたり、表示などはどうしたらよいか。化学製品ＰＬ相談センターは行政から紹介された。<事業者

> 

⇒当センターは特定の企業・製品に関連したコンサルティング業務は行っておりません。製品の表

示については、芳香剤として消費者が安全に使用するために、製造販売者に責任が求められます。

市場の先行製品を参考にし、業界自主基準等の有無など製品表示の内容を確認されてはいかがで

しょうか。また、関連の業界団体等にもご確認されてはいかがでしょうか。

（https://www.chemicoco.env.go.jp/lifeitem5.html）。 

◆ ＜置き型消臭剤について＞ 市内のコンビニエンスストアに置き型消臭剤の安全性に疑問があると

の投書があった。店から製品の化学成分についての質問を受けている。相談内容によっては化学製

品ＰＬ相談センターに移管しても良いか。<行政> 

⇒製品の化学成分に関する安全性についてはメーカーが責任を持つ事柄であり、正しい使い方、注

意事項を守れば安全性は確保されています。メーカーに確認をされてはいかがでしょうか。使用

されている個々の化学成分については、当センターで確認の上お答えできる場合もあります。 

◆ ＜活性炭の入手方法について＞ 個人宅の倉庫の脱臭に活性炭を使用したい。活性炭を主成分とした

脱臭剤の製品はあるが、製品化したものではなく活性炭だけを購入したい。どこで販売されている

か教えてほしい。<消費者> 

⇒一般の方が事業者用の活性炭を購入して利用することはおすすめできません。活性炭を製品化し

たものは、消費者が安全に使用できるよう設計され、製品表示も検討されています。使用目的に

合わせて、倉庫向けの脱臭剤を検討されてはいかがでしょうか。 

13)  家具 

◆ ＜ＰＵレザー製の椅子の臭いが強くて心配＞ ＰＵレザー製の椅子を購入したが臭いが強い。赤ちゃ

んもいるので心配になり、メーカーにも確認したところ過度に心配する必要はないが念のため換気

をするように言われた。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒ＰＵレザーとはポリウレタン製の合成皮革で、家具以外にも合成皮革として広く使用されている
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素材です。布などの上にポリウレタンを貼り付けた素材のため、原料由来の臭いがする場合があ

ります。換気をすれば時間の経過とともに徐々に臭いは弱くなりますが、臭いの感じ方には個人

差がありますので徐々に弱くなるとしかお伝え出来ません。 

◆ ＜以前購入したテーブルからの成分で体調がすぐれない＞ ２５年前に購入したテーブルから何か

の化学物質が出ているようで体調がすぐれない。メーカーに聞いたところ「２５年前の製品である

ので詳細はわからない。またそのような事例は考えられない」といわれた。保健所や行政機関でも

対応してくれない。化学物質についての相談先として消費生活センターから紹介された。<消費者> 

⇒個々の製品については当センターには情報はありません。体調不良については医療機関を相談さ

れてはいかがでしょうか。 

◆ ＜購入した家具が到着後に体調不良＞ 昨日購入した家具が届いたので、開封し設置したところ、有

機溶剤の臭いが酷く強い。目がかゆく、呼吸も苦しくなり鼻水や咳が出るようになった。自分でも

調べたところ、家具の注意表示には臭いが強い場合があるとは書かれていて、F☆☆☆☆などの表示

もない家具であった。購入店に申し出たところ、返品に応じてもらうことができた。家具の臭いの

規制はどうなっているのか。<消費者> 

⇒新しい家具は、使われている合板・接着剤・塗料などに由来する臭いがすることがあります。家

具の臭いについての法規制はありません。一般的に家具などの臭いは、時間の経過と共に徐々に

軽減していきますが、気にならなくなるまでの期間は、温度・湿度・換気などの設置されている

環境や、使用されている材料、さらに個人の臭いの感じ方などにより異なります。また、F☆☆

☆☆などの表示は、家具の材料についてのものであり、放散量が少ない順に“Ｆ☆☆☆☆”“Ｆ

☆☆☆”･･･などと規格値が決められています。家具全体の化学物質の放散量を示すものではな

く、これらの基準値に適合する材料を使用していることを示しています。臭いの感じ方は個人差

が大きいので臭いの有無を示すものでもありません。 

14)  食品 

◆ ＜食品添加物として記載されているトレハロースについて教えてほしい＞ ほとんどのお菓子に食

品添加物としてトレハロースが記載されている。化学物質には不信感があるが、トレハロースにつ

いて教えてほしい。以前に化学製品ＰＬ相談センターは相談したことがある。<消費者> 

⇒トレハロースは、厚生労働省が使用を認めた食品添加物です。とうもろこしやじゃがいものでん

ぷんを酵素などで分解することで得られた糖質成分で、自然界にも存在します。保湿作用、タン

パク質の変性抑制作用などがあり、食品の素材と良くなじみ、素材の見た目や品質を長持ちさせ

る働きがあります。個々の食品についてはメーカーに確認されてはいかがでしょうか。 



化学製品ＰＬ相談センター           ３．１ ２０２３年度受付相談の具体的内容 

２０２３年度活動報告書                                    （２）「一般相談等」 

 

- 85 - 

 

◆ ＜遺伝子組換え食品の安全性について＞ 海外では遺伝子組換え食品を禁止している国もあるよう

だが、現在スーパー等で販売されている遺伝子組換え食品の安全性はどうなのか。化学製品ＰＬ相

談センターは以前利用したことがある。<消費者> 

⇒日本国内において、流通している遺伝子組換え食品は、食品衛生法及び食品安全基本法で安全性

を確認する必要があります。遺伝子組換え食品の安全性については、消費者庁のウェブサイト「遺

伝子組換え食品 | 消費者庁 (caa.go.jp)」、 

(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/g

enetically_modified_food/) 

厚生労働のウェブサイト「遺伝子組換え食品の安全性に関する審査 (mhlw.go.jp)」 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/idenshi/anz

en/anzen.html) 

に掲載されていますので、参考にされてはいかがでしょうか。 

◆ ＜製造物責任法について＞ 食品の販売業者である。食品をＯＥＭで製造業者に委託し、販売するこ

とを検討している。現在、製造業者との契約で製品に問題があった場合の責任について具体的な内

容を詰めているところである。製造物責任法の観点からのアドバイスをしてほしい。化学製品ＰＬ

相談センターはインターネットで知った。<事業者> 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ

せにはお答えできかねます。製造物責任法については所管する消費者庁(caa.go.jp)から「製造

物責任法の概要Ｑ＆Ａ」、「製造物責任(ＰＬ)法の逐条解説」が公開されていますので、それらを

参考にされてはいかがでしょうか。但し、事業者の個別事案については、「弁護士等の法律の専

門家にお問い合わせください」とあります。 

15)  防虫剤 

◆ ＜忌避剤の安全性について＞ ３年前に化学物質過敏症と診断されている。主成分がフェニルメタノ

ールのスズメバチの忌避剤の使用を検討しているが、製品の安全性について教えてほしい。<消費者

> 

⇒製品の安全性についてはメーカーが責任を持つ事柄であり、正しい使い方、注意事項を守れば安

全性は確保されています。お問い合わせのフェニルメタノールは様々な製品で使用の実績はある

成分ですが、人によってはアレルギーなどを示す場合があります。既に、化学物質過敏症と診断

をされているとのことですので、メーカーに確認した製品の安全性と忌避剤の使用方法としての

安全性について医療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜防虫剤を使用してから体調不良＞ ６ヵ月程前に防虫剤を使用したところ体調不良となった。すぐ
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に廃棄をして、メーカーにも相談したところ「これまで体調不良が継続している事例はない」と言

われた。防虫剤の臭いで体調不良になった時に医療機関に相談をしている。その後換気などはした

が、現在も住まいに防虫剤の臭いが残っている感じもする。また、壁などからも刺激を感じる成分

が出ており、体調不良になっている。解消する方法があれば教えてほしい。化学製品ＰＬ相談セン

ターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒現在も続いている体調不良については、原因を医療機関に相談されることをお勧めします。室内

の臭いについては、換気すれば徐々に弱くなりますので、継続されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜製品の取扱い表示についてのアドバイス＞ 業務用で企業向けに販売している「粘着剤を使用した

防虫トラップ」を一般の消費者向けに販売することを考えている。製造物責任法の観点から、製品

の取扱い表示についてアドバイスをしてもらえるか。<事業者> 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ

せの内容についてお答えできかねます。製造物責任法は消費者庁の所管で、製造物責任法につい

ては、「製造物責任法の概要Ｑ＆Ａ」、「製造物責任(ＰＬ)法の逐条解説」が消費者庁 

(caa.go.jp)から公開されていますのでそれらを参考に法律の専門家に確認されてはいかがでし

ょうか。 

16)  プラスチック製品 

◆ ＜塩ビ樹脂の安全性＞ キッチンのシンクの上に敷いていた塩ビ樹脂製のマットの上に熱いホーロ

ー製のコーヒーポットを置いたところ、焦げて臭いがした。現在、身体に異常はない。マスクはし

ていたが、吸い込んだ場合に発がん性など将来に影響がでることはないか。<消費者> 

⇒塩ビ樹脂は、床材、壁紙なとの建材の他、食品容器、医療機器など幅広く使用されている素材で

す。塩ビ樹脂などが不完全燃焼した際には様々な化学物質が含まれ、有害な成分が発生する可能

性も否定できません。しかしながら、お伺いした状況では、短時間で微量を吸い込んだだけです

ので、身体への蓄積や発がんのリスクに対する影響を過度に心配される必要はないでしょう。体

調に何らかの異常を感じられた際には、医療機関へ相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜トイレの隙間シートからクッションフロアに色移り＞ 「１００円ショップ〇〇製のトイレの隙間

シートを賃貸で住んでいる家のクッションフロアに使用したところ色移りした」との相談を消費者

から受けている。このようなことは起きるのか。<消費生活Ｃ> 

⇒○○のホームページには、製品の注意表示に「床面がクッションフロア（塩化ビニル製）等、材

質によっては色落ち・色移り・変色する場合があります。注意してください」とあります。隙間

シート及びフロアに含まれる可塑剤などの影響により、色素成分が溶出してフロアに色移りする

ことがあります。賃貸物件とのことですので、家主に確認をされることが必要となります。消費
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者への説明の際に参考にされてはいかがでしょうか。 

17)  繊維製品 

◆ ＜６オンスヘビーウエイトＴシャツのお手入れ方法を教えてほしい＞ ６オンスヘビーウエイトＴ

シャツを購入した。長く着たいのでお手入れ方法を教えてほしい。柔軟剤は使ってもいいのか。化

学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 

⇒６オンスヘビーウエイトＴシャツとは繊維を１７０ｇ以上使用した生地が厚めのＴシャツです。

衣類の洗濯表示に従い洗濯し、お手入れをされてはいかがでしょうか。生地の風合いや肌触りを

維持するために適量の柔軟仕上げ剤を使用されることをお勧めします。 

◆ ＜染料が溶け出す衣類の安全性について＞ 「海外品のポリエステル製のベストを購入し、着用前に

洗濯したところ洗濯水に染料が溶け出した。着用して皮膚トラブルなどが起きないか、安全性が心

配である。」と消費者から相談を受けている。メーカーや輸入元などの情報は確認できていない。化

学製品ＰＬ相談センターで対応してもらえるか。<消費生活Ｃ> 

⇒衣料に使用された染料の安全性については、当センターではわからないのでメーカーに確認され

てはいかがでしょうか。お伺いした内容では、着用して皮膚トラブルを起こすかどうかなどの安

全性について回答はできかねます。一般に色の濃い衣類は洗濯などにより色落ちすることはあり、

他の衣類と一緒に洗濯しないなどの注意表示がされている場合があります。 

18)  塗料 

◆ ＜外装塗装後の室内の汚れについて＞ ４日前に玄関扉の外装塗装を施工したが、吹き込んだ塗料の

粉塵が室内に流入して、部屋のあちこちが汚れている。施工業者に問い合わせ、塗料のメーカーは

確認したが、粉塵は掃除などで取り除けば問題ないといわれた。取り除いているが、体への影響が

心配で消費生活センターに相談したところ、成分の安全性について化学製品ＰＬ相談センターを紹

介された。<消費者> 

⇒使用された塗料の安全性については、当センターではわからないのでメーカーに確認されてはい

かがでしょうか。一般に室内に流れ込んだ塗料の粉塵については、掃除機などで集塵または拭き

取ることにより取り除き、肌に触れるまたは、吸い込む量を減らすことで、体への影響は心配さ

れることはないと考えられます。 

◆ ＜住宅の外壁塗装の臭いが強い＞ 住宅の外壁塗装を行ったが、臭いが強く体調がすぐれない。同居

の者はなんともない。施工業者や塗料メーカーに確認したところ２～３日で臭いは気にならなくな

ると言われている。そうなのか。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。<消費者> 
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⇒外壁塗装に使用された塗料には揮発性の溶剤が使われています。すでに確認されているように、

塗装された状況にもよりますが、溶剤が揮発するまでの期間は臭いがする場合があります。但し、

臭いの感じ方には個人差もありますので、臭いが気にならなくなるまでの期間については当セン

ターからは回答できません。臭いが気になる場合は、部屋の換気を行うことで徐々に弱くなりま

すので、試されてはいかがでしょうか。 

19)  柔軟剤 

◆ ＜化学物質によるアレルギーの診断について＞「柔軟剤のニオイで体調が悪くなり受診したところ、

化学物質によるアレルギーの一歩手前であるとの見解で、現段階でははっきりと診断はできないと

言われた。どうすれば診断してもらえるか」との相談を消費者から受けている。化学製品ＰＬ相談

センターを相談窓口として案内してもよいか。<消費生活Ｃ> 

⇒当センターは医療機関ではないので、体調不良の診断について判断はできかねます。体調不良の

原因に関しては、セカンドオピニオンの検討を含め医療機関に相談されるよう伝えてはいかがで

しょうか。 

20)  自動車 

◆ ＜化学物質過敏症について相談したい＞ 車のマフラーに雪が詰まり除去作業をしていたところ、意

識がもうろうとし具合が悪くなった。車の不具合が原因と思い、修理中で代車を使用しているがや

はりめまいなどがして具合が悪くなる。病院には行っていないが化学物質過敏症ではないかと思う。

インターネットで化学物質過敏症かどうか相談できる機関を探していたところ、化学製品ＰＬ相談

センターを見つけた。<消費者> 

⇒当センターは現在の症状が化学物質過敏症かどうかの判断はできません。これまでの経緯を医療

機関に相談することをお勧めします。 

21)  医薬品 

◆ ＜胃腸薬を床で踏んでしまい臭いがとれない＞ 昨日、今日と２日続けて胃腸薬を床で踏んでしまい

臭いが消えない。胃腸薬の性状は、少し湿って柔らかい球状で押しつぶすことができるものである。

メーカーに問い合わせたが、臭いは長く消えないことが考えられ、具体的な対処法はないとの回答

であった。臭いを取り除く方法を教えてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターか

ら紹介された。<消費者> 

⇒一般的に臭いを取り除く方法は、臭いの元を取り除くことと換気をすることです。床に付着して

いる胃腸薬をまず取り除き、床に使用可能な住居用洗剤でふき取ってください。その後、充分に
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換気をされてはいかがでしょうか。 

22)  不明 

◆ ＜物質の特定について＞ 第三者から嫌がらせを受けている。農薬か殺虫剤を周囲に撒かれたようで、

衣類や靴にも付着して、洗濯しても取れずに濡れることでさらに広がっていると思う。無味無臭な

もので、目や皮膚に刺激はないが、かすかに苦味を感じ、口の周りがパサパサする。また、粘膜が

張り付くような感じや胸が痛い感じになる。何度も病院に行っているが、肺に陰があるが悪性では

ないとは言われている。警察にも相談したが、今の状況では何もできないと対応してくれない。ま

ずは撒かれた物質が何であるかを分析機関に依頼するために物質を絞り込みたい。伝えた情報でど

のような物質が考えられるか。<消費者> 

⇒お伺いした情報で物質を特定することは当センターではできません。また、体調に関しての相談

については実際に診断を行う医療機関にご相談ください。身体症状から物質を特定することはで

きかねます。 

◆ ＜隣家から漂ってくる化学物質の影響で体調不良＞ 隣家から漂ってくる化学物質の影響で目に「も

のもらい」ができるなどの体調不良になり健康被害を生じていると思う。使用されている製品が洗

剤なのか殺虫剤なのか、どのようなカテゴリーの製品かは全くわからない。洗剤メーカー○○のお

客様相談室に相談したところ「対応はできない」と言われた。警察に相談し、隣人に伝えてたが解

決はできなかった。どうすればよいか。同様の相談はないか。化学製品ＰＬ相談センターはインタ

ーネットで知った。<消費者> 

⇒当センターは医療機関ではないので、体調不良について判断はできかねます。隣家などで使用さ

れる洗剤や殺虫剤などに含まれる化学物質で体調不良になったとの相談は当センターにも寄せ

られています。体調不良と製品または含まれる化学物質との因果関係について明確にされること

が必要ですので、医療機関へ相談をされることをお伝えしています。 

◆ ＜刺激を感じる物質の分析について＞ 飲食店を経営しており、開業したのは４年前である。半年く

らい前から時々目に刺激を感じると訴えるスタッフが複数人いる。店内の換気をするとよくなるの

で、開店前には目の刺激は解消しお客様からの申し出はない。原因を特定したいが調べてくれる機

関を紹介してほしい。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<事業者> 

⇒当センターから特定の分析機関を相談者に直接紹介することはしておりません。独立行政法人製

品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）のウェブサイトに「原因究明機関ネットワーク総覧」として、

全国の分析機関のリストが掲載されています。 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html） 

こちらを参考にされてはいかがでしょうか。成分の分析機関はありますが、目の刺激などの体調不
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良の原因となる成分が特定されていない状況で成分を調査、分析するのは極めて困難と思われま

す。 

◆ ＜物質の危険性について＞ １年以上前から家の中に何か有害な物質が撒かれていると思っており、

身の危険を感じている。警察にも相談はしている。有害な物質は特定できないが、不安でどの程度

の危険があるかわかるものか。化学製品ＰＬ相談センターは消費生活センターから紹介された。<

消費者> 

⇒お話の有害な物質が不明であるため、当センターとしては回答できかねます。警察に相談されて

いる案件ですので、ご不安を感じている内容を具体的に警察へご報告されてはいかがでしょうか。 

23)  その他 

◆ ＜リンについて消費者に説明することについて＞ 消費者に化学物質としてのリンについて、性質や

化合物をわかりやすく説明する必要がある。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで調べた。

<事業者> 

⇒リンについては、リンの同素体としてマッチなどに使われることやリン化合物として無機リン化

合物としてのリン酸や有機リン化合物としてのリン脂質など多岐に渡る化学物質があります。消

費者には、今回説明する必要のあるリン化合物の性質とリンが様々な化学物質に含まれることを

伝えてはいかがでしょうか。また、個々のリン化合物については、職場の安全サイトにて確認し、

参考にされてはいかがでしょうか。 

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx）。 

◆ ＜ＰＦＡＳ、ＰＦＯＡの情報を見て心配＞ ニュース報道で国内の特定の地域においてＰＦＡＳが検

出されたとの情報が紹介されていた。詳しいことを教えてほしい。化学製品ＰＬ相談センターは以

前相談したことがある。<消費者> 

⇒環境省において３月２８日に行われた「ＰＦＡＳに関する総合戦略検討専門家会議 第２回」に

て報告された内容が公開され、その内容に基づいた報道がされていると思われます。それ以上に

ついては当センターではわかりかねます。詳細については、環境省のホームページを確認されて

はいかがでしょうか。 

（https://www.env.go.jp/water/pfas/pfas_00002.html）。 

◆ ＜製造物責任法に関するアドバイスについて＞ 企業間の製造物責任に関して契約書の具体的内容

を検討している。契約先から製造物責任を負わない場合の契約内容を挙げてきている。契約書の内

容についてアドバイスをしてもらえるか。<事業者> 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ
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せにはお答えできかねます。製造物責任法は消費者庁の所管で、「製造物責任法については、製

造物責任法の概要Ｑ＆Ａ」、「製造物責任(ＰＬ)法の逐条解説」が消費者庁 (caa.go.jp)から公開

されていますので、それらを参考に専門家に確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ＜製造物責任法について＞ 今まで事業で排出していた廃棄物を、費用を払い処理していたが、廃棄

物業者にてその中からリサイクルできるものを取り出すことで有価物として、買い取ることとなっ

た。このような場合、買い取ったものに対して製造物責任法が適用になるのか。消費者庁のホーム

ページの製造物責任法Ｑ＆Ａを確認したがよくわからなかった。消費者庁で確認できるか教えてほ

しい。化学製品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<事業者> 

⇒製造物責任法の所管は消費者庁です。消費者庁のホームページの製造物責任法Q＆Aには、今回の

ような事業者の個別事案については、「弁護士等の法律の専門家にお問い合わせください」とあ

ります。 

◆ ＜ごみ焼却場周辺の安全性について＞ 子供を通わせようと考えている幼稚園の近くにごみ焼却場

がある。焼却時に有害な物質が出るのではないか。子供への影響が心配である。大丈夫か。化学製

品ＰＬ相談センターはインターネットで知った。<消費者> 

⇒ごみ焼却場については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき各自治体で焼却施設が設

置されています。詳しくは、焼却施設または所在地である自治体の担当課にお尋ねになられては

いかがでしょうか。 
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３．２ 相談受付件数の推移等 

（１） 相談者別受付件数の推移 

 
消費者･ 

消費者団体 

消費生活Ｃ･ 

行政 

事業者･ 

事業者団体 

メディア･ 

その他 
合 計 

1995年度 
(実働205日)  50 121 681 66 918 

1996年度 
(実働244日)  116 160 748 56 1080 

1997年度 
(実働239日)  307 222 504 47 1080 

1998年度 
(実働245日)  270 211 476 45 1002 

1999年度 
(実働242日)  276 204 332 45 857 

2000年度 
(実働249日)  350 190 274 50 864 

2001年度 
(実働243日)  333 110 210 41 694 

2002年度 
(実働245日)  242 89 126 28 485 

2003年度 
(実働246日)  275 69 132 32 508 

2004年度 
(実働243日)  219 81 101 25 426 

2005年度 
(実働243日)  224 94 113 20 451 

2006年度 
(実働245日)  178 85 97 19 379 

2007年度 
(実働244日)  164 114 79 9 366 

2008年度 
(実働244日)  134 139 55 11 339 

2009年度 
(実働243日)  108 95 67 14 284 

2010年度 
(実働243日)  69 94 42 17 222 

2011年度 
(実働240日)  85 68 26 6 185 

2012年度 
(実働243日)  86 80 27 4 197 

2013年度 
(実働241日)  119 77 22 3 221 

2014年度 
(実働244日)  89 70 22 0 181 

2015年度 
（実働 244日） 103 69 23 2 197 

2016年度 
(実働240日)  129 79 23 0 231 

2017年度 
（実働 244日） 127 59 25 1 212 
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2018年度 
（実働 244日） 146 53 30 4 233 

2019年度 
（実働 242日） 184 52 35 2 273 

2020年度 
（実働 243日） 276 108 48 0 432 

2021年度 
（実働 242日） 163 52 26 0 241 

2022年度 
（実働 242日） 167 46 21 0 234 

2023年度 
（実働 244日） 152 46 22 1 221 

合 計 5141 2937 4387 548 13013 

 

（２）相談内容別受付件数の推移 

 
事故クレーム 

関連相談 
品質クレーム 

関連相談 
クレーム関連 
意見･報告等 

一般相談等 意見･報告等 合計 

1995年度 
(実働205日)  71 13 0 826 8 918 

1996年度 
(実働244日)  98 8 1 938 35 1080 

1997年度 
(実働239日)  98 21 1 920 40 1080 

1998年度 
(実働245日)  135 13 4 819 31 1002 

1999年度 
(実働242日)  156 23 9 654 15 857 

2000年度 
(実働249日)  194 23 9 628 10 864 

2001年度 
(実働243日)  142 13 10 523 6 694 

2002年度 
(実働245日)  116 6 8 349 6 485 

2003年度 
(実働246日)  149 11 5 339 4 508 

2004年度 
(実働243日)  122 24 5 273 2 426 

2005年度 
(実働243日)  101 35 0 311 4 451 

2006年度 
(実働245日)  99 35 0 244 1 379 

2007年度 
(実働244日)  125 46 0 193 2 366 

2008年度 
(実働244日)  118 50 0 169 2 339 

2009年度 
(実働243日)  90 31 3 160 0 284 

2010年度 
(実働243日)  70 25 1 125 1 222 

2011年度 
(実働240日)  71 22 0 92 0 185 

2012年度 
(実働243日)  90 26 0 81 0 197 
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2013年度 
(実働241日)  96 16 0 109 0 221 

2014年度 
(実働244日)  57 16 8 99 1 181 

2015年度 
(実働244日)  91 7 8 89 2 197 

2016年度 
（実働 240日） 75 25 9 121 1 231 

2017年度 
（実働 244日） 93 24 3 90 2 212 

2018年度 
（実働 244日） 80 26 3 123 1 233 

2019年度 
（実働 242日） 83 31 6 150 3 273 

2020年度 
（実働 243日） 105 27 8 289 3 432 

2021年度 
（実働 243日） 61 31 5 141 3 241 

2022年度 
（実働 242日） 26 17 12 178 1 234 

2023年度 
（実働 244日） 38 16 24 143 0 221 

合計 2850 661 142 9176 184 13013 
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（３）２０２３年度 月別相談受付件数（相談者別） 

 
消費者･ 
消費者団体 

消費生活Ｃ･ 
行政 

事業者･ 
事業者団体 

メディア･ 
その他 

合 計 

4月度 
(実働20日)  

19 3 0 1 23 

5月度 
(実働18日)  

12 2 0 0 14 

6月度 
(実働22日)  

13 7 3 0 23 

7月度 
(実働21日)  

13 3 3 0 19 

8月度 
(実働21日)  

18 8 2 0 28 

9月度 
(実働20日)  

12 6 1 0 19 

10月度 
(実働22日)  

8 5 1 0 14 

11月度 
(実働19日)  

11 1 3 0 15 

12月度 
(実働20日)  

13 3 2 0 18 

1月度 
(実働19日)  

10 4 3 0 17 

2月度 
(実働18日)  

11 2 3 0 16 

3月度 
(実働23日)  

12 3 0 0 15 

合 計 152 46 22 1 221 
 

（４）２０２３年度 月別相談受付件数（相談内容別） 

 
事故クレーム 

関連相談 
品質クレーム 

関連相談 
クレーム関連 
意見･報告等 

一般相談等 意見･報告等 合計 

4月度 
(実働20日)  

4 0 7 12 0 23 

5月度 
(実働18日)  

1 1 0 12 0 14 

6月度 
(実働22日)  

7 2 0 14 0 23 

7月度 
(実働21日)  

4 1 3 11 0 19 

8月度 
(実働21日)  

6 6 3 13 0 28 

9月度 
(実働20日)  

5 2 1 11 0 19 

10月度 
(実働22日)  

2 1 2 9 0 14 

11月度 
(実働19日)  

1 0 1 13 0 15 

12月度 
(実働20日)  

4 1 1 13 0 18 

1月度 
(実働19日)  

0 1 2 14 0 17 

2月度 
(実働18日)  

1 0 5 10 0 16 

3月度 
(実働23日)  

3 1 0 11 0 15 

合計 38 16 24 143 0 221 
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３．３ ２０２３年度の主な対外活動  

（１） 活動報告会 

6月 29日 東京（住友不動産六甲ビル） 

7月 13日 大阪（大阪科学技術センター） 

（２） 関連機関との交流 

6月    23日  消費者庁消費安全課と各ＰＬセンターで実施 

12月     1日  消費者庁消費安全課と各ＰＬセンターで実施 

（３） 関係省庁、消費生活センター、消費者行政担当部門等との交流 

7月 3日 東京都消費生活総合センター訪問 

7月 14日 兵庫県、大阪府茨木市の各消費生活センター訪問 

7月 25日 消費者庁消費者安全課訪問 

8月 2日 国民生活センター商品テスト部テスト第１課訪問  

9月 13日 大阪府大阪市消費生活センター訪問 

9月 13日 日本中毒情報センター大阪中毒110番訪問 

11月 13日 愛知県、愛知県名古屋市の各消費生活センター訪問 

（４） 講師として参加した講演会等 

6月 11日 NACS中国支部アドバイザー研修（32名参加） 

7月 21日 かながわ中央消費生活センター消費生活相談員Web研修（73名参加） 

11月 

11月 

9日 

15日 

名古屋市環境局地域環境対策課市民啓発セミナー（77名参加）      

鈴鹿亀山消費生活センター市民啓発セミナー（13名参加）       

12月 20日 大阪市消費者センター市民啓発セミナー（22名参加） 

12月 21日 東京都江東区区民啓発セミナー（9名参加） 

（５） 情報収集のため参加･聴講した説明会･講演会･イベント等 

6月 6日 消費者志向経営×製品安全セミナー 

9月 6日 ACAP高齢者交通問題に関する交流会 

11月 15日 ＮＩＴＥ講座 事故分析講座 

2月 22日 令和5年度全国消費者フォーラム 

3月 18日 消費者庁新未来創造閃絡本部 成果報告会 
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３． ４ 名簿 

（１） 運営協議会（2023年5月26日、11月6日に開催） 

  当センターの運営について指導･助言を下さる第三者機関です。(敬称略、2024年3月末現在) 

中村 昌允      東京工業大学大学院 特任教授 

有田 芳子     主婦連合会 常任幹事 環境部長 

工藤 操       一般財団法人 消費科学センター 理事 

野田 夜賜重    公益社団法人 全国消費生活相談員協会 週末相談室 主任相談員 

加藤 英仁     日本プラスチック工業連盟 専務理事 

進藤 秀夫   一般社団法人 日本化学工業協会 専務理事 

以上  6名 

（２） サポーティングスタッフ 

  日化協職員および日化協団体会員からなる 14 名の｢サポーティングスタッフ｣の助言のもとに相談対応

にあたっています。 

 隔月（偶数月）にサポーティングスタッフ会議を計 6 回開催し、受付相談事案の対応内容について具

体的に検討しました。(敬称略、2024年3月末現在) 

横山 泰三      塩ビ工業･環境協会 環境･広報部 部長 

上村 達也      化成品工業協会 技術部長 

貴堂 郁      一般社団法人 日本オートケミカル工業会 専務理事 

坪内 春樹      一般社団法人 日本食品添加物協会 常務理事 

福田 守伸   日本石鹸洗剤工業会 広報部長 

金田 俊和   日本接着剤工業会 専務理事 

安達 順之   一般社団法人 日本塗料工業会 製品安全部 部長 

服部 薫       日本ビニル工業会 専務理事 

角田 秀俊      日本プラスチック工業連盟 総務･環境部長 

松淵 定之      農薬工業会 安全広報部長 

深尾 裕治      一般社団法人 日本化学工業協会  常務理事 

池上 英和                  同              広報部 部長 

山縣 義孝               同               広報部 部長 

中山 幸司                 同              化学品管理部 部長 

以上 14名 

（３） ＰＬネットワーク 

 一般社団法人 日本化学工業協会(https://www.nikkakyo.org/)の会員事業者･事業者団体およびそ

の構成事業者･事業者団体により構成しています。 

 

（４） 事務局 

菅沢 浩毅      化学製品ＰＬ相談センター 部長 

日原 薫           同          相談員(非常勤) 
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３．５ 「ちょっと注目」 

◇ 『アクティビティノート』第３１５号（２０２３年５月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

 

先日、総務省統計局から発表された2022年10月1日現在の人口推

計によると日本の総人口は 1億 2494万 7千人となりました。前年に

比べ 55 万 6 千人の減少で 12 年連続して減少しています。一方、65

歳以上の高齢者の人口は、3623 万 6 千人で前年に比べ 2 万 2 千人の

増加で総人口に占める割合は29.0％で過去最高となりました。世界的

にも高齢化率が高い国となっています。１） 

また、高齢者の住環境の生活実態の調査として、消費者庁からイン

ターネットによる 65 歳以上の高齢者を対象として調査も公開されました。２）総人口の約 3 割を占め

る高齢者とその住環境の中で製品を安全に使うための注意点についてまとめてみました。 

 

〇高齢者（N=800）の住環境の生活実態のインターネット調査２） 

高齢者自身の住環境でのケガの経験等を把握するために、全国を対象として下記の調査概要でイン

ターネット調査が実施されました。 

調査期間：2022年9月9日～9月12日 

調査対象者：65歳以上かつ同じ住宅に10年以上居住している者 n=800 

調査対象者割付：3区分（年齢65以上69歳以下、70以上74歳以下、75歳以上） 

2区分（男、女別） 

2区分（居住地域別 東京23区・大阪市・名古屋市、左記以外） 

調査結果が公開されており、高齢者の住環境とその意識が報告

されています。その結果の一部をグラフ１に示しました。同じ住

宅に居住している人数は、20％の方が一人、58％の方が二人でし

た。また、その内訳は配偶者・パートナーが 7 割以上ですので、

高齢者同士の住環境であることが推測されます。対象者に「以前

と比べてご自身の身体について変化を感じること」を項目を上げ

て複数回答を得ています。その結果をグラフ２に示します。 
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「特に変化を感じることはない」と回答した人数の割合は、13％であることから 65 歳以上の高齢

者の83％(その他、無回答を除く)で何らかの身体の変化を感じていることになります。自覚する身体

の変化の複数回答の中では、視覚に関する変化が多くみられます。「小さな文字は老眼鏡がなければ見

づらくなった」61.5％、「暗い場所で物が見づらくなった」40.9％、「すばやく動くものに反応できな

くなった」29.6％、「微妙な色の違いや濃淡が見分けづらくなった」6.0％などです。ついで、運動能

力に関しては「重いものを持つことが苦手になった」34.8％、「手指の力が弱くなった」25.9％、「体

に痛い所があり、動かしにくくなった」24.0％、「階段や段差の昇り降りが苦手になった」24.0％です。

聴覚については、「耳が遠くなり、音が聞き取りづらくなった」21.4％の方が変化を感じていることに

なります。 

 

〇高齢者への製品表示の課題 

製品の表示は誤使用を防ぎ、安全に製品を使用するために記載されています。一方、法や各業界の

自主基準などに基づき表示が促されている内容もあります。必要な情報ではあるのですが、消費者か

ら見ると何に注意するのか判断がしにくい表示もあります。更に高齢者に対しては、記載事項の文字

が小さい場合には読むことが困難となり、読みにくさから誤使用などに繋がり事故を招きかねません。

製品に表示されているからといって、注意を促すことができなれば製品事故を防ぐことはできません。 

高齢者の一人住まいまたは高齢者同士で住んでいる方が多いことが実態と思われます。高齢者が製

品を使用する際には運動能力の低下から握る力が足らずに、「キャップが開封しにくい」、「スプレー

やトリガー製品のレバーが動かせない」など、日々の製品を使用する場面でも自身ではうまく使うこ

とができずに不自由を感じることになります。 

また、製品の良さを伝えるコマーシャルなどにおいても「伝えられる情報が過多でどのような製品

なのか伝わらない」、商品を選択する際に大切な内容であっても「小さな表示や呈示されている時間が

短いため見過ごされてしまう」などが起きてしまいます。 

 

〇製造者への注意喚起 

製造者は、製品に表示しているから良しとするのではなく、消費者、特に人口の3割を占め、その

8 割で身体能力が低下している高齢者に対して、事故防止の観点で製品表示の内容が有効であるかな

ど、住環境での使用状況について情報を集め、検証することがますます大切になっています。 

 

 

【参考にした情報】 

１） 人口推計（2022年（令和4年）10月1日現在）；総務省統計局 

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2022np/index.html 

 ２）住環境における高齢者の安全等に関する調査；消費者庁 

   https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_012/ 

 

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2022np/index.html
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◇ 『アクティビティノート』第３１６号（２０２３年６月発行）掲載  

 

 

 

 

 

先日、アルカリ性の業務用洗浄剤を金属製の容器に入れたこ

とによる破裂事故がありました。類似の破裂事故は 2012 年と

2018年にも発生しています。洗浄剤を専用容器以外に移し替え

ると洗浄剤の成分により、思わぬ事故が発生します。1）2） 

今月度は、洗浄剤等の専用容器以外への移し替えに関して、

特に気をつける必要のある事柄をお伝えします。 

※「洗剤と洗浄剤」：洗浄の主な作用が界面活性剤によるものは「洗剤」、それ以外の酸やアルカリ、

酸化剤等の化学作用によるものは「洗浄剤」と区別されています。 

 

〇アルカリ性や酸性の洗浄剤をアルミ缶にいれると破裂する！ 

発生した事故の概要は、駅の切符自動販売機の脇に業務用のアルカリ性洗浄剤を入れた缶コーヒー

のアルミ缶が置かれ、大きな音を立てて破裂、内容液が噴出したというものです。その場にいた人は

金属缶の破片によるケガと内容液を浴びた化学やけどを受けてしまいました。また、駆け付けた駅員

も内容液で化学やけどを負いました。破裂した容器は、勤務先で使っていた業務用アルカリ洗浄剤を

自宅で使うためにボトル型の缶コーヒー用アルミ缶に移し替えたとのことでした。移し替えた本人は、

過失傷害の疑いで書類送検されています。 

何故、このような事故が起きたのでしょう？業務用の製品は一般家庭用の製品に較べて使用される

要求性能が高く、アルカリ性の業務用洗浄剤では、家庭用では使われない高い濃度の水酸化ナトリウ

ムや水酸化カリウムが使用されて、強いアルカリ性に設計されているものが多くあります。アルミニ

ウムは両性金属といって、酸やアルカリに溶解する性質があります。この時に、水素ガスが発生しま

す。アルミニウムの原子量は約27ですので、1ｇのアルミニウムから1.5（3/2）倍のモル数に相当す

る約1.2L（1g/27g×3/2×22.4L）の水素ガスが発生することになります。 

アルカリ ： 2Al ＋ 2NaOH ＋ 6H2O → 2Na〔Al(OH)4〕 ＋ 3H2↑ 

酸       ： 2Al ＋ 6HCl → 2AlCl3 ＋ 3H2↑ 

今回の事故では、密閉された容器の中に水素ガスが溜まり、缶の内圧が高まり破裂したものと思わ

れます。金属製の容器だから丈夫なのではと考えてしまうかもしれませんが、中味と化学反応を起こ

します。事故が起きたのは、仕事先のアルカリ性の業務用洗剤ですが、酸性洗浄剤でも同様の現象が

起きます。業務用、家庭用を問わず製品の酸やアルカリを示す液性により、アルミニウム製の容器（コ

ーヒーアルミ缶の重量は20～25ｇ）に入れて密封すると、同様の現象を起こす可能性があります。3） 

また、これらの洗浄剤は、皮膚や眼に対する刺激性が高く、噴出した液は皮膚に付着すると化学や

けどを起こす、眼に入ると失明の恐れがある等大変に危険な場合があります。液性がアルカリ性また

は酸性と表示されている製品のアルミ缶への移し替えは絶対に止めましょう。 

〇次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系の製品には他の製品を混ぜない 

紹介した事故事例に限らず、洗剤や洗浄剤などの製品は大変便利な製品ですが、使い方を誤ると思

わぬ事故を起こすことになります。「まぜるな危険」の表示についても注意しましょう。 

 

 

 

次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系の製品（塩素系カビ取り剤、塩素系漂白剤など）の水溶液に酸

性の液体を混合することで塩素ガスが発生することがあります。塩素ガスの毒性により人体への危害

が懸念されます。 

ḵ 
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〇洗剤や洗浄剤の専用容器以外への移し替え使用は厳禁 

それぞれの製品の容器は、内容液の特性や用途に合わせて設計され、材質・強度・機能性等が慎重

に検討され、使用時だけでなく保管時にも安全が保たれるように設計されています。そして、容器に

は商品名に加え、用途、使い方、成分、使用上の注意、応急処置など、その製品にとって重要な情報

が表示されています。専用容器以外に移し替えて使用すると、これらの情報を確認することが出来な

くなってしまいます。移し替えた本人以外は、中に何が入っているのか知り得ませんし、本人も時間

の経過とともに移し替えたことを忘れてしまうこともあり、誤使用や誤飲に繋がることもあります。 

 

使うのは内容液だからといって、“洗剤や洗浄剤の専用容器以外への移し替え使用は厳禁”です。 

 

 

【参考にした情報】 

専用容器以外の移し替えは危険  ～洗剤の事故～ ；東京消防庁 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/241212.pdf 

アルカリ性洗剤とアルミニウム缶の反応実験；東京消防庁 

https://www.youtube.com/watch?v=QC93cd3Yo-k 

気をつけよう暮らしの事故Ⅰ：日本化学工業協会 

https://www2.nikkakyo.org/upload/plcenter/0322_1-3.pdf 

 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/241212.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QC93cd3Yo-k
https://www2.nikkakyo.org/upload/plcenter/0322_1-3.pdf
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◇ 『アクティビティノート』第３１７号（２０２３年７月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

7 月に入り、いよいよ本格的な夏を迎えます。今年も厳しい暑さとなる

ようです。改めて熱中症対策に心掛けましょう。 

 

〇熱中症の実態 

総務省消防庁 から公開されている2022年度に5～9月の5ヶ月間にお

ける熱中症で救急搬送された方の人数は、71,029名です。そして、熱中症

になった年齢内訳と発生場所をグラフにすると下記のようになります。１）２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急搬送された年齢の内訳では、全体の54.5％（38,725名）が65歳以上の高齢者です。また、熱

中症の発生場所については、住居内での発生が39.5％（28,064名）を占めているのが実態です。 

 

〇熱中症とは 

ある年齢以上の方には「日射病」の呼び方が、なじみがあるかもしれません。現在は熱中症と呼ば

れています。人は恒温生物で体温を37℃前後に保つことで、生命を維持しています。体温を一定にす

るために皮膚へ血液を送り放熱しています。そして、皮膚表面から汗をかくことで水分の蒸発熱を利

用して熱を体の外に逃がしています。外気温が高くなる、湿度が高くなると人によっては、体の外に

熱を逃がすことが十分に行うことができなくなることがあります。これが熱中症です。熱を体の外へ

逃がすことができなる要因としては様々考えられますが、水分が不足して汗をかくことができない、

暑さ自体を感じにくくなる、体調不良などがあげられます。 

体温調節機能が衰える高齢者と未発達な思春期前の子どもには特に注意する必要があります。 

 

〇暑さ指数を熱中症予防の目安に 

暑さ指数(WBGT)は、Wet-Bulb Globe Temperature（湿球黒球温度）の略称で、3種類の測定値（黒

球温度、湿球温度及び乾球温度）をもとに算出されます。３） 

. GT:Globe Temperature  

黒色に塗装された薄い銅板の球（中は空洞、直径約 15cm）の中心に温度計を入れて観測します。

黒球の表面はほとんど反射しない塗料が塗られています。この黒球温度は、直射日光にさらされた

状態での球の中の平衡温度を観測しており、弱風時に日なたの体感温度と良い相関があります。 

２.湿球温度（NWB:Natural Wet Bulb temperature） 

水で湿らせたガーゼを温度計の球部に巻いて観測します。温度計の表面にある水分が蒸発した時の
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冷却熱と平衡した時の温度で、空気が乾いている時ほど、気温（NDB：乾球温度）との差が大きく

なり、皮膚の汗が蒸発する時に感じる涼しさの度合いを表します。 

３.乾球温度（NDB:Natural Dry Bulb temperature） 

通常の温度計を用いて、そのまま気温を観測します。 

 

暑さ指数(WBGT)の算出式 

屋外での算出式：WBGT＝0.7×湿球温度（NWB）＋0.2×黒球温度（GT）＋0.1×乾球温度（NDB） 

屋内での算出式：WBGT＝0.7×湿球温度(NWB)＋0.3×黒球温度(GT) 

日常生活の中で暑さ指数を基準にして、熱中症の予防を積極的に行いましょう。 

 

ṕWBGTṖ 

  

 

ṕ31 Ṗ 

  

 

 

ṕ28 31 Ṗ 

 

 

ṕ25 28 Ṗ 

 

 

 

 

ṕ25 Ṗ 

  

 

 

〇熱中症警戒アラートを活用して熱中症対策を 

環境省から、熱中症を未然に防止するため全国約840地点における暑さ指数（WBGT）の実測値と

予測値をホームページにて公開しています。４）そして、前日の 17:00 及び当日 5:00 頃に暑さ指数が

33 を越えると予測された場合には、「熱中症警戒アラート」が発表されます。発表された場合は、熱

中症リスクの高い高齢者の方に声掛けをするなど、普段以上に熱中症への予防に心がけましょう。激

しい運動を控え、エアコンなどを適切に使い、暑さを避けるようにしましょう。また、のどが渇く前

に水分の補給を積極的に行いましょう。 

 

【参考にした情報】 

１）総務省消防庁 HP「熱中症情報」より 

https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html 

２）熱中症の 4 割が『おうち』で発生；製品評価技術基盤機構 

 https://www.nite.go.jp/data/000146829.pdf 

３）暑さ指数(WBGT)について：環境省 

https://www.wbgt.env.go.jp/doc_observation.php 

４）全国の暑さ指数(WBGT)の実況と予測：環境省 

https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php 

 

https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
https://www.nite.go.jp/data/000146829.pdf
https://www.wbgt.env.go.jp/doc_observation.php
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php
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◇ 『アクティビティノート』第３１８号（２０２３年８月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

厳しい暑さが続いています。先日、保冷剤について相談がありました。最近、

街中でよく見かけるリング状で首周りに装着するタイプの保冷剤です。子ども

やペットが中味をかじった時の安全性についてのお問合せでした。 

暑い時期に大活躍する保冷剤について、気をつける必要のある事柄をお伝え

します。 

 

〇リング状で首周りに装着するタイプの保冷剤１） 

首周りに使われるリング状の保冷材には PCM と呼ばれる素材が使用されている製品がほとんどで

す。PCMとはPhase Change Materialsで相転移物質の略となり、水も該当します。0℃以下では固

体の氷に、0℃で氷から水となり液体に、そして100℃で水から水蒸気である気体にそれぞれ相転移し

ます。リング状の保冷剤に使われるPCMは、28℃以下で凍結し固体になります。そして凍結した28℃

で融解し、解けるまでその温度を維持することになります。リング状の保冷剤を首に装着すると体表

面温度より約5～10℃低い28℃の状態で、首周りを冷やし続けることになります。氷のように0℃で

はないので肌に触れても冷えすぎる事もなく、結露もし難いので衣類を濡らすこともありません。製

品の大きさや使用される環境にもよりますが、2 時間程度は 28℃を保つ製品が多いようです。また、

28℃以下で再凍結するので繰り返し使用することも可能です。 

PCM に使用されている素材は、ノルマルアルカン類で構造式は下記となります。 

          CH3－(CH2)n-2－CH3 

ノルマルアルカン類の融点は炭素数によって以下のように変化します。 

ノルマルアルカン類は、パラフィンと呼ばれること

もあり、ろうそくなどにも使われている成分です。融

点以下では白い半透明な固体です。そのままでは、首

に密着して装着することもできないので、冷たさは感

じにくくなります。保冷剤の PCM 用素材にするため

には、ノルマルアルカン類を微粒子の乳化物の状態と

し、ゲル状にすることで首周りに密着させ装着するこ

とができるようになりました。また、使用状況にもよ

りますが、乳化エマルジョンが分離しなければ、ある

程度の繰り返し使用も可能となりました。製品につい

ては、ノルマルアルカン類を複数組み合わせ、その他

にも乳化剤、増粘剤などを配合することで製品化され

ています。製品の注意表示にも記載されていますが、

中味が目や口に入った場合は、水で洗い流し、直ちに医師に相談をしてくだい。 

〇冷蔵・冷凍の食品を持ち返る時の保冷剤 

小袋に入れられた保冷剤が冷蔵・冷凍の食品を持ち返る時に添付されることがあります。この小袋

は、水が主成分の保冷剤がほとんどで、冷えた状態では固いハードタイプのものと、冷えた状態でも

柔らかいソフトタイプのものがあります。いずれもおむつなどにも応用されている水を吸い取る吸水

ポリマーが使われていて、自重の50倍以上の水を含ませることができます。ソフトタイプには、0℃

以下でも凍らないようにエチレングリコールやプロピレングリコールなどが加えられているので、ソ

フトタイプは食品に容器に合わせて変形できるメリットがあります。但し、エチレングリコールやプ

  ṕṹṖ 

C12H26  -12 

C13H28  -5 

C14H30  6 

C15H32  9.9  

C16H34  18 

C17H36  21 

C18H38  28-30 

C19H40  32-34 

C20H42  36.7  

C21H44  40.5  
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ロピレングリコールは、誤飲による中毒が報告されている物質です。小袋の中味を食品にかける、載

せるなど食品の一部と間違え食べてしまう事故がありましたので注意が必要です。２） 

また、冷凍の食品を持ち返る時には、ドライアイスが使われることが

あります。ドライアイスは、二酸化炭素を固体にしたもので、固体から

直接気体になります。作り方は、急冷して雪状にした二酸化炭素を高圧

（137 気圧）下で押し固めて製造をします。二酸化炭素の分子量は 44

で、ドライアイスの比重は 1.56 です。一辺 3cm 程の立方体（27mL）

のドライアイスの重さが約 44g となりますので、これが気化すると

22.4L の二酸化炭素ガスになります。ドライアイスを「密閉する容器に

入れる」、「袋の口を閉める」ことにより破裂をする可能性があるので厳

禁です。また、ドライアイスは-78.5℃の固体ですので、皮膚に触れると低温やけどとなります。取り

扱いには注意が必要です。 

 

特に子どもや認知機能が低下した高齢者には、周りの方の注意が必要です。保冷剤は、取り扱いに

注意しながら上手に使って暑い夏を乗り切りましょう。 

 

 

【参考にした情報】 

１）ノルマルパラフィンエマルション型潜熱蓄熱材料；HARIMA Quarterly,No.88,2006,p15-17 

２）保冷剤の誤飲事故に注意しましょう！：中毒情報センター 

 https://www.j-poison-ic.jp/report/horeizai202306/ 

 

https://www.j-poison-ic.jp/report/horeizai202306/
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◇ 『アクティビティノート』第３１９号（２０２３年９月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

新しく購入したベッドや本棚などの家具から刺激のある臭いが

感じられ、目がチカチカする、咳が出る、息苦しい、頭痛やめま

いがするといった相談を受けることがあります。このような時は、

家具の木質材料にホルムアルデヒドが含まれている可能性を疑う

必要があります。 

 

〇ホルムアルデヒドとは 

ホルムアルデヒドは刺激臭のある無色の気体で、合板、パーティクルボー

ドなどの木質材料を製造する際に接着剤として使われる尿素（ユリア）系樹

脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂の原料に使われている場合があります１）

２）３）。木質材料の製造条件によっては未反応のホルムアルデヒドが残留し、

家具として製品になった後も家具に使われている木質材料から放散されるこ

とがあります。人体への急性毒性は、濃度によって粘膜への刺激性があり、

蒸気は呼吸器系、目、喉などの炎症を引き起こすことがあります。 

住環境におけるホルムアルデヒドの室内空気中への放散によって、シックハウス症候群の原因とな

ることがあり注意が必要です。 

 

〇シックハウス症候群 

建材や家具等から放散する化学物質などによる室内空気汚染等と、それによる健康影響が指摘され、

「シックハウス症候群」と呼ばれています。その症状は、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥、吐

き気、頭痛、湿疹など人によってさまざまです。 

住宅の高気密化・高断熱化などが進み、有害な化学物質の室内濃度の上昇が起こりやすくなってい

るほか、湿度が高いと細菌、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。それだけではなく、一般的な石油

ストーブやガスストーブからも一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物などの汚染物質が放出されます。

たばこの煙にも有害な化学物質が含まれています。 

シックハウス症候群は、それらが原因で起こる症状です。人に与える影響は個人差が大きく、同じ

部屋にいるのに、まったく影響を受けない人もいれば、敏感に反応してしまう人もいます。 

 

〇新たに家具を購入する際には･･･ 

家具から放散する化学物質を規制す

る法律は特にありませんが、日本農林規

格（ＪＡＳ）や日本産業規格（ＪＩＳ）

で、合板･塗料･接着剤などのホルムアル

デヒドの放散量についての規格が定めら

れています。４） 

 ṕmgṊỗṖ ṕmgṊỗṖ 

ốẄẄẄẄ 0.3  0.4  

ốẄẄẄ 0.5  0.7  

ốẄẄ 1.5  2.1  

ốẄ 5.0  7.0  

 

 

 

JAS  
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家具については、ＪＡＳ・ＪＩＳにて、合板･繊維板･パーティクルボード･

接着剤には“Ｆᵕᵕᵕ ”ᴗまたは“Ｆᵕᵕ ”ᴗのものを、また塗料を使用する場合は

ホルムアルデヒドを含まないものを使い、シックハウス対策指針に基づき、消

費者に対して室内環境に配慮した家具であることの明示を目的に、｢室内環境配

慮マーク｣が表示されています。５）家具等の購入に際して参考にされるとよい

でしょう。更に、家具を購入する際は、材質や加工方法等についてできるだけ

詳しい情報を販売店等に問い合わせるとともに、臭いや化学物質に特に敏感な

人は、できれば直に現物を確認した上で購入する方がよいでしょう。 

 

これらの表示は、個々の家具を選ぶ際の目安です。住居内の他の家具や住居全体のホルムアルデヒ

ドの放散量はわかりません。住居には、壁紙・建材・塗料などに含まれる有機溶剤類や樹脂素材の添

加剤など、ホルムアルデヒド以外にも臭いの原因となる化学物質による汚染も考えられます。 

また、シックハウスの原因については、化学物質以外にもダニやハウスダストなどさまざまな原因

物質があり、更に感じ方や感受性には個人差があり、人によっては微量の物質に過敏に反応してしま

うこともあります。それぞれの症状と原因を確認しながら対策をとるようにしましょう。 

 

 

【参考にした情報】 

１）シックハウス対策のページ；厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124201.html 

２）「健康な日常生活をおくるために：シックハウス症候群の予防と対策」；厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000879983.pdf 

３）建築基準法に基づくシックハウス対策について；国土交通省 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html 

４） 合板の日本農林規格；農林水産省 

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_53.pdf 

５） 実施事業 環境対策事業；(一社)日本家具産業振興会 

https://jfa-kagu.jp/about/ 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124201.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000879983.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_53.pdf
https://jfa-kagu.jp/about/
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◇ 『アクティビティノート』第３２０号（２０２３年１０月発行）掲載 

 

 

 

 

 

食品には、安全においしく食べられる期間があり、袋や容器に「消費期限」

か「賞味期限」のどちらかが表示されています。買い物をする時や家の冷蔵

庫の中にある食品を確認し、「消費期限」や「賞味期限」の違いを知り、いつ

まで食べられるか確かめるようにしましょう。 

食品の期限は、「袋や容器を開けていない状態」で、表示されている「保

存方法」を守って保存すると、「いつまでその食品を食べることができるの

か。」ということを意味しています。但し、どんな食品でも袋や容器を開けて

しまうと品質が悪くなるので、一度開けた食品は、早めに食べきりましょう。 

 

〇「消費期限」と「賞味期限」１）２） 

食品の中には、「消費期限」や「賞味期限」が表示されているものがあります。 

消費期限(use by date)：袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存した場合、表

示された「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のことです。品質が早く悪くなる（いたみやすい）

食品に表示されています。 

賞味期限(best-before)：袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存した場合、表

示された「年月日」または「年月」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のことです。

消費期限のある食品に比べ、品質の変化が遅い（いたみにくい）食品に表示されています。製造日か

ら 3 ヶ月以上賞味期限がある食品は、「年月」で表示されることもあります。賞味期限を過ぎても、

すぐに食べられなくなるわけではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品の中には、保存温度が決められている食品があります。-15℃以下の冷凍食品、4℃以下の冷蔵

が必要なチルド保管の食品、10℃以下の冷蔵保管が必要な食品などがあります。個々の食品の特性に

十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を評価するため客観的な指標「理化学試験：食品の性状を

測定して評価」、「微生物試験：人に影響を与える微生物の菌数」、「官能検査：人による視覚・味覚・

嗅覚などの評価」等に基づいて食品メーカーによってそれぞれの食品の特性を考えながら期限が設定

されています。 

食品の期限は、消費者の元に届くまでの輸送や保管のための様々な工夫によっても大きく変わりま

す。例えば、食品を包装する袋や容器の密閉性を上げる、食品の変化を抑える添加物を適切に使うこ

 

 

 

  
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



化学製品ＰＬ相談センター                                                ３．５ 「ちょっと注目」                  

２０２３年度活動報告書                                  食品の消費期限と賞味期限 

- 109 - 

 

とでも安全に食べられる期間を延ばすことができます。 

 

〇食品ロスを防ぐために３） 

日本は2000年度と比較して、2030年度には食べられるのに捨てられている食品量、食品ロスを半

減することを目標に掲げており、2021年までの10年間の食品ロスの推移が公開されています。 

2021 年度の事業系の食品ロスは 279 万トンですが、家庭系の食品ロスは 244 万トンとなっていま

す。10年間で継続して減少はしているものの、更に食品ロスを減らす試みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の食料自給率は2022年度では、カロリーベースで38％、生産額ベースで58％と諸外国に比較

して低く、食料の多くを輸入に頼っています。日々の生活の中でできること「消費期限」や「賞味期

限」を確認しながら計画的に食べることを考え、食品ロスを減らすようにしましょう。 

10 月は「食品ロス削減月間」、10 月 30 日は「食品ロス削減の日」です。食品を無駄に捨ててしま

うことも減らせば、地球の環境を守ることにもなります。キーワードは「もったいない」です！ 

 

 

参考にした情報 

１）子どもの食育 食べ物のこと「消費期限と賞味期限」：農林水産省 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html 

２）「食品の期限表示」：消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/expiration_date/pdf/syokuhin

375.pdf 

３）食品ロス削減ガイドブック(令和5年度版) ：消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/assets/20

23_food_loss_guide_book.pdf 

 

 

279  

ṕ Ṗ 

 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/expiration_date/pdf/syokuhin375.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/expiration_date/pdf/syokuhin375.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/assets/2023_food_loss_guide_book.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/assets/2023_food_loss_guide_book.pdf


化学製品ＰＬ相談センター                                                 ３．５ 「ちょっと注目」                  

２０２３年度活動報告書                                EC（電子商取引）の現状と課題 

- 110 - 

 

◇ 『アクティビティノート』第３２１号（２０２３年１１月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

スマホさえあれば、何でも購入できる時代です。先日、経済

産業省から2022年度の日本国内のEC（電子商取引）の市場実

態が公開されました。BtoC-EC（消費者向け電子取引）の市場

規模は22.7兆円（前年比9.91％増）にのぼります。１） 

一方で、重大製品事故に占めるインターネット通販で購入し

た製品の件数は、2022 年度において経済産業省に 103 件が報

告されています。EC を使うことで便利に何でも購入できます

が、購入の際には注意が必要です。 

 

〇EC市場の経年推移と現状 

経済産業省から2022年（令和4年）のBtoC-ECの市場規模と2013年からの市場推移が公開され

ています 1）。グラフ中のEC化率とは、BtoC即ち消費者向け商取引の市場全体を分母として、BtoC-EC

の市場規模を分子にして EC化率は算出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年は、前年の 20.7 兆円から前年比 109％となっています。市場規模は、物販系分野、サービ

ス分野、デジタル分野、別に報告されています。サービス分野は、「旅行」「飲食」「チケット販売」「金

融サービス」「理美容サービス」「フードデリバリーサービス」などで、デジタル分野は、「電子出版（電

子書籍、電子雑誌）」「有料音楽配信」「有料動画配信」「オンラインゲーム」などとなります。新型コ

ロナウイルス感染症の拡大による2020年から2021年は大きな変化があり、EC化率が増加していま

す。また、サービス分野は、大幅な減少から2022年は6.1兆円で133％と大きく回復しています。 

ECṕ Ṗ  

 (BtoC-EC)  

20.7  

22.7 

11.2 

ṕṾṖ 
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市場規模の6割以上となる14.0兆円を占める物販系分野について注目すると 

 

 

BtoC-ECにおける物販系分野の市場規模の大きい順には、「食品、飲料、酒類」が20％で2.8兆円、

「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」が18％で2.6兆円、「衣類・服飾雑貨等」が18％で2.5兆

円、「生活雑貨、家具、インテリア」17％で 2.4 兆円となります。一方、EC 化率が 20％を越えてい

る物販系分野は、「書籍、映像、音楽ソフト」が 52％、「生活家電、AV 機器、PC・周辺機器等」が

42％、「生活雑貨、家具、インテリア」が30％、「衣類・服飾雑貨等」が22％で、それ以外は10％を

越えていません。今後も、市場規模とEC化率はともに伸長していくことが予想されます。 

 

〇EC市場の課題 

 重大製品事故に占めるインターネット通販で

購入した製品による事故の割合についての報告
２）から、2022年は、1023件の重大製品事故の

件数のうちインターネット通販で購入した製品

による報告が103件（10％）ありました。 

 2020 年 7 月には経済産業省からネットモー

ル等運営事業者に向けて「消費生活用製品安全

法等の規制対象製品に係る法定表示の確認等の

要請について」が発出されています。 

更に、関係省庁と主要なオンラインプラットフォーム運営事業者が協力し、2023年6月29日から

日本版「製品安全誓約」を自主的に策定しました。オンラインプラットフォーム上でリコール製品や

安全でない製品が取引されることを防ぎ、消費者へのリスクを減らし保護することを目的にした取組

みです。 

インターネット通販で製品を購入する際には、すぐに手に入れられる、値段が安いなどで製品を選

択するのではなく、良く確かめてから製品の購入をするようにしましょう。 

 

参考にした情報 

  

 https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220812005/20220812005.html 

２）製品安全行政を巡る動向：経済産業省 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/seihin_anzen/pdf/010_01_00.pdf 
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◇ 『アクティビティノート』第３２２号（２０２３年１２月発行）掲載 

 

   

 

 

 

 

年末が近づいてきました。家の中を片付ける機会も増え

てきます。戸棚の奥や倉庫から古い化粧品や洗剤などの製

品などが出てくることがあります。化学製品 PL 相談セン

ターにも「出てきた化粧品は使えるのか」「古い洗剤なのだ

が廃棄するにはどうしたらよいか」などのご相談がありま

す。家庭で使われる化学製品の使用期限や廃棄の方法につ

いてまとめてみました。 

 

〇製品の使用期限 

家庭で使われる化学製品の使用期限は、その製品がどのような種類かによって、使用期限が異なり

ます。まず、製品がどの種類の製品であるのかを製品の表示で確認することが大切です。 

 

・医薬品や医薬部外品の一部 

製品を未開封で室温に保存した場合、メーカーが製品の品質を保証す

る期間として使用期限が書かれています。使用期限が過ぎてしまった製

品は、製品の効能や効果をメーカーが保証することができなくなってい

ます。使用することは止めましょう。 

 

・医薬部外品の一部や化粧品 

製品を未開封で適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品

質が安定であることが確認されている場合は、使用期限を表示する必要

はないとされています。3 年経過したらすぐに使えなくなることはあり

ませんが、製品を使用することはお勧めできません。 

 

・洗剤や洗浄剤などの家庭用品 

製品を未開封で室温に保管した場合、少なくとも3年以上品質に変化

が無いことをメーカーで確認しています。3 年経過したらすぐに使えな

くなることはありませんが、なるべく早く使い切りましょう。 

 

製品には使用期限が記載されておらず、いつ購入したのかわからない製品については、製品に記載

されている製造記録番号を調べ、メーカーに問い合わせると製品の製造日がわかることがあります。

製造日から3年経過した製品かを判断するのが使用期限の目安です。 

いずれの製品も未開封で室温に保管した場合においての使用期限です。使いきれない量の製品を購

入して保管することは止めましょう。その都度使用できる量を購入し使い切るようにして、製品を無

駄に廃棄することを防ぎましょう。 
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〇製品の廃棄 

製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ出しルールを確認してみましょう。また、廃棄の

仕方がわからない場合は、相談先（清掃事務所等）を案内していることもあります。各地方自治体に

よって清掃工場の設備や収集方法が異なりますので確認が必要です。 

製品が使いかけで少量が残っているような場合は、新聞紙や古い布などに浸み込ませてゴミ出しル

ールに従って廃棄してください。この場合には他の製品と混ざらないように注意しましょう。 

どうしても使い切れない製品が複数本残ってしまっている場合は、お住まいの地域の自治体にご相談

ください。 

 古いエアゾール製品を廃棄する際には特に注意が必要です。廃棄方法の基本は、「必ず中身を使い

切ってから、お住まいの地域のゴミ出しルールを守ってゴミに出す」ことです。その際に注意すべき

点としては、製品を使い切った後、少量残っている可燃性ガスまで完全に抜き切ってからゴミに出す

ことです。エアゾール製品をゴミに出す際の手順は、下記のようになります。 

  

  

  

  

缶の穴あけは、特に中身やガスが残った状態で行うと噴出や引火の原因になり危険です。 

最近のエアゾール製品には、残ったガスを楽に、かつ安全に抜くことができるようにガス抜きキャ

ップが装備されています。中身を使い切った上でこれを利用し、残ったガスまで完全に抜き切るよう

にしましょう。エアゾール製品の廃棄方法やガス抜きキャップの使い方については、日本エアゾール

協会のホームページに分かりやすい紹介がありますので参考にされるとよいでしょう。１）２） 

 台所のシンクや洗面台の流しは、水が流れることから噴射ガスも一緒に流れると考えてはいません

か。可燃性ガスは、低い場所に滞留することになり、火の気があると発火する危険があります。ガス

抜きキャップを使い、抜き切る時の場所も重要です。必ず「風通しが良く、火気のない屋外で」行っ

てください。 

 

 

【参考にした情報】 

１）正しい捨て方；一般社団法人 日本エアゾール協会 

https://www.aiaj.or.jp/safety/dispose/ 

２）ガス抜きキャップの使い方；一般社団法人 日本エアゾール協会 

https://www.aiaj.or.jp/safety/lid/ 

 

https://www.aiaj.or.jp/safety/dispose/
https://www.aiaj.or.jp/safety/lid/
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◇ 『アクティビティノート』第３２３号（２０２４年１月発行）掲載 

 

 

 

 

 

「エシカル消費」をご存知でしょうか。2023年の10月に消費者庁にて

全国の 15 歳以上の男女 5,000 人を対象に「エシカル消費」を中心にした

消費生活意識調査がインターネットで行われ、その結果が公開されました。

新しい年を迎え、今年の目標に「エシカル消費」を掲げてはいかがでしょ

うか。資源には乏しい日本でも、「もったいない」は世界に通用するキーワ

ードです。「エシカル消費」についてまとめました。 

 

〇エシカル消費とは１） 

エシカル（ethical）とは日本語では「倫理的な」と訳されます。消費者それぞれが、各自で社会的

課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うことで、地

域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動とされています。 

人・社会への配慮 

毎日消費している身の回りの食品や製品には、原材料が作られ、加工され、私たちの手元に届くま

でにたくさんの人が関わっています。チョコレートの原料であるカカオや衣類の材料であるコットン

（綿）などの原材料の多くを生産する発展途上国には、安い賃金で働き十分に生活することができず、

貧困に苦しむ人たちがいます。その中には、労働者として働き、学校に通えない子どもが多くいるの

も事実です。また、障がい者が働く施設では、日用品などが製作されていますが、まだ多くの消費者

にその実態が認知されているとはいえません。そして、その結果として障がい者の多くが、安い工賃

で働いているという実態があります。商品やサービスの裏に隠された物語に、思いを巡らせてみませ

んか？人・社会に配慮された商品を見つけて、選んで購入することで、より多くの人が持続可能な生

活を送ることができるようになります。 

地域への配慮 

遠方で生産・製造された食材や商品がインターネットを通じて、「簡単」、「便利」に購入できるこ

とは魅力的ですが、「地域の振興」もお買物では大事な視点の一つです。地元の本屋さん、電器屋さん、

肉屋さんなどでお買物をしてみませんか？地元の食材を「選ぶ」ことや地元のお店で商品を「買う」

ことは、地元を「応援する」ことにつながります。 

環境への配慮 

「地球」というスケールで社会を考えると、大量生産・大量消費・大量廃棄の暮らしによって、地

球温暖化や海洋汚染などが発生し、生態系が破壊され、エネルギー資源が減少し、異常気象による農

作物への被害などが深刻化しています。日々の暮らしの中で、「もったいない」と思うことは何です

か？地球環境の現状や問題を「自分には関係ない遠い話」と見過ごすのではなく、より良い未来に向

かって、一歩を踏み出しましょう。 

みんなで支え合う社会へ 

一人一人が、思いやりを持った消費行動を心掛けて、商品が届くまでの背景や廃棄された後の影響

を考え、そこにある課題を知り、その解決につながるようなモノやサービスを利用することが、次の

世代へバトンをつないでいく私たちの役割です。 

 

ᶡᶂᵾᵣᶉ  r
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〇エシカル消費の認知度２） 

「エシカル消費」という言葉に対する認知

度については、年代別で大きな差があります。

全体では「言葉と内容の両方を知っている」

の回答は 8.6％でしたが、年代は 10 代

（14.6％）と一番高く、次いで30代（11.5％）、

20代（10.7％）でした。一方、40代では8.9％

となり、60 代（8.8％）、50 代（7.8％）、70

代（5.1％）と認知度に大きな違いがあります。 

 

〇エシカル消費につながる商品・サービスを購入した経験 

右図のとおり、エシカル消費

につながる商品・サービス製品

を購入した経験では、「リサイ

クル製品」が 34.5％、「地産地

消・地元の製品」が30.5％、「省

エネ・CO2削減製品」が23.9％

となりました。しかしながら、

「古着の購入」、「エコカー」、

「障がい者自立支援につながる

製品」など多くの項目は20％に

届かないのが現状です。  

個々の項目ごとに様々な事

情があり、購入につながってい

ない現状ではありますが、エシ

カル消費につながることをより、

認知されるように啓発が必要な

項目もあります。また、「特にな

し」との回答が37.5％になって

いることも大きな課題です。 

 

〇エシカル消費へ 

私たち一人一人が、社会的な課題に気付き、日々のお買物を通して、その課題の解決のために、自

分は何ができるのかを考えてみること、これが、エシカル消費の第一歩です。「もったいない」を考え

ながら、消費と社会のつながりを「自分ごと」として捉え、世界の未来を変えるために、今から行動

しましょう！ 

 

【参考にした情報】 

１）エシカル消費とは；消費者庁 

https://www.ethical.caa.go.jp/ethical-consumption.html 

２）「令和5年度消費生活意識調査(第3回)」の結果について；消費者庁 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/035270/ 

 

https://www.ethical.caa.go.jp/ethical-consumption.html
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◇ 『アクティビティノート』第３２４号（２０２４年２月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省から「2022年度 家庭用品に係る健康被害の年次とりま

とめ報告」が公開されました。１） 

身の回りの家庭用品について、「皮膚障害」と「吸入事故等」の 2

分野に分けてまとめられています。報告内容を紹介しながら、改めて

家庭用品で注意をする点を確認しましょう。なお、報告にもあります

が、 原則として製品設計上、想定された範囲での使用に伴う健康被害

を対象としています。明らかな誤使用や小児の誤飲・誤食等の明らか

に使用する側に要因があると考えられる事例は、含まれていません。 

 

〇皮膚障害に係る報告 

皮膚障害は 25 件で、家庭用手

袋などの非金属製品による健康被

害の事例が 17 件を占めました。

水仕事をする場合、手指の保護の

ため手袋を着用することはとても

大切です。一方、個人の体質や手

袋の素材によってアレルギー性接

触皮膚炎を発症する場合があり、

はじめは軽度な皮膚障害であって

も、使用を継続することで、皮膚

障害が悪化してしまうことがあり

ます。 

金属による皮膚障害の報告は 8

件で、2021年度の36件から大き

く減少しました。製品別にネック

レス(3 件)、ピアス(2 件)、ビュー

ラー(1 件)、楽器（1 件）、携帯ス

トラップ首掛け（1 件）です。パ

ッチテストにより、硫酸ニッケル、

金チオ硫酸ナトリウム、塩化コバ

ルトのいずれか又は複数に陽性を

示す事例が報告されています。 

金属による皮膚障害は、製品から溶け出した金属成分が皮膚に接触して発症すると考えられます。

そのため、衣服の上から身に着ける事でも、回避できると考えられます。また、夏場や運動時等の汗

を大量にかく場合には、金属製品を体から外すことなども有効です。 

アレルギー性の接触皮膚炎については、原因を取り除かなければ解決しません。専門の医師に相談

2022   

 

ẑể ( Ṗ Ễ ể ể 

ẑỄ Ḳ 3  
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することで原因を特定し、皮膚に直接触れないように注意することが必要です。 

〇吸入事故等に係る報告 

吸入事故等は56件で、洗浄剤（住

宅用・家具用）が 14 件、芳香・消

臭・脱臭剤が6件でした。 

成分別では、次亜塩素酸塩類を含

む製品が12件で、6件がカビ取り剤

でした。次亜塩素酸ナトリウムが主

成分の塩素系洗浄剤は、特有な臭い

があり、その臭いに過敏な人もいま

す。使用時には、必ず換気をしまし

ょう。また、塩素系洗浄剤と「酸性

タイプ」と表示のある製品が混ざる

と、塩素ガスが発生し、危険なため、

『まぜるな危険』の表示がされてお

り、表示を守り使用することが必要

です。そして、スプレータイプのカ

ビ取り剤は、保護用のメガネ、手袋、

マスクをする等の使用前の準備が大

切です。 

洗浄剤を異なる容器に移し替え

ることは、誤使用の原因、容器が腐

食して漏れや破裂等、大きな事故の

要因となりかねませんし、緊急時に

必要な情報が分からなくなってしま

います。移し替えは、厳禁です。 

芳香・消臭・脱臭剤では、スプレーが3件、液体2件、置型1件でした。液体の2件は、植物精油

を含むエッセンシャルオイルで、マッサージオイルとして使用後に皮膚のかゆみが現れた事例と希釈

液をスプレーした後に嘔吐等の症状が出た事例でした。製品に記載された使用方法を守り、換気にも

注意することが必要です。 

 

〇家庭用品を安全に使う 

家庭用品を使用する際には、記載されている使用上の注意をよく読み、正しい使い方を理解した上

で使用する必要があります。製品ごとに起きる可能性のある健康被害と含まれる成分の特徴を考慮し

ながら、そのリスクを十分に理解して、適切に使用することが新たな事故防止につながると考えられ

ます。そして、家庭用化学製品を使用する際は、自分だけでなく周囲の人、特に化学物質への感受性

が高い人へ配慮することも必要です。 

 

【参考にした情報】 

１）「2022年度 家庭用品に係る健康被害の年次とりまとめ報告」を公表します；厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193024_00013.html 
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◇ 『アクティビティノート』第３２５号（２０２４年３月発行）掲載 

 

 

 

 

  

 

商品・サービスの品質や価格についての情報は、消費者が商品・サービスを

選択する際の重要な判断材料であり、消費者に正しく伝えられる必要がありま

す。それゆえ、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良

又は有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な商品選択が妨

げられることになります。このため、景品表示法では、消費者に誤認される不

当な表示を禁止しています。 

 

〇不当な表示とは 

消費者に誤認される不当な表示には、優良誤認表示と有利誤認表示があります。 

優良誤認表示(景品表示法5条1号) 

商品・サービスの品質、規格などの内容について不当な表示がされた。 

①実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示 

例）カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した。 

②事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示 

例）「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ 

技術を用いた商品を販売していた。 

有利誤認表示(景品表示法5条2号) 

商品・サービスの価格などの取引条件について不当な表示がされた。 

③実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

例）当選者の100人だけが割安料金で契約できる旨表示していたが、 

実際には応募者全員を当選とし、全員に同じ料金で契約させていた。 

④競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

例）「他社商品の2倍の内容量です」と表示していたが、実際には他社と同程度の内容量だった。 

 

〇製品の品質に関わる表示と優良誤認表示の禁止(景品表示法5条1号) 

商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝する、または、競争業者の商品・サ

ービスよりも特に優れてなくても、あたかも優れているように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に

なります。不当に消費者を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ

るため禁止されています。（先に示した①、②に相当） 

なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合でも、優良誤認表示に

該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので特に注意が必要です。 

 

〇不当表示（不実証広告規制）(景品表示法7条2項) 

優良誤認表示を効果的に規制するため、消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関

する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事

業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。 
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それに対し、事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根

拠を示すものと認められない場合は、該当する表示は、不当表示とみなされます。 

 

〇不実証広告規制に関する指針(「合理的な根拠」の判断基準)２） 

商品・サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、一般消費者に対して強い訴求力が有り、

顧客誘引効果が高いことから、そのような表示を行う事業者は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を

あらかじめ有していることが求められています。 

商品・サービスの表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すため、資料の提出が消費者庁長官から求

められ、その内容が妥当であると認められるためには、下記の2つの要件が必要です。 

  

提出資料は、表示された具体的な効果、性能が事実であることを説明できるものでなければなりま

せん。次のいずれかに該当する客観的に実証された内容のものである必要があります。 

・試験・調査によって得られた結果 

試験・調査の方法は、表示された商品・サービスの効果、性能に関連する学術界又は産業界にお 

いて一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法により実施する必要があ 

ります。方法が存在しない場合は、社会通念上妥当と認められる方法等で試験・調査を実施す 

る必要があります。消費者の体験談やモニターの意見等については、無作為抽出法で相当数の 

サンプルにて、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されて 

いる必要があります。 

・専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献 

専門家等による見解又は学術文献を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は、該当する 

分野の専門家等により、見解や学術文献で一般的に認められている必要があります。該当する 

専門分野以外の専門家等の見解は、客観的に実証されたものとは認められません。 

生薬の効果など経験則を表示の裏付けの根拠として提出する場合においても、専門家等の見解 

又は学術文献によってその存在が確認されている必要があります。 

  

提出資料が、それ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え、表示された効果、 

性能が提出資料によって実証された内容と適切に対応していなければなりません。 

 

そして、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出期限は、該当する資料の提出を求めた

日から、原則として 15 日後とされています。商品・サービスの表示は、あらかじめ実証されている

ことが前提であるためです。 

 

【参考にした情報】 

  

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/ 

２）不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針；消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums

_34.pdf 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_34.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_34.pdf
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◇ 『アクティビティノート』第３２６号（２０２４年４月発行）掲載 

 

 

 

 

消費者庁にて消費者生活意識調査（令和5年度第4回：調査対象者

5,000名）が実施され、2024年2月にその結果が公開されました。商

品やサービスを購入する際の「契約」についての消費者の意識や実態

が報告されています。現在は、店舗以外にも、さまざまな方法で購入

することが可能です。消費者と事業者の「契約」について、改めて考

えてみませんか。 

 

〇契約が成立するのはいつ？ 

3つの項目から単一回答を選ぶ質問です。 

( ) 商品を受け取ったとき 

( )  

 

正解は（３）になります。消費者と事業者とが自分と相手が、お互

いに契約内容（商品の内容・価格・引渡時期等）について合意をすれば契約が成立します。つまり、

口約束でも契約は成立しますので正解は33.6％となり1/3しかいませんでした。 

〇店で商品を買った後で使う前に不要に。解約はできる？ 

同じく3つの項目から単一回答を選ぶ質問です。 

( ) 解約できない 

  

 1  

正解は（１）になり、13.1％しか正解になりませんでした。一度成

立した契約は、欠陥商品だったなどの理由がなければ、解約することはできません。店によっては返

品や交換に応じてくれることがありますが、これは、店の顧客サービスの一環で、返品に応じなくて

も違法ではありません。 

〇17歳の高校生が保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約しました。この契約取り消せる？ 

4つの項目から単一回答を選ぶ質問です。 

  

( ) 高校生本人が取消しを求めたときのみ、未成年者取消しができる 

( ) 保護者が取消しを求めたときのみ、未成年者取消しができる 

( )  

 

正解は（４）になり、41.3％でした。未成年者の契約についての取消

しは、未成年者自身でも、法定代理人（親等の保護者）でも可能です。一方、成年年齢が20歳から

18歳に引き下げられましたので、未成年者の契約について年齢には注意が必要です。 

〇クーリング・オフができる？ 

クーリング・オフとは、特定の取引について、契約の申込み又は締結の後に、一定の期間内に、無
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条件で解約できる制度です。以下の契約内容でクーリング・オフができるものを選ぶ質問です。 

  

 

( ) 街中で呼び止められ、展示場に行ったら勧誘さ 

れ、断れなくて10万円の絵画を契約してしま 

ったが、不要なので解約したいとき 

( ) フェで先輩や知人から「すぐ利益がでる」、 

 

 

 

( )  

 

( ) どの場合もクーリング・オフはできない 

正解は（２）が63.2％、（３）が55.4％、（４）が63.8％とこれらの3つ場合について、クーリン

グ・オフの対象となります。オンラインでの購入や通信販売には、クーリング・オフ制度がありませ

ん（１）を解約できると回答した25.0％の方については、改めて注意喚起が必要です。 

〇消費者契約法に基づき消費者が取り消すことができる契約は？ 

消費者契約法は、消費者が事業者の不当な勧誘により結んだ契約の取消しを、事業者に対して主張

できるルールを定めた法律です。以下の契約内容から取り消せる契約を選ぶ質問です。 

  

 

 

  

宝石展示場に誘われて行ったところ、「宝石を買 

ってくれないと関係を続けられない」と言われて 

した契約 

  

を知りつつ、「投資用マンションを買わなければ、定期収入がないため今のような生活を送 

ることは困難である」と勧誘されてした契約 

( )「私は霊が見える。あなたには悪霊がついておりそのままでは病状が悪化する。この数珠を 

買わなければ除霊ができない」と告げられてした契約 

( ) どの場合もクーリング・オフはできない 

不当な勧誘により締結させられた契約である（１）～（４）のいずれも、消費者は事業者に対して

契約を取り消すことができます。契約に不安を感じた際は、「消費者ホットライン」188 などへ相談

することもできます。 

 

 

【参考にした情報】 

 5 ( 4 )  

https://www.caa.go.jp/notice/entry/036152/ 

 

 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/036152/
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３．６ 「コラム」 

◇『アクティビティノート』第３１５号（２０２３年５月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

洗浄製品に表示に「除菌」を訴求した製品があります。「除菌」とは、ど

のような効果を示しているのでしょうか。製品に表示されている効果につい

てはきちんと確認試験がなされています。製品に表示された意味を正しく理

解して洗浄製品を使うことが大切です。「除菌」の意味について整理してみま

した。 

 

〇除菌とは 

「洗剤の除菌表示」のための統一基準（概要）を示します。１）２） 

●洗剤・石けん公正取引協議会が定める公正競争規約・施行規則（以下規約）のなかに、3種類の「洗

剤の除菌表示」に関する統一基準があり、これを満たす洗浄製品に「除菌」表示ができます。 

・スポンジに対する台所用合成洗剤及び石けんの除菌活性 

・住宅用合成洗剤及び石けんの除菌活性 

・洗濯用合成洗剤及び石けんの除菌活性 

●規約により、「除菌」とは、対象物から増殖可能な細菌の数（生菌数）を有効数減少させることと定

義されています。ここでいう細菌にはカビ・酵母などの真菌類は含みません。 

●規約に定められた除菌試験方法により、代表的な2菌種（黄色ブドウ球菌、大腸菌）について試験

を実施し、「除菌効果のない対照試料」に対して生菌数を1/100

以下に減少させる（除菌活性値が2以上の）能力があれば、基

準を満たしていると認められます。 

 「除菌」と製品に書かれている洗浄製品は、何に対してどの

ような使い方をしたかで、「黄色ブドウ球菌」と「大腸菌」の細

菌数が1/100以下になることが、評価機関にて検証されている

ことが必要となります。 

 

〇なぜ黄色ブドウ球菌と大腸菌が代表なのか３） 

細菌表面には細胞膜があり、外の環境と細胞の内部との境界となっています。細菌を研究するなか

で、顕微鏡で観察する際に見やすくするために染色して形をはっきりさせて観察をします。細菌の細

胞膜の性質によって染色する色素が異なります。グラム染色で染まる細菌はグラム陽性菌、染まらな

い細菌はグラム陰性菌と呼ばれ、染色に使われる化学物質と結びつきやすい細胞膜の性質であるかな

いかの違いとなります。グラム陽性菌は厚い（20 ～ 80nm）ペプチドグリカン（ペプチドと糖の複

合体）層の細胞壁からなる細胞膜を持ち、比較的乾燥した状態にも適応できます。一方、グラム陰性

菌は薄い（7 ～8nm）ペプチドグリカン層の細胞壁の外側に、水を含みやすい粘膜多糖からなる多層

の細胞膜を持ち、水分の多い環境に適応しています。細胞壁は薄いものの水分の多い環境と境界とな

る細胞膜を持つことで、化学物質などの侵入を防ぐように適応をしています。 

グラム陽性菌の代表が、黄色ブドウ球菌です。ブドウ球菌は皮膚の表面にも常に存在している菌で

皮膚のような乾燥し塩分なども多い過酷な環境下でも存在しています。グラム陰性菌の代表が、大腸

菌です。その名の通り様々な動物の大腸に多く存在する菌ですが、水分が多く温度も一定な環境下で

存在しています。 

「除菌」の試験を行うのにあたり、無数にある細菌で試験することは不可能ですので、人に影響を
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与える可能性があり、乾燥した環境でも繁殖する「黄色ブドウ球菌」と、水分の多い環境で繁殖する

「大腸菌」、各々で試験を行い検証のできた製品に「除菌」の表示がされることになります。 

 

〇1/100以下すなわち99％除菌の意味 

「除菌」の表示で99％除菌または除菌と表記されています。物理的、化学的または生物学的な作用

で対象とする物から増殖可能な細菌の数（生菌数）を、有効数を1/100に減少させることになり、仮

に 100 個の細菌があると 1 個以下にすることです。新鮮な野菜を例にするとその表面には 1,000～

10,000cfu/ｇ（1gあたりの細菌数）の細菌数がありますが、この細菌数でも病原性など特別な細菌で

ない限り人に対して影響を与えることはありません。細菌は身の回りに常に存在していますが、「除

菌」の記載がある洗浄製品は、記載されている使用方法に従えば、「黄色ブドウ球菌」「大腸菌」の細

菌数が1/100以下になることが検証されていることになります。一方、細菌の種類は様々ですので「全

ての菌を除去するわけではありません」との表示がされています。 

細菌数を100個とした時、除菌により1/100となり1個になっ

たとしても、細菌が20分に1回2個に増えるとすると、20分後

に2個、40分後に4（22）個、1時間後に8（23）個、3時間後に

512（83）個となり元の細菌数の 100 個を越えてしまいます。細

菌の増える条件がそのまま維持されると 6 時間後には 262,144

（86）個に増え、新鮮な野菜の細菌数を越えることになります。

現実には最適な条件が続くとは考えにくいことですが、菌の増殖

スピードは指数的に増えていきます。 

 

洗浄製品を使って「除菌」して細菌数を一定数に減らした状態

にすることは大切なことですが、身の回りには様々な細菌が共存

している状態です。細菌について過度に心配することなく製品の

使用方法を確認して適切な使用を心がけましょう。 

 

＜参考資料＞ 

１）おさえておきたい『除菌』表示のポイント；日本石鹸洗剤工業会 

https://jsda.org/w/03_shiki/a_yougo_2.html 

２）台所用/住宅用の洗剤について「除菌」と表示できる基準を設定；洗剤・石けん公正取引協議会 

 https://jsda.org/w/web_jftc/sekkensenzai_27.html 

３）食品微生物の基礎を知る；食品微生物学（検査と制御方法） 

https://foodmicrob.com/contents-basic-course/ 

 

 

 

 

https://jsda.org/w/03_shiki/a_yougo_2.html
https://jsda.org/w/web_jftc/sekkensenzai_27.html
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Bể 

◇『アクティビティノート』第３１６号（２０２３年６月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

皆さんは食品に少しだけカビが生えていたらどうしますか?  「カビの部分だ

けを取り除けば食べても大丈夫」と思っている方もいらっしゃるのではないか

と思います。食品に少しだけ生えたカビ、もったいないという意識から、そこ

だけ取り除いて食べてしまいがちです。ちょっと待ってください。カビの中に

は、カビ毒を産生するものもあり、カビの生えた食品を食べるのは食品衛生上

好ましくありません。「もったいない」と思っても、食べずに思い切って捨てる

ようにしましょう。 

 

〇カビは見える部分を取り除いてもダメな訳 

カビは糸のような菌糸と胞子から成り立っています。胞子は通常 2～10µm 程度の大きさで、これ

が空中に飛散し、食品などに付着すると、菌糸を伸ばして栄養分を吸収し、十分に成長すると胞子を

作って繁殖します。私たちは、青、黒、赤などの色でカビが生えたことを認識しますが、菌糸は白色

や無色であることが多く、カビの色は胞子に含まれる色素の色によると言われています。胞子は小さ

く肉眼では見えませんが、十分に成長し胞子をたくさん付けたカビは、その色で容易に見つけること

ができます。カビが成長する過程で胞子を付けていない時は、色がなく見つけ難い状態です。また、

菌糸がどの程度の深さまで食品中に侵入しているかも分かりません。つまり、眼に見える部分を取り

除いても、カビを全部取り除いたことにはならないことになります。 

 

〇カビ毒（マイコトキシン）について 

カビはその成長の過程で、様々な代謝産物を産生します。カビは食品製造、医薬品製造などに利用

され、人々の暮らしに役立っています。アスペルギルス・オリゼはニホンコウジカビとも呼ばれ、醸

造酒や醤油、味噌の製造に利用されています。１）２） 

一方、カビが作り出す代謝産物のうち、人や動物に有害な作用を及ぼすものを総称してカビ毒（マ

イコトキシン）と呼んでおり、現在300種類以上のカビ毒が報告され

ています。同じコウジカビでも種類の異なるアスペルギルス・フラブ

スによって産生される「アフラトキシン」というカビ毒は、天然物で

もっとも強力な遺伝毒性発がん物質として知られています。その中で

もアフラトキシン B1 は、遺伝に関わる細胞内の分子である DNA、

RNA、タンパク質などと誘導体を作ることで肝細胞を破壊し、肝炎や

がん化を引き起こすことが明らかにされています。３） 

カビが生えたからと言ってカビ毒があるとは限りませんが、カビには様々な種類があり、見た目で

カビの種類を判別することはできません。「カビの生えた食品はカビ毒の危険性がある」と考え食べな

いようにするのが賢明です。また、煮る、焼く、茹でるなど、調理してしまえば大丈夫なのでは？と

思われるかもしれませんが、カビ毒は熱に強く、通常の調理ではほとんど分解せず、調理後も毒性は

残ることが分かっています。 

 

〇遺伝毒性発がん物質に注意を！ 

世の中の情報の中には、「少し食べたくらいでは死にはしない」、「食べたことがあるが何ともなか

った」などの情報が見受けられます。確かに、食べたけれど何ともなかったという経験をお持ちの方

も多いと思います。食品を通して体内に取り込むカビ毒の量がわずかであった場合は、すぐに影響が

 ȱɧɞ 
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でるようなことはありません。しかし、喫煙による肺への発がんの影響と同じように、アフラトキシ

ンのような遺伝毒性発がん物質を長い間、繰り返して摂り続けた場合、健康に悪影響を及ぼす可能性

があることが分かっています。４） 

これまで健康上の問題が発生していないとしても、カビの生えた食品は食べないようにしましょう。

農林水産省は「食品のカビ毒に関する情報」、東京都福祉保健局は「カビとカビ毒」など、多くの自治

体でカビ毒の危険性について情報発信をしています。ご参考にされるとよいでしょう。 

 

 

【参考にした情報】 

１）カビとカビ毒；東京都福祉保健局 

 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kabi/index.html 

２）かびとかび毒についての基礎的な情報；農林水産省 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/kabidoku/  

３）特別展 毒 図録：国立科学博物館 

４）講座等（リスクアナリシス講座等）の開催案内及び実績：内閣府 食品安全委員会 

 https://www.fsc.go.jp/koukan/risk_analysis.html 

 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kabi/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/kabidoku/
https://www.fsc.go.jp/koukan/risk_analysis.html
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◇『アクティビティノート』第３１７号（２０２３年７月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

夏を代表する花といえば、朝顔を思い浮かべる方が多いのではないでしょう

か。小学生のころに朝顔の栽培を経験されているかと思います。日本各地で朝

顔市が開かれる時期になりました。今月は身近な夏の花、朝顔についてまとめ

てみました。 

 

〇朝顔の出身は 

朝顔は日本原産の植物ではありません。原産地は中南米原産と言われていて、そこから世界に広が

ったと言われています。日本には中国から 1200 年前の奈良時代（800 年頃）に渡来したとも考えら

れています。当時の種子は「牽牛子（けんごし）」と呼ばれており、下剤の効果を漢方薬として用いら

れていました。朝に花を咲かせることから「朝顔」と名づけられたといわれますが、現在の朝顔以外

にも朝に花を咲かせるキキキョウやムクゲなどの植物全般をまとめて呼んでいた可能性もあります。

平安時代となり、1164年に平清盛によって厳島神社に納められた「平家納経」には、青色の朝顔が描

かれています。この頃になると朝顔が他の植物と区別をされたと考えられています。 

 

〇朝顔に大きな変化 

その後の朝顔ですが、江戸時代（1600年頃）までは、突然変異で白い花をつけるなどの変化を起こ

すことはありました。しかしながら、江戸時代（1700 年頃）の備中松山（現在の岡山県高梁市）で、

黒白江南花と呼ばれるこれまでの朝顔とは全く異なる絞り咲きの花が出現するという大きな変化が起

きます。この突然変異については、現在は朝顔の詳細な DNA ゲノム解析によって明らかにされてい

ます。朝顔のDNA配列の中に「トランスポゾン（動く遺伝子）」が入り込んだり、抜け出たりした痕

跡が残されています。このトランスポゾンにより朝顔の成長を制御する遺伝子が様々な制御を受ける

ことで、花や葉の形や色も変化します。花の形を作る「おしべ」や「めしべ」にも変化が起き、形や

機能も変わることで朝顔と思えないような形にまで変化を起こします。種を作ることもできない朝顔

ができてしまいす。トランスポゾンは朝顔だけにある性質ではありません。ショウジョウバエの突然

変異などもトランスポゾンによるものです。 

 

〇朝顔の栽培ブーム 

絞り咲きの朝顔の栽培が関西に伝わり、その後江戸に伝わると当時の植木職や庶民の目にとまり江

戸時代には2回の朝顔を栽培するブームが起きました。 

江戸時代1回目の栽培ブームは文化文政期（1804～1830年）です。1806年に起きた文化の大火で

焼けた下谷一体の空き地で朝顔の栽培が行われ、江戸の人の観察眼により様々な品種が作りだされま

した。その後、江戸時代 2 回目となる栽培ブームが嘉永安政期（1848～1860 年）に起こります。こ

の時期には更に珍奇なものが好まれようになり、花を付けて種を採ることもできない異形の品種も好

まれるようになりました。もとの親木の種を残しながら、種のない品種を残すなど様々な工夫をして

珍奇な品種を栽培する試みも行われました。当時はもちろん現在のメンデルの法則などは江戸の一般

人は知りませんが、種のできない珍奇な朝顔を栽培して自慢し合いながら楽しむことなどが盛んに行

われていました。 

明治時代になると伝統的な日本を否定する風潮から、朝顔の栽培も廃れる時期を迎えましたが、明

治中期から昭和の初期に3回目と言われるような栽培ブームとなり、散逸していた江戸時代に確立し

た品種を収集することも行われました。 

 ȱɧɞ 
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戦争を経て、1948年（昭和23年）には、入谷周辺で朝顔市が七夕の時期に開催されることになり

ました。これを切っ掛けに全国で朝顔市が開かれるようになりました。 

 

 

 

 

 

【参考にした情報】 

  

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/project/index.html 

２）アサガオの園芸史；九州大学 

http://mg.biology.kyushu-u.ac.jp/hort-history.php#:~:text=%E4%B8%AD%E5%8D%97%E7%B1

%B3%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%B5%B7%E6%BA%90%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%8

2%B5%E3%82%AC%E3%82%AA,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81

%86%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82 

３）入谷朝顔市：下谷観光連盟・入谷朝顔実行委員会 

 https://www.asagao-maturi.com/ 

 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/project/index.html
http://mg.biology.kyushu-u.ac.jp/hort-history.php#:~:text=%E4%B8%AD%E5%8D%97%E7%B1%B3%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%B5%B7%E6%BA%90%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%AC%E3%82%AA,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
http://mg.biology.kyushu-u.ac.jp/hort-history.php#:~:text=%E4%B8%AD%E5%8D%97%E7%B1%B3%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%B5%B7%E6%BA%90%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%AC%E3%82%AA,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
http://mg.biology.kyushu-u.ac.jp/hort-history.php#:~:text=%E4%B8%AD%E5%8D%97%E7%B1%B3%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%B5%B7%E6%BA%90%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%AC%E3%82%AA,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
http://mg.biology.kyushu-u.ac.jp/hort-history.php#:~:text=%E4%B8%AD%E5%8D%97%E7%B1%B3%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%B5%B7%E6%BA%90%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%AC%E3%82%AA,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
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◇『アクティビティノート』第３１８号（２０２３年８月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

サバ、マグロ、イワシなど赤身の魚には、白身の魚と比べるとアミ

ノ酸の一種であるヒスチジンが多く含まれています。これらの赤身の

魚を常温に放置するなど不適切な管理がされてしまうと、細菌が増殖

してヒスチジンからヒスタミンが作られることがあります。ヒスタミ

ンは食中毒の原因となる化学物質です。ヒスタミンによる食中毒は、

アレルギーに良く似た症状で食後数分から 30 分位で顔面（特に口の

周りや耳たぶ）が紅潮し、頭痛、蕁麻疹、発熱などを示します。生魚

を扱う時には注意が必要です。１）、２）、３） 

 

〇ヒスチジンからヒスタミン 

ヒスチジンはアミノ酸の一種です。ヒスタミン生成菌と呼ばれる魚の体表・腸管に存在する菌や海

洋などの環境にも存在する菌でモルガン菌、ビブリオ科細菌などが持つ、ヒスチジン脱炭酸酵素によ

ってヒスタミンは生成します。 

 

 

 

 

 

 

 

ヒスタミン生成菌が持つヒスチジン脱炭酸酵素は、加熱することによって不活化されます。また、

冷凍状態では酵素も働かないのでヒスタミンが生成することはありません。しかし、冷凍状態でも酵

素は分解しないので、冷凍状態から室温に戻る過程で酵素が急速に働きだし、ヒスタミンが生成され

てしまいます。また、一度作られたヒスタミンは熱に対して安定で、調理によっても分解しません。 

 

〇ヒスタミン生成菌を活動させない 

ヒスタミンによる食中毒を防ぐには、ヒスタミン生成菌を食材である魚の身などにつけない、増や

さないようにして、ヒスチジン脱炭酸酵素が働かないようにすることが大切です。 

魚を捕獲して保存する場合は、速やかに冷蔵、冷凍をすることで常温に

放置する時間を最小限にする衛生管理を徹底することが必要です。例えば、

魚を釣った場合もすぐに氷水に漬け込んで常温には放置せず、氷が解け切

らないように低温で管理します。また、凍った魚も常温での解凍はせずに、

流水解凍、氷水解凍、冷蔵庫解凍などの方法で解凍をしましょう。そして、

加熱調理まで長時間放置することも止めましょう。４） 

また、ヒスタミン生成菌は魚のエラや内臓に多く存在するので、できれ

ば取り除いてから低温保管をしましょう。 

 

〇ヒスタミン食中毒を防ぐ 

鮮度が低下した魚は、体内にヒスタミンが蓄積している場合があります。加熱調理ではヒスタミン

は分解することはないので、食べないようにしましょう。魚の鮮度を判断する時に、腐敗臭や外観な

ȱɧɞ ṕ Ṗ 
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どで判断をしますが、状態には関係なくヒスタミンの含まれる量が多いこともありますので注意が必

要です。 

注意するのは生魚だけではありません。魚を使った加工食品でも発症する場合があります。すり身

や照り焼きなど味を沁み込ませ、加熱調理まで長時間放置する可能性がある場合は、よりリスクが高

まります。さらにチーズやサラミ、醤油などの発酵食品でも発症する可能性があります。 

ヒスタミンが高濃度に含まれた食品は、口にいれた時に唇や舌先など口内にいつもと違うピリピリ

した刺激を感じる場合があります。そのよう時は食べずに処分をしましょう。 

食べる時には改めて注意をしましょう。 

 

 

【参考にした情報】 

１）ヒスタミン食中毒；消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/other/conte

nts_001/ 

２）ヒスタミン（ファクトシート）；食品安全委員会 

https://www.fsc.go.jp/factsheets/index.data/210330histamine.pdf 

３）ヒスタミン食中毒について：厚生労働省 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130677.html 

４）解凍のコツ；ニチレイフーズ 

https://www.nichireifoods.co.jp/media/3691/ 

 

 

https://www.fsc.go.jp/factsheets/index.data/210330histamine.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130677.html
https://www.nichireifoods.co.jp/media/3691/
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◇『アクティビティノート』第３１９号（２０２３年９月発行）掲載 

 

 

 

 

関東大震災が発生したのは、大正12年（1923年）9月1日11時58分

です。今年 2023年で100 年が経過しました。そこで、今回は、関東大震

災について振り返ってみました。１） 

 

〇これまでの大きな地震との比較 

 関東大震災以降にも日本国内では大きな地震が起きています。その中でも近年の二つの大震災「阪

神・淡路大震災」及び「東日本大震災」と比較して表にまとめました。 

    

 1923 ị ể  

 11 58  

1995 1 ểỉ  

 ệ 46  

2011 ễ 11  

 Ễ 46  

  7.9   7.3   9.0  

 ṕ 23kmṖ ṕ 16kmṖ ṕ 24kmṖ 

       

 

 

10 5  

ṕ  9 Ṗ 

5 500  

ṕ  7 Ṗ 

ể Ị  

ṕ  9 Ṗ 

 Ṩ 900  3,800  

 29  11  12  

〇関東大震災の特徴 

発生した時刻と曜日から土曜日のお昼直前ということで、昼食の準備に火を扱う時間帯で火災によ

る被害が多かったことが災害の特徴として挙げられます。当時は、かまどや七輪を使い煮炊きを行う

ことが一般的で、裸火を扱っている時間でした。そのため当時の東京市では、火事が市内で同時に発

生しています。178 ヵ所で発生したとされる火事は、83 ヵ所は消し止められたとされますが、95 ヵ

所は延焼することになりました。また、東京市内の学校、研究所内では、倒壊した薬品棚が原因とな

った火事も多発しました。そして、東京市は強い風が吹いていました。同時間に日本海から東北に向

け台風が進んでいたため、太平洋側から風速10ｍ以上の強風が吹き、延焼が拡がりました。 

市内の住民は住居の倒壊による被災から免れると開けた場所に避難を始めました。当時の開けた場

所として、上野公園（50 万人）、宮城前公園；皇居（30 万人）、浅草公園（7 万人）、靖国神社（5 万

人）、芝公園（5 万人）、墨田区の被服工廠跡（4 万人）などに避難をしましたが、地震発生から 1 時

間から2時間ほどが経過したところで、住民は倒壊した住居から家財道具を持ち出して、近くの広場

へ避難しました。墨田区の被服工廠跡は 4 万人の市民が避難しましたが、周囲はすでに北側、東側、

南側から同時に火事が迫り、他に逃げることはできない状況でした。そこに西側の隅田川対岸にあっ

た東京高等工業学校の火事から発生した火災旋風が隅田川を越えて、被服工廠跡を襲いました。避難

者が持ち込んだ家財道具や運搬に使われた木製の大八車などが燃え上がることになり、火災旋風は激

しくなり、高温と強風により3万8千人もの命が失われました。火災旋風の発生メカニズムについて

は、現在も原因はわかっておりません。墨田区横網町に東京都慰霊堂が設けられ、1945年の東京大空

襲の被災と共に当時の記録が残されています。 

火災の被害に注目されがちですが、当時の区分では震度 6（現在では震度 7 相当）の大きな揺れが

相模湾の西部で発生したことから、津波や土砂崩れも神奈川県、千葉県で発生しています。津波は地

震発生から 5 分ほどで神奈川県の相模湾周辺や千葉県南房総周辺に到達しており、6m 以上の津波が

押し寄せています。当時の千葉県館山町周辺は、津波と土地の液状化で家屋の 99％が倒壊しました。

ȱɧɞ ểỂỂ  
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また、土砂崩れによる被害も甚大でした。神奈川県秦野市と中井町にまたがる震生湖は、震災の土砂

崩れで川が堰き止められてできた湖です。神奈川県小田原市の東海道線根府川駅は大規模な土砂崩れ

で、駅周辺と走行中の列車が海に流される事故も発生しました。現在の根府川駅には2番線から4番

線まではありますが、1番線は無いままです。 

〇風評による人的な被害 

東京市でラジオ放送が始まるのは2年後の1925年です。当時情報を入手する方法は、電信、電話、

新聞しかありませんでした。震災発生により報道、通信機関は機能を停止しました。その状況では、

口伝えが情報を得る手段となり、そのことが原因で悲惨な人的な被害が発生しました。 

地震とその後に起きた大火災により、貴重な飲み水である井戸や池の水の濁り、火災による爆発や

飛び火による延焼等が、一部の人による爆弾投擲、放火、毒を流すことで起きたとする、根拠のない

流言、風評が拡がりました。社会主義者などの過激思想への嫌悪、外国人への排斥等に結びつくこと

により、差別意識から朝鮮人、中国人、日本人を殺傷、虐殺することも発生してしまいました。 

〇関東大震災の教訓 

総務省の「1923関東大震災」報告書には、「おわりに ～関東大震災（第１編）の教訓～」として

以下の内容が書かれています。２） 

１ 当時の人々の想定を超えた災害であり、対応する体制を欠いていたことが被害を拡大した。 

２ 技術進歩を過信し、特に都市で災害への体制が低下していた。 

３ 災害の全貌が把握できず、そのことが対応を遅らせ、また人々の恐怖を煽った。 

４ 救護上重要な施設の喪失や偏在が救護を遅らせ、あるいは偏らせた。 

５ 実際の救護においてはボランティア的な民間の活動が果たした役割が大きかった。 

６ 流言が殺傷事件を招くとともに、救護にあてるべき資源と時間を空費させた。 

災害は形を少しずつ変え、必ず起きます。教訓として全員で備えることが改めて必要なことです。 

 

 

【参考にした情報】 

１）「関東大震災100年」特設ページ；内閣府 

 https://www.bousai.go.jp/kantou100/ 

２）災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 

平成18年7月1923 関東大震災；内閣府 

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai/index.h

tml#document1  

 

https://www.bousai.go.jp/kantou100/
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai/index.html#document1
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai/index.html#document1
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◇『アクティビティノート』第３２０号（２０２３年１０月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

毎年、夏の終わりから秋にかけて、野生の毒キノコを食用のキノコと誤認

したことによる食中毒が多く発生しています。 

食べられるキノコか確実に判断できない場合は、「採らない」「食べない」

「売らない」「人にあげない」を徹底しましょう。１）２）３）４） 

 

〇毒キノコによる食中毒発生状況 

 厚生労働省から毒キノコによる食中毒の発生状況が公開されています。2014年から2021年の8年

間の月別発生状況では、9月から11月の夏の終わりから秋にかけて、毒キノコを食用キノコと誤認し

て採取、喫食したことによる食中毒が発生し、特に10月での発生が多くを占めています。 

 

 

2021年においても、「知り合いからキノコを貰い事業所で煮物にして食べた」、「旅館で提供された

キノコの入った鍋物を食べた」、「キャンプ場の周辺で採取したキノコを調理して食べた」などが毒キ

ノコを摂取、喫食した事例でした。原因となった毒キノコの種類については、ツキヨタケ（7 件 25

名）、クサウラベニタケ（2 件 4 名）、カキシメジ（1 件 9 名）が報告されています。これらは食べた

料理が残っていた場合から毒キノコの種類が特定された事例で、原因のキノコが特定されない食中毒

の事例も多くあります。 

食中毒を示す毒キノコの成分について、ツキヨタケではイルジンSなどのイルジン類、クサウラベ

ニタケではムスカリンなど、カキシメジではウスタリン酸などが有毒成分として特定されています。

いずれも頭痛、腹痛、嘔吐、下痢などの中毒症状を示しますが、ムスカリンは、涙や唾液の分泌増加

や発汗を示す食中毒症状に特徴があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȱɧɞ  
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〇毒キノコを見分けることは・・・ 

食用のキノコと毒キノコを見分けることはできません。毒キノコの見分け方には、言い伝えが多数

あるのも事実で、「柄が縦に避けるキノコは食べられる」「毒キノコは派手な色をしている」「虫が食

ったキノコは大丈夫」「ナスと煮るなど加熱すれば食べられる」「塩漬けすれば食べられる」などが有

りますが、これらすべて「迷信」で科学的な根拠はありません。 

キノコ類は、種で増える野菜の仲間ではなく、カビなどと同じ「菌類」に属していて「胞子」で増

えていきます。野菜は太陽の光で光合成をしてエネルギーを得ますが、キノコ類は樹木や落ち葉に菌

糸を伸ばし栄養分を得ています。胞子を生産するために菌糸の集合体として子実体を作りますが、こ

れが人の目にするキノコです。日本国内には5,000種ものキノコが存在すると言われていますが、食

べられるキノコは100種類ほどです。また、食べると中毒症状を示す毒キノコは200種類ほどといわ

れていますが、残りの4,000種以上は食べられるキノコなのか、毒キノコなのかもわからないという

ことになります。 

 

〇毒キノコに注意 

食べられるキノコと似ている毒キノコとして、シイタケやヒラタケに似ているツキヨタケ、ホンシ

メジに似ているクサウラベニタケやカキシメジによる食中毒の事例の報告がありましたが、知られて

いる毒キノコに限らず、確実に判断のできないキノコ類を「採らない」「食べない」「売らない」「人に

あげない」ようにしましょう。 

図鑑などに掲載されているキノコの写真を見て比べても、キノコの生えている自然条件などによっ

ては、個体差が起きてキノコの種類の特定は難しくなります。キノコ狩りに豊富な経験を持つ人でも、

旅館で提供された食事で食中毒を起こした事例から判断が難しいことがわかります。 

採集したキノコの中に毒キノコが混じることも考えられます。安全に食べられるかどうか、不確か

な場合は自身で食べることも、人にあげることも厳禁です。人からもらった場合も不安な時は、食べ

ないと判断することも大切です。 

厚生労働省のホームページには「自然毒のリスクプロファイル」として毒キノコに関する情報が公

開されています。また、毒キノコに関するリーフレットも掲載されています。 

 

 

【参考にした情報】 

１）自然毒のリスクプロファイル；厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/inde

x.html 

２）毒キノコによる食中毒に注意しましょう；厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kinoko/index.html 

３）厚生労働省Twitter 

https://mobile.twitter.com/MHLWitter 

４）生活の中の食品安全 −毒キノコに気を付けよう− その１；食品安全委員会 

https://www.fsc.go.jp/e-mailmagazine/mailmagazine_h2809_r2.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kinoko/index.html
https://mobile.twitter.com/MHLWitter
https://www.fsc.go.jp/e-mailmagazine/mailmagazine_h2809_r2.html


化学製品ＰＬ相談センター                                                      ３．６ 「コラム」 

２０２３年度活動報告書                              人の皮膚とスキンケアの大切さ新型 

- 134 - 

 

◇『アクティビティノート』第３２１号（２０２３年１１月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

木枯らしが吹く季節が近づいてきました。気温の低下とともに空気が乾

燥してくると肌のトラブルが気になります。感染症の予防のためにエタノ

ールを使った消毒や手洗いを頻繁に行うことで、手も荒れがちです。人の

皮膚の働きとスキンケアの大切さについてまとめてみました。１） 

 

〇人の皮膚の構造 

 見慣れている人の皮膚ですが、個人の体格などで異なりますが、全身では重さで9kg、広さで2m2(1

畳半)程度となります。人体の外側を覆い、気温や湿度、日照など環境の変化から一定の状態に保つ大

切な臓器と考えられます。仮に皮膚の広い範囲にやけどなどの損傷を受けると体の内側の水分を維持

することができなくなり、脱水症状を示し死に至る場合があります。 

皮膚の構造を模式図で示します。皮膚は大きく分けると、真皮・表皮からなります。真皮は皮膚の

柔らかさや表皮を支える構造や表皮細胞を養う働きを担っています。また、真皮のコラーゲン繊維や

エラスチン繊維が皮膚のハリや柔軟性を維持するのに重要な役割を果たしています。 

表皮は、皮膚の一番外側の部分で、正に外の環境との境目となり、

バリア機能のもっとも大切な部分です。表皮の厚みは体の部分で違

いがありますが、概ね 1mm に満たない厚みしかありません。模式

図のように、表皮はケラチノサイト（表皮角化細胞）が、良く例え

られるようにモルタルで埋めたレンガが積み重なったような構造を

しています。表皮はケラチノサイトが 25～50 層程度が積み重なっ

ており、ケラチノサイトは、ケラチンと言われる分子量が数万以上

の構造タンパク質を多く含んでいる細胞です。 

ケラチノサイトは表皮の最も下で、真皮の上にある基底層で作られます。基底層の幹細胞で細胞分

裂と再生をしながら次々とケラチノサイトができて、有棘層（ゆうきょくそう）へ移動します。有棘

層ではケラチノサイト同志が強く結びついていきます。また、有棘層では細胞の中で様々な脂質成分

などが合成されます。有棘層から顆粒層（かりゅうそう）に移動すると、細胞として働いていた機能

が停止し、生きた細胞としての働きが無くなります。顆粒層のケラチノサイトは、有棘層にて細胞内

で合成していた脂質成分などを細胞から放出して、ケラチノサイトは、形も扁平になりケラチンの集

まった状態になります。この扁平なケラチノサイトがレンガの部分となり、細胞から放出された脂質

成分がケラチノサイト同志の間を埋める細胞間脂質となってモルタルに相当する部分になります。角

層では、ケラチノサイトが擦れることで毎日剥がれ落ちていますが、基底層で新しいケラチノサイト

が生まれていますので、皮膚の構造は維持されています。基底層から角層で剥がれ落ちるまで 30 日

ほどとなります。 

〇人の皮膚のバリア機能 

人の皮膚は角層という防御する壁を持っています。ケラチンは、アミノ酸が長くつながりしっかり

と組み合わさった構造タンパク質で、非常に丈夫な物質です。他にも髪、爪もケラチンを成分として

おり、動物のかぎ爪、角、甲羅なども同じです。また、角層表面は、毛穴や汗腺から分泌される皮脂

やその他の様々な成分により、弱酸性に保たれて抗菌性のバリア機能を保っています。人の皮膚は物

理的にも化学的にも防御する壁の機能により、外から虫・細菌・刺激物を体の中に入れない、そして

体内の水分が出ていかない、巧みなバリア機能を維持しています。 

 

ȱɧɞ  
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〇スキンケアの大切さ 

肌荒れがもたらす問題として、下記のようなことが挙げられます。 

・細菌が残りやすくなり、手指であれば食中毒などの細菌による感染リスクが増加する 

・乾燥した皮膚が剥がれ落ちてバリア機能が低下し、細菌や刺激物の皮膚への侵入を 

許すようになる 

・かゆみやヒリヒリ痛むことでさらに肌荒れが増悪する 

11 月 12日（いいひふ）は、皮膚の日です。肌荒れの症状を起こす前に日頃からスキンケアに心がけ

ることが大切です。 

 

手荒れに気を付ける 

今後も感染予防対策には手指衛生は必要ですが、手荒れ予防もする必要があります。 

次のような手指へのスキンケアのポイントが大切です 

●手指の皮脂が落ちやすくなるので温水をできれば使用しない 

●自分にあった手洗い洗浄剤を使う 

●手洗いとエタノールを使った手指消毒を一緒にする必要はない 

●手荒れを防ぐため、炊事・洗濯をするときに手袋などを積極的に使う 

●自分にあったハンドクリームなど手指のスキンケアに心がける 

手荒れで悩んでいる人は、今一度手指衛生の習慣を見直してみてはいかがですか。 

 

 

【参考にした情報】 

１）皮膚、人間のすべてを語る モンティ ライマン：みすず書房 
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ủ  

◇『アクティビティノート』第３２２号（２０２３年１２月発行）掲載 

 

 

 

 

 

気温が下がり、暖房器具が活躍する時期になりました。定期的な

換気は、感染症予防も兼ねてとても大切です。特に、ストーブなど

の火を使う暖房器具は、室内の酸素を使いながら燃焼するので、室

内の酸素濃度が低くなりがちです。そのまま使い続けると不完全燃

焼が進むことになるので、一酸化炭素中毒に注意をする必要があり

ます。今月は、怖い一酸化炭素中毒についてまとめてみました。 

 

〇怖い一酸化炭素中毒１）２）３） 

一酸化炭素（CO）は、空気とほぼ同じ重さ(比重：0.967)です。無味・無臭・無色なので、その存

在を感知しにくい気体で、気付かないうちに中毒状態に陥って死亡するケースもあります。 

  

35ppm ṕ Ṗ  

0.005Ṿṕ50ppm Ṗ  

0.01Ṿṕ100ppm Ṗ  

0.02Ṿṕ200ppm Ṗ  

0.04Ṿṕ400ppm Ṗ ểṌỄ  2.5Ṍ3.ệ  

0.16Ṿṕ1,600ppm Ṗ 20  2  

0.32% ṕ3,200ppm Ṗ 5ṌểỂ  ễỂ  

1.28Ṿṕ12,800ppmṖ 1Ṍễ  

 中毒症状は、頭痛、めまい、意識障害などで、最初はめまいや手足のしびれ、その後体を動かすこ

とが不自由となって吐き気などの症状が起き、少しずつ悪化します。また、最初は風邪の症状に似て

いることから対処が遅れる場合もあり、さらに、燃焼の状況によっては不完全燃焼が進み、室内の一

酸化炭素の濃度が急に高くなることもあります。気が付いたときには、既に体が動かなくなっていま

す。この状態で一酸化炭素を長時間吸い続けると危険な状態となり、記憶障害、知能低下などの後遺

症をもたらすことにもなります。 

 

〇一酸化炭素中毒のメカニズム 

人は肺で呼吸をして体内に酸素を取り込みます。体の隅々まで酸素を送り

届けているのは、循環している血液の重量で約15％を占める赤血球の役割で

す。赤血球には、鉄原子が含まれたヘムと呼ばれるポリフィリン誘導体を含

んだタンパク質であるヘモグロビン（血色素）が含まれており、この鉄原子

の部分に酸素が結合します。酸素の結合した状態をオキシヘモグロビン、酸

素が結合していない状態をデオキシヘモグロビンと呼んでいます。オキシヘ

モグロビンは鮮赤色で動脈を流れる血液で、デオキシヘモグロビンは暗赤色

で静脈を流れる血液です。血液が体中を循環することで、酸素を必要として

いる細胞に酸素を送り届けています。 

人が一酸化炭素を吸い込むと、酸素の代わりに一酸化炭素がヘムの鉄原子に結合します。一酸化炭

素が結合した状態はカルボキシヘモグロビンと呼ばれますが、一酸化炭素は酸素に比べて200倍以上

も結びつきやすい性質をもっているため、酸素を送り届けることができなくなってしまいます。 

ȱɧɞ  
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〇一酸化炭素中毒を防ぐには１） 

・調理中には、窓や換気扇などを利用して換気しましょう 

ガス瞬間湯沸器、ガスコンロなどを使用する間は、常時、窓開けや換気扇を回し続けて、 

排気ガスを外に出しましょう。 

・暖房器具使用時は一酸化炭素をためないよう、こまめな換気をしましょう 

室内で、ストーブなどの開放型暖房器具を使用するときには、定期的に空気を入れ換えること 

が必要です。そのためには、1時間に1回以上5分間程度窓を開けるか、時間を決めて換気扇 

を回すなど、こまめな換気を心がけましょう。 

 

〇効率的に換気をしましょう 

換気のポイントは、室内の空気の流れをスムーズにすることです。まず、換気用の小窓や給排気口

が家具などでふさがれていないかを確認してください。次に、空気の出入り口ができるだけ対角線に

なるように2か所（換気扇と窓・窓と窓などの組み合わせなど）以上をつくり、効率的に換気される

ように工夫します。 

 クルマが雪で埋まった場合にも注意が必要です。車体の隙間などか

ら排ガスが車内に入る危険性があり、一酸化炭素中毒となりやすくな

ります。マフラーの周囲が雪で埋まらないように気を付けましょう。

天候によっては、クルマが雪に深く埋まることもあります。降雪時に

車内にとどまる際には、できるだけエンジンを切るようにしましょう。

また冬場は万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを

車内に用意しておくとよいでしょう。４） 

 

 

【参考にした情報】 

１）一酸化炭素中毒に注意しましょう：東京都保健医療局 東京都多摩立川保健所 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tthc/kankyou/soudan/sitsunai/carbonmonoxide.html 

２）LPガスの正しい使い方 CO中毒事故を防ぐために：LPガス安全委員会 

http://www.lpg.or.jp/index.html 

３）一酸化炭素中毒（CO中毒）職場の安全サイト：厚生労働省 

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo08_1.html 

４）クルマ何でも質問箱 雪で埋まった場合の一酸化炭素中毒の危険性：JAF 

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-natural/subcategory-snow/faq255 

 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tthc/kankyou/soudan/sitsunai/carbonmonoxide.html
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◇『アクティビティノート』第３２３号（２０２４年１月発行）掲載 

 

 

 

 

 

日本人がこよなく愛するものの一つに温泉があります。4 つのプレー

トがせめぎ合うという世界でも唯一の場所である日本列島では、火山活

動も活発です。また、断層も至るところにあり、地震も頻繁に起きてい

ます。一方で、様々な泉質と泉温の温泉が日本では、いたるところに湧

き出しています。日本では古くから、湯治を目的に温泉は人々に広く親

しまれてきました。今月は温泉についてまとめてみました。１） 

 

〇温泉とは 

国内には様々な温泉がありますが、日本

では、1948年に公布された「温泉法」とい

う法律でその定義が決められています。２） 

温泉は、地下から涌きだしてくる温かい

泉のことですが、温かい冷たいの感覚は人

によって、季節や国により異なります。そ

こで世界各国では、年平均気温を基準とし

て温泉かどうかが判断されています。日本

や南アフリカでは25℃以上、イギリス、フ

ランス、ドイツなど西ヨーロッパ諸国では

20℃以上、アメリカでは 21.1℃（華氏 70

度以上）が、温泉温度の基準とされていま

す。、「温泉法」による温泉の定義は「地中

から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他

のガス（炭化水素を主成分とする天然ガス

を除く。）で、温度が25℃以上（摂氏25℃

未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事が

ある）。又は指定された物質（成分ともい

う。）が一定量以上含まれる」と定められて

います。指定された物質は、右に上げた19

項目の物質うちいずれかひとつ以上が含ま

れていれば温泉と定義されています。 

そして温泉には、指定された外部の検査

機関における温泉成分の定期的な分析（10

年ごと）と、その結果に基づく掲示内容の

更新が義務付けられています。温泉には、

必ず分析表が表示されていますので、入浴の時に確認されてはいかがでしょう。 

いわゆる「源泉かけ流し」は、常に新しい源泉を入れながら浴槽を溢れさせ、溢れたお湯は再利用

しないのが原則です。 また、源泉をそのまま利用するために加水や加温をすることも禁じられていま

す。 但し、源泉の成分変化が少ないことを条件に加水・加温が認められることもあります。 

 

〇温泉の液性（ｐH）とは 

温泉の液性は、「酸性」「アルカリ性」「中性」などと表示されています。 

 ṕ1kg Ṗ 

ṕ Ṗ 1,000  

ṕCO2Ṗ 250  

ṕLi+Ṗ 1  

ṕSr2+Ṗ 10  

ṕBa2+Ṗ 5  

ṕFe2+ ,Fe3+Ṗ 10  

ṕMn2+Ṗ 10  

ṕH+Ṗ 1  

ṕBr²Ṗ 5  

ṕI²Ṗ 1  

ṕF²Ṗ 2  

ṕHAsO4
2-Ṗ 1.3  

ṕHAsO2Ṗ 1  

ṕSṖ 

HS² S2O3
2- H2S  

1  

ṕHBO2Ṗ 5  

ṕH2SiO3Ṗ 50  

ṕNaHCO3Ṗ 340mg  

ṕRnṖ 20ú10 -10Ci  

( ) 

ṕRa Ṗ ểú10 -8  

ȱɧɞ ṕỵHṖ 
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湧出時のpH値による分類では以下に分類されます。 

     

pH3  pH3 6  pH6 7.5  pH7.5 8.5  pH8.5  

表示されている液性ですが、いったいどこがどう違うのでしょうか。アルカ

リ性の泉質で有名なのが「白馬八方温泉（pH:11.2）」です。肌がヌルヌルする

感じの温泉です。弱アルカリ～アルカリ性です。酸性の泉質で有名なのが「草

津温泉（pH:2.1）」で、ちょっとピリピリする感じがする温泉で酸性です。酸

性とアルカリ性の度合いは、水素イオンの濃度を指数化した「pH」によって表

されます。 

水の分子は水素原子（H）2個と酸素原子（O）1個からできています。その

うちのいくつかは、水素原子（H）のひとつが、残りの水素原子と酸素原子か

らなる（OH）に電子を与えて、水素イオン（H＋）と水酸化物イオン（OH－）

に分かれていることがあります。真水のときには水素イオンと水酸化物イオンが同じ数だけ存在しま

すが、そこに別の物質が加えられると、その物質との間で新たに電子のやり取りが行われ、水素イオ

ンと水酸化物イオンの数が変化することがあります。このとき、水素イオンの数が増えると水酸化物

イオンの数はそれに応じて減り、水素イオンの数が減ると水酸化物イオンの数がそれに応じて増える

という、反比例の関係になっています。そして水素イオンの方がより多いときに「酸性」、水酸化物イ

オンの方がより多いときに「アルカリ性」、どちらもほぼ等しいときに「中性」となります。 

 

温泉成分の蘊蓄（うんちく）を考えながら、または、ただ何も考えずにボーっと湯につかる。いず

れにしても温泉の恩恵にあずかりたいと思います。 

 

 

【参考にした情報】 

１）フォッサマグナ 藤岡換太郎：ブルーバックス 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tthc/kankyou/soudan/sitsunai/carbonmonoxide.html 

２）温泉の保護と利用：環境省 

https://www.env.go.jp/nature/onsen/index.html 

 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tthc/kankyou/soudan/sitsunai/carbonmonoxide.html
https://www.env.go.jp/nature/onsen/index.html
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◇『アクティビティノート』第３２４号（２０２４年２月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

冬に旬を迎える高級なお刺身といえば「ふぐ刺し（てっさ）」です。ふぐ料理

に使われるトラフグは、冬が近づくと産卵のために日本沿岸にやってきます。

山口県の下関は、周防灘や玄界灘などの良い漁場も近いので、冬には漁獲量も

増えます。フグの仲間は、猛毒と言われる「テトロドトキシン」を持つものが

ほとんどで、「ふぐ取扱責任者の免許」を持った調理人により、「ふぐ取扱認証

施設」で処理されたふぐ料理以外は食べてはいけません。今月はフグ毒についてまとめてみました。 

 

〇フグと日本人 

フグと日本人の関係は2万年前の旧石器時代まで遡ることができ、出土品からフグの骨が見つかっ

ています。その後の縄文時代になってからも貝塚からフグの骨が見つかり、食べられていたと思われ

ます。大きな転機となったのは安土桃山時代で、豊臣秀吉による朝鮮出兵が行われた1592～1598年

に肥前名護屋（現在の佐賀県唐津市）に陣が設けられました。各地から集まった将兵の中にフグを食

べて中毒死する者が相次いだため、フグ食の禁令「河豚食用禁止の令」を出しました。 

この禁令は江戸時代になっても続き、武家に対しては中毒死者が出るとお家断絶など厳しい処分と

なりましたが、庶民の間では中毒事故はありながらも秘かに食べ続けられたようです。フグはご禁制

の食べ物なので隠語で「鉄砲」と呼ばれています。「たまにフグの毒に当たると死ぬことがある」から

「鉄砲（てっぽう）の玉に当たると死ぬことがある」が由来と言われていて、現在も「ふぐ（てっ）

の刺（さ）し身」のことを「てっさ」と関西を中心に呼んでいます。 

明治以降、フグが広く食べられることになった逸話があります。1888年（明治

21年）に初代総理大臣の伊藤博文が下関に宿泊した旅館で、時化で良い魚が用意

できず、代わりの料理として出されたフグの刺し身を食べたところ、白身のおい

しさに感動しました。旅館の女将から「フグは禁制の食べ物ではあるが、調理を

誤らなければ中毒とならない」と説明され解禁となったとのことです。 

フグには様々な種類がありますが、全く毒を持たないものから全身に毒のあるものまで、その食用

への適性と危険性は大きく異なります。また、季節・部位・個体によってもフグ毒の量には違いがあ

ります。実はトラフグは、フグ科の中でも弱毒といわれ、肝臓・卵巣・腸にはフグ毒を持ちますが、

免許のもつ調理人により「身分け」されれば、安全に食べることができます。一方、釣りに行くと良

く掛かるクサフグは、皮にまでフグ毒を持つことから食べることはできません。以前はトラフグの肝

臓は食べられていましたが、個体差による中毒が起きたことから現在は料理として禁止です。 

 

〇フグ毒「テトロドトキシン」とは 

フグ科の学名 Tetraodontidae と毒の toxin との組み合わせが、テトロドトキシン(tetrodotoxin)で

す。 

フグ毒の研究には、多くの日本人科学者が係わっています。特に化

学構造は、1964年京都で開催された国際天然物化学会議で、名古屋大

学の平田義正、東京大学の津田恭介、ハーバード大学のロバート･B･

ウッドワードの3グループから別々に報告されました。ウッドワード

は、翌年に有機化学合成でノーベル化学賞を受賞した 20 世紀を代表

する化学者です。日本の化学研究の水準が、世界のトップレベルに達

したことで、国内の化学者は大いに元気づけられました。 

ȱɧɞ  
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テトロドトキシンはフグ自身が作り出していません。海洋細菌であるビブリオ属やアルテロモナス

属などの真正細菌によって作られ、その細菌の死骸が沈殿することで海底に蓄積されます。海底の泥

に含まれる有機物を餌とする貝などが取り込み、それを食べるフグの体で濃縮、蓄積していると言わ

れ、フグは海洋細菌の毒を盗用しています。哺乳類には無味無臭ですが、多くの魚類は味覚で感知す

るので、フグは他の魚に捕食されることを防いでいます。アカハライモリなどもフグ毒と同じテトロ

ドトキシンを持っています。 

ヒトの経口摂取による致死量は2～3mgと言われており、青酸カリの800倍を超える極めて高い毒

性を持ちます。熱に対しても安定で、300℃以上に過熱しても分解されません。ヒトの体内に取り込

まれると神経毒として働きます。神経細胞表面のナトリウムチャンネルと結合して、その伝達機能を

阻害します。一方、フグのナトリウムチャネルは阻害され難く、影響を受けません。 

 

中毒症状 

①唇や舌が麻痺して感覚が鈍くなったように

感じられます。吐き気や嘔吐が出ることもあ

ります。次に手足の末端の感覚がなくなり、

味覚や聴覚、運動機能にも麻痺が出ます。 

②動くことができなくなり、喋ったりものを

飲み込んだりすることもできにくくなります。

血圧が下がり、脈が乱れます。 

③呼吸困難・意識不明となり、死に至ること

もあります。 

 

口にしてから数十分から数時間で症状が現れ、短時間で悪化す

るのが特徴です。フグ中毒が疑われたら一刻も早く病院へ。有効

な解毒方法はありませんが、胃洗浄や人工呼吸、昇圧剤や呼吸促

進剤の投与で多くの方が助かるようにはなっています。 

釣ったフグを自ら調理することは、絶対に止めましょう。 

 

 

 

 

 

【参考にした情報】 

１）特別展 毒 図録：国立科学博物館 

２）安全なフグを提供しましょう：厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094363.html 

３）自然毒のリスクプロファイル 魚類：フグ毒厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_det_01.html 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094363.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_det_01.html
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◇『アクティビティノート』第３２５号（２０２４年３月発行）掲載 

 

 

 

 

 

東日本大震災は2011年3月11日14時46分に発災、13年が経過しました。

今回は、東日本大震災を振り返ってみました。１） 

 

〇東日本大震災の概要 

 震源は宮城県北東部の牡鹿半島から東南東約 130km 沖となる太平洋海底の深さ約 24km でした。

ユーラシアプレートの下に太平洋プレートが沈み込む日本海溝付近で発生した海溝型地震です。 

地震の規模を表すマ

グニチュードは、気象

庁の発表で 9.0、アメ

リカ地質調査所で 9.1

（2016 年 11 月に修

正）とされています。

これは、1900年以降に

全世界で起きた地震で

4 番目の規模になり、

気象庁の日本周辺における観測史上最大の地震となりました。２）、３）東北地方から関東地方の広い範囲

で東向きへの地殻変動が見られ、宮城県牡鹿半島は東南東方向に約 5.3m 水平移動し、約 1.2m 沈降

をしています。 

国内の震度は、宮城県北部の栗原市で最大震度7が観測されたほか、宮城県、福島県、茨城県、栃

木県などでは震度6強が観測されました。東北地方、関東地方、中部地方などでも震度5以上、北海

道から九州地方の全国にて震度1が観測されました。 

 岩手県、宮城県、福島県、を中心に青森県、茨城県、千葉県

まで太平洋沿岸部を巨大な津波が襲いました。各地を襲った津

波の高さは、福島県相馬では9.3m 以上、岩手県宮古で8.5m 以

上、大船渡で 8.0m 以上、宮城県石巻市鮎川で 7.6m 以上など

が、気象庁検潮所にて観測されています。その他、宮城県女川

漁港で14.8mの津波痕跡も確認（港湾空港技術研究所）されて

います。また、遡上高（陸地の斜面を駆け上がった津波の高さ）

では、全国津波合同調査グループによると、国内観測史上最大

となる40.5mが観測されました。 

国土地理院によると浸水範囲面積の合計は 561km2で、これ

は山手線の内側の面積の約9倍にあたります。また、同院が公

開した浸水範囲の概況図から、仙台平野等では海岸線から約

5km 内陸まで今回の津波で浸水していることが確認されてい

ます。 

 

〇東日本大震災の被害 

地震による大きな揺れや大津波、火災などが各地で発生しました。直接死・行方不明者の人的被害

は、1万8千人を超え、溺死が約9割を占めています。地域としては、北海道・青森県・岩手県・宮

城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・東京都・神奈川県の 1 都 1 道 10 県に及

    

1 9.5  ṕ Ṗ 1960 5 22  

2 9.2  ṕ Ṗ 1964 3 28  

3 9.1  ṕ Ṗ 2004 12 26  

4 9.1  ṕ Ṗ 2011 3 11  

5 9.0  ṕ Ṗ 1952 11 4  

ểễ  ȱɧɞ 

ṕ 2011. 6.24Ṗ 

ṕ 201 2.5.19Ṗ 



化学製品ＰＬ相談センター                                                      ３．６ 「コラム」 

２０２３時年度活動報告書                                 東日本大震災から１３年 

- 143 - 

 

びました。そして、津波に襲われた福島第一原子力発電所では、原子炉の 1～5 号機の全交流電源が

失われて冷却することができなくなり、1号炉・2号炉・3号炉で炉心溶融（メルトダウン）が発生し、

大量の放射性物質の漏洩が起きる大きな原子炉事故となりました。 

これらを含めて東日本大震災は大規模な地震災害となり、震災による直接の死者以外にも避難後に

死亡する災害関連死を含めると2万2千人以上の方が亡くなりました。 

震度5強が観測された首都圏でも、交通機関が不通となったため、大量の帰宅困難者が発生する事

態となり、徒歩で帰宅を試みる人々で歩道は大混雑となりました。また、帰宅困難となった多くの人

が勤務先や駅周辺で一夜を明かすことになり、東京都の発表では、3 月 12 日午前 4 時現在で、約 9

万4千人が都の関係施設や都立学校、区市町の一時受け入れ施設を利用していました。 

関東では、茨城県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県の広

い範囲で液状化現象が発生しました。重いマンホールが持ち上

がるほどの砂の噴出や、家屋、電信柱などの傾斜や沈下、また、

水道、電気、ガスといったライフラインが一時ストップする被

害が生じました。 

 

〇災害への備え 

災害は必ず起きます。東日本大震災の被災地には「震災伝承施設」が設置されています。これまで

の経験を教訓として個人、地域、政府のそれぞれで災害に備えることが改めて必要です。災害への研

究や観測が進むことにより、最新の知見に基づく科学的なリスクの評価が実施されています。常日頃

から、想定以上の災害が発生する可能性を考えながら、やってくる災害に強靭な対策を取ることがで

きるように備えましょう。４） 

 

 

【参考にした情報】 

１）特集東日本大震災 防災情報のページ；内閣府 

https://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/index.html 

２）2011東日本大震災：アメリカ地質調査所 

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official20110311054624120_30/executive#e

xecutive 

３）1900年以降世界で20の最大地震リスト：アメリカ地質調査所 

https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/science/20-largest-earthquakes-world-190

0 

４）関東大震災と日本の災害対策 令和5年版防災白書；内閣府 

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/r5_tokushu1_1.pdf 

 

ṕ 2011.3.11 Ṗ 

https://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/index.html
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official20110311054624120_30/executive#executive
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official20110311054624120_30/executive#executive
https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/science/20-largest-earthquakes-world-1900
https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/science/20-largest-earthquakes-world-1900
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/r5_tokushu1_1.pdf
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◇ 『アクティビティノート』第３２６号（２０２４年４月発行）掲載 

 

 

 

 

 

漆工芸は日本を代表する伝統工芸技術の一つです。経済産業省が指定した伝統

的工芸品は、2023年10月26日時点で241品目が指定されています。１）その中

で漆器は 23 品目ありますが、石川県からは 3 種類の漆器が指定されており、県

としては最多となっています。塗りの技術で知られる「輪島塗」、華やかな蒔絵が

施された「金沢漆器」、そして、木地の美しさの「山中漆器」です。2024年1月

1日に発災した能登半島地震では、「輪島塗」の産地である輪島市も大きな被害を

受けました。今月は、うるしと漆器についてまとめました。 

 

〇漆製品の歴史 

漆製品の歴史は古く、北海道函館市の垣ノ島遺跡から縄文時代早期（紀元前7,000年頃）の世界最

古となる糸に漆を浸み込ませた装飾品が出土しています。２）飛鳥時代（6 世紀頃）には、法隆寺の玉

虫厨子が漆工芸品として作成され、続く奈良時代（7 世紀頃）には、正倉院に漆製宝物が保存されて

います。平安時代（8 世紀頃）になると、日本独自の蒔絵（まきえ：漆器の表面に金粉・銀粉などで

絵模様を付ける技法）や螺鈿（らでん：貝殻の内側の真珠色の部分を薄く剥いで漆器の表面にはめ込

む技法）といった装飾手法が確立しました。 

漆器は英語で“japan”とも呼ばれますが、その起源は、安土桃山時代（16世紀）になります。大

航海時代に世界中に進出したポルトガル人と日本との交易が始まり、この時、目をつけた交易品の一

つが漆器です。交易品としての漆器は、蒔絵や螺鈿などで隙間無く装飾を施したもので、『南蛮漆器』

と呼ばれています。江戸時代（17世紀）になると鎖国政策により交易は長崎に限られ、交易国もオラ

ンダと中国に限定されます。この時代も漆器は重要な交易品の一つでしたが、南蛮漆器の様式は衰退

し、黒漆地の上に楼閣山水画を描いた黒漆の余白を生かしたものに変化して、『紅毛漆器』と呼ばれて

います。また、藩の財政を潤すための産業としても漆工芸は発達し、日本3大漆器と言われる「輪島

塗」「会津塗」「津軽塗」などが各地に生まれました。 

明治時代（19世紀）になると、欧米で開催される万国博覧会に、政府は漆工芸品を積極的に多数出

品し、日本の特産品として絹などともに輸出をしました。 

 

〇漆の化学３） 

植物のウルシはアジア圏のみで生息

する樹木です。漆はウルシの幹の樹皮

に傷をつけ、そこからにじみ出てくる

樹液（漆液）を採取し、精製したもの

です。主成分はウルシオールで構造が

微妙に異なる複数の化学物質の混合物

です。ウルシの生息地によってもその組成が異なります。 

漆は、独特の質感をもつ膜をつくります。一般的な塗料などのように水分や溶剤が蒸発して乾くの

ではなく、漆の塗膜はこのウルシオールが硬化したものです。漆液の中に含まれているラッカーゼと

いう酵素が、ウルシオールと酸素との酸化重合反応を促す働きをします。反応が最もよく進む環境は

温度 20～25℃前後、湿度 80％前後であるため、一般的な乾燥と違い、湿気がある方が固化しやすく

なります。漆職人は、漆を固める際に、「漆風呂」と言われる湿度を高くする工夫を行ないますが、漆

が固まるメカニズムが解明される前に、経験的に最適な条件を探り当てていたことになります。高温

多湿な気候条件とウルシの生息域が漆工芸には必要で、アジア各地に産地があります。 

ȱɧɞ  
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〇漆の色は？ 

漆の色というと黒や朱を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ウルシから採取した漆液は、

生漆（きうるし）と言いますが、生漆の塗膜は透明な茶褐色です。これが漆本来の色となります。生

漆を精製し、混錬する過程で刀などを削った鉄粉を微量加えると、鉄が漆の成分と反応して黒く発色

した黒漆となります。また、精製した生漆にさまざまな顔料を混ぜたものを色漆と言い、顔料に弁柄

（酸化鉄）や辰砂（硫化水銀）を用いると朱漆となります。その他にも、添加する顔料により黄、緑、

白などの色にすることができます。 

漆器は、光沢のある黒い器に蒔絵や螺鈿などの装飾技法の組み合わせている

ことも大きな魅力の一つです。漆黒（しっこく）ともいわれる漆の黒色ですが、

艶やかで深みのある、見ていると惹きこまれそうな黒色です。大航海時代のヨ

ーロッパにはこのような黒色の塗料はなく、大変貴重なものだったようです。

100 年後の 17 世紀頃に欧州にて、黒漆を真似た黒色の塗装が開発され、

“japanning:ジャパニング”と呼ばれたことからも、黒漆が憧れを持って受け

入れられていたことが伺えます。 

この黒漆について科学的な知見が新たに得られました。黒漆にするには、鉄粉を 0.3％以下の微量

を加えますが、この微量の鉄がウルシオールの塗膜の構造を大きく変えていたとの報告です。放射線

や中性子線など量子ビームを使った最新の解析技術により、黒漆の塗膜構造は、ウルシオールが鉄イ

オン原子を介した化学結合をすることにより、深みのある漆黒が得られていたとの報告です。４）古く

から使用されてきた工芸品である漆器ですが、まだまだ未解明なことがあります。 

 

伝統的工芸としての価値は認められていても、高価で扱いが難しいというイメージを持たれている

漆器。汚れがこびりつかないうちにやさしく洗ってやわらかい布で拭くなど、いくつかの注意さえ守

りながら使い込んでいくと、独特の美しさがあり、愛着が湧いてくるものです。一度、漆器に触れ、

実際に使ってみるのも良いのではないでしょうか。 

 

【参考にした情報】 

１）伝統的工芸品：経済産業省 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/index.html 

２）【世界遺産】縄文文化と「北海道・北東北の縄文遺跡群」 史跡垣ノ島遺跡：函館市 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022012400119/ 

３）「漆の伝統美を化学する」、宮腰哲雄、化学と教育、61巻3号（2013年） 

４）量子ビームで「漆黒の闇」に潜む謎を解明：日本原子力研究開発機構 

https://www.jaea.go.jp/study_results/representative/c1-30.html 

 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/index.html
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022012400119/
https://www.jaea.go.jp/study_results/representative/c1-30.html
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３．７ 主な製品分野別裁判外紛争処理機関･相談機関 

 

機関名・所在地 

電話番号 

対象製品 受付時間 
 (土･日･祝日を除く) 

医薬品ＰＬセンター 

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 
ＭＦＰＲ日本橋本町ビル3階 

0120-876-532 
(フリーダイヤル) 

医薬品 

（医薬部外品を含む） 

9:30～16:30 

(12:00～13:00を除く) 

月・水・金のみ 

化学製品ＰＬ相談センター 

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1 
住友六甲ビル7階 
(一社) 日本化学工業協会内 

0120-886-931 
(フリーダイヤル) 

化学製品 
（食品は除く。医薬品、化粧品、塗料、
建材は別に該当する機関がある） 

9:30～16:00 

ガス石油機器ＰＬセンター 

〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-11-17 
パークリュクス神田多町2F 

0120-335-500 
(フリーダイヤル) 

ガス・石油機器 

10:00～16:00 

(12:00～13:00を除く) 

家電製品ＰＬセンター 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-7-1 
霞が関東急ビル5階 

0120-551-110 
(フリーダイヤル) 

家電製品 

9:30～17:00 

玩具ＰＬセンター 

〒130-8611 東京都墨田区東駒形4-22-4 
日本文化用品安全試験所ビル5階 
(一社)日本玩具協会内 

0120-152-117 
(フリーダイヤル) 

玩具 

9:00～17:00 
(12:00～13:00を除く) 

建材ＰＬ相談室 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 
浜町平和ビル5階 
(一社)日本建材･住宅設備産業協会内 

03-5640-0902 建材 

10:00～17:00 

(公財) 自動車製造物責任相談センター 

〒100-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 
メトロシティ神谷町6階 

0120-028-222 
(フリーダイヤル) 

自動車 

（二輪自動車、部品・用品も含む） 

9:30～17:00 
(12:00～13:00を除く) 

住宅部品ＰＬ室 

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-7 
九段センタービル3階 

(公財)住宅リフォーム･紛争処理 支
援センター内 

住宅リフォーム･紛争処
理支援センター 
ナビダイヤル：
0570-016-100 

住宅部品 

（ドア、キッチンシステム、浴室ユニッ
ト、サッシ、建材等） 

10:00～17:00 

生活用品ＰＬセンター 

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-15-2 
松島ビル4階 

(一財)生活用品振興センター内 

0120-090-671 
(フリーダイヤル) 

生活用品 

（家具、硝子製品、食卓・台所製品、プ
ラスチック製品、玩具、釣具、運道具、
装身具、靴、楽器等） 

10:00～16:00 
水曜日のみ 

日本化粧品工業連合会 ＰＬ相談室 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 
メトロシティ神谷町6階 

0120-353-532 

(フリーダイヤル) 
化粧品 
（薬用化粧品、育毛剤、除毛剤、てんか
粉剤、腋臭防止剤などの医薬部外品を含
む） 

9：30～16：00 
(12:00～13:00を除く) 

月、水、金のみ 

プレジャーボート製品相談室 

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-10-12 
国際興業第二ビル4階 

(一社)日本マリン事業協会内 

0120-356-441 
(フリーダイヤル) 

プレジャーボート及びその関連製品 
（モーターボート、ヨット、パーソナル
ウォータークラフト、船外機(機関)、航
海機器、ディーゼルエンジン(機関)） 
 

10:00～17:00 
(12:00～13:00を除く) 

日本塗料工業会PL相談室 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-12-8 

東京塗料会館1階 

（一社）日本塗料工業会内 

03-3443-2074 塗料 

9:00～17:00 

(12:00～13:00を除く） 
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防災製品ＰＬセンター 

〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 
ランディック第2新橋ビル3階 

0120-553-119 
(フリーダイヤル) 

防災製品 

（消火器、スプリンクラー設備、自動火
災報知設備等の消防用設備･機器、防災
物品･製品、消防用服装装備品、危険物
容器、ガソリン計量機等） 

9:00～17:00 

(12:00～13:00を除く) 



 

 



 

 

 

お 知 ら せ 

◇ インターネットホームページの紹介 （https://www2.nikkakyo.org/plcenter/） 

化学製品ＰＬ相談センターでは、下記の資料をインターネットホームページで公開しています。 

 『アクティビティノート』 

毎月の受付相談事例を中心にまとめた、月次活動報告書です。(毎月10日頃に発行)  

 『化学の歳時記』 

身の回りの季節変化を「化学の目」で見てみると 

 『気をつけよう暮らしの事故Ⅰ』 

生活に密着した事例から事故の未然防止につながる注意点をまとめました。（そのⅠ） 

 『気をつけよう暮らしの事故Ⅱ』 

生活に密着した事例から事故の未然防止につながる注意点をまとめました。（そのⅡ） 

 『気をつけよう暮らしの事故Ⅲ』 

生活に密着した事例から事故の未然防止につながる注意点をまとめました。（そのⅢ） 

 『気をつけよう暮らしの事故Ⅳ』 

生活に密着した事例から事故の未然防止につながる注意点をまとめました。（そのⅣ） 

 『化学製品による事故を防ぐために』 

化学製品による事故を防ぐために参考になると思われる記事を集めました。 

 『家庭の化学』 

身近なくらしの中で感じる素朴な疑問などを化学の視点で解説しています。 

 

 

 

◇ 化学製品ＰＬ相談センターニュースメールメンバー登録受け付け中！ 

『アクティビティノート』等の資料の発行など、当センターの最新情報を随時お知らせするインター
ネットメールサービスです。 

 人数や資格の制限はありません。(誰でも登録できます。) 

 費用は無料です。(インターネット通信費･接続費は各自でご負担ください。) 

 お申し込みはE-mail(pl@jcia-net.or.jp)で。 

（件名に「ニュースメールメンバー登録」とご記入ください。） 

① ご氏名（フリガナ） ② お勤め先（フリガナ） ③ ご所属･お役職･ご担当など 

④ ご連絡先（勤務先か自宅かを明記）の住所･TEL･E-mailアドレス 

※ ご連絡頂きました個人情報は、当センターのプライバシーポリシーに則り適正に管理いたします。 

 お申込み後10日以内に手続き完了メールをお送りします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本報告書はホームページ(ＵＲＬは下記ご参照)からダウンロードして頂くこともできます。 

※ 記載内容の転載につきましては、あらかじめ下記までお問い合わせください。 

 
化学製品ＰＬ相談センター 

2023年度活動報告書 

2024年 6月 

編集･発行:化学製品ＰＬ相談センター 

〒104-0033 
東京都中央区新川１－４－１ 住友不動産六甲ビル７階 

TEL.03(3297)2602  FAX.03(3297)2604 
https://www2.nikkakyo.org/plcenter/ 

本報告書に掲載した内容の無断転載を固く禁じます。 


